
飛驒信用組合の現況
［ 令和6年4月1日～令和7年3月31日 ］

資料編 数字でみるひだしん

貸借対照表

損益計算書

剰余金処分計算書

貸借対照表に対する注記

1
2
2
3

Ӧ指標ܦ ˔ 

主要項目の5年間の指標他

受取利息・支払利息の増減他 

使途別の貸出金残高他

有価証券の時価、評価ࠩ額等に関する事項

5
6
7
8

˔ その他

開示債権の状況

自己資本の充実の状況等について

信用リスクに関する事項

当組合おΑび子会社等の概況他

9
11
15
21

2025
D I S C L O S U R E
HIDASH IN

2025
D I S C L O S U R E
HIDASH IN

ͻͩしん)1 IOTUBHSBN :PV5VCF 'BDFCPPL さる΅΅ίイン

このディスクロージャーの
印刷・製本で使用した
電力量（100kWh）は、
グリーン電力でまかなわれ
ています。



名 称

略 称

本店所在地

設 立

営 業 区 域

店 舗 数

自己資本額

組 合 員 数

預 金 積 金

貸 出 金

飛驒信用組合

ͻͩしん 

高ࢁ市ՖԬொ̍ஸ目
1�൪1

ত�9年9݄��

高ࢁ市・飛驒市・നଜ

1�ϱళ 
他にళฮ外
̖̩ ̢�1ϱళ

�9�ԯԁ 

��051໊

�1�0ԯԁ

11�0ԯԁ

当組合の概要（令和7年3月31日現在）

Ҭ金融を௨͡、Ҭ社会のൃలにݙߩします。1.
お٬さまのをܦӦにөし、
࣭の高い金融αーϏスをఏڙします。2.
金融ػ関としての社会的と公共的使໋を
೦಄に、法ྩ९कଶのపఈと高いا業ྙ理の
ཱ֬にめます。

3.

経営理念

飛驒信用組合の現況

ごあいさつ

　平ૉは、飛驒信用組合に格別のごѪސ、お引ཱ͖てをࣀり、

ް͘おྱਃしあ͛ます。本年も当組合のܦӦ内༰につ͖まし

てご理ղをਂめていた͖ͩますΑう、ディスクϩージャーࢽ

「)I%"4)I/ %I4$-046R& �0�5」を࡞成しましたので

ご高ཡいた͚ͩれいです。

　当期のΘが国ࡁܦをސみますと、༌ೖ価格の上ঢをىと

する物価上ঢの影響かΒফඅϚインυにऑさがみΒれました

が、ྑ ちしをഎ࣋を受͚た実࣭ॴಘのڥ用・ॴಘޏな

ਪҠした΄か、財ध要の॥的なճ෮͘ݎに個ਓফඅがఈܠ

もد༩し、総͡て؇かな成がଓ͖ました。

　一ํ金融情に目をస͡ますと、ۜは�݄の金融ܾࡦ

定会合において、物価��目標の࣋ଓ的・҆定的実ݱの؍

かΒࡦ金利を0��5�に引͖上͛ました。

　Ҏ߱�会合連ଓでࡦ金利をਾ͑ஔ͖ましたが、̍ ݄の同

会合では、ا業のώΞリングなͲかΒ上͛のϞϝンλϜ

が͘ڧ、物価҆定の目標達成に͚た先͖ߦの見௨しが実ݱ

してい֬͘度は高いとஅし、Ճ引͖上͛にΑりࡦ金利

を0�50�とし、؇ڥのम正が一ஈとਐみました。

　当Ҭにお͖ましては、๚外国ਓ٬数がίϩφՒલの実

績を上ճりա࠷ڈ高となり、インバウンυध要の֦େにΑり

ݩのޫ؍関連事業ऀの業況がٸにసし、飛ଭҬܦ

。ಈྗとなりましたݪ社会全体を͚ん引するେ͖な・ࡁ

　当該情況Լにおいて、当組合は݄̕にཱ̓̌प年をܴ͑

「͚͖௨り支ళ」の৽ళฮݐઃを࢝めँԸίンαート等の

༷ʑな記೦事業の実ࢪとともに金融հػのൃشに͚、

'BDF UP 'BDFにΑる対を௨͡て、お٬༷のχーζご要

にԠ͡たΧスλϚイζܕΞプϩーνにΑる事業ऀ支ԉに注

ྗした結Ռ、期末預金�1�0ԯԁ、期末貸出金11�0ԯԁと

業༰はॱ調にਪҠし、ݻڧな財務ج൫をഎܠとする資金運用

ऩ益のண実な֬保を主Ҽに、当期純利益10ԯ11ඦສԁを計

上しました。

　৽年度のؾܠಈをோめますと、ウクライφ中౦にお͚

るֶ的リスクのਂࠁ化にՃ͑、トランプถ権の関੫

おΑび金融資本市場のෆ֬実性はかつてなࡁܦ、にΑͬてࡦ

いਫ準にまで高まͬており、μウンαイυリスクのे分なܯ

ռがඞ要です。

　かΑうなܦӦڥのもと、「お٬さまࢹ」のపఈを࣠に、

কདྷのڥ社会のม化にॊೈに対Ԡで͖る࣋ଓՄな金

融ػ関として「αスςφϒル・フϡーνャー」の実ݱを目指し

ྗしてまいりますので、一のご理ղ、ごޙԉをࣀりますΑ

うおئいਃしあ͛ます。

ྩ�年�݄ 理事　େ ݪ　

2

3

5
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17

21

22

ご͋いさͭ
ͻͩしんͱҬࣾ会
ྩ��業のごใࠂ
ͻͩしんの͋ΏΈ
ཱ��पه೦事業
ͻͩしんトϐックス
Ҭີணܕ金༥の取り組Έにͭいて
さらなる金༥հػのൃش
店ฮのごҊ
コンプϥイアンスମ੍にͭいて

23

25

26

27

29

31

32

33

35

リスク管ཧମ੍にͭいて
෦౷੍جຊํ
お客さまのใの管ཧ
ۤରԠ・ฆ૪ղ決ાஔ等の֓ཁにͭいて
信用組合ͱ૯代会੍にͭいて
組৫ਤ
ใुମܥにͭいて
ओཁな事業の༰
ओな手ྉのごҊ

地
域
と
と
も
に

サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な

未
来
を

創
造
し
ま
す
。
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お客さまからのご預金について
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ご融資以外の運用について

ྩ��݄ظͷܾࢉɺۚࢿӡ༻ऩӹͷ૿ՃΛओҼʹɺظ७རӹ��ԯ
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今期の決算について

˔ ༬͚ۚɾ༗Ձূ݊ͷӡ༻ߏ

当
組
合
は
高
山
市
、飛
驒
市
、白
川
村
を
営
業
区
域
と
し
て
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
て
お
り
、地
域
の
皆
さ
ま
か
ら
お
預
け
い
た
だ
い
た
ご
預
金
は
、地
元
企
業
の
事

業
活
動
の
た
め
の
資
金
や
当
地
域
に
お
住
ま
い
の
方
が
住
宅
や
自
動
車
を
ご
購
入
さ

れ
る
際
の
資
金
な
ど
へ
の
ご
融
資
と
し
て
ご
利
用
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、金
融
機
能
の
提
供
に
留
ま
ら
ず
企
業
経
営
・
人
材
育
成
・
文
化
活
動
・
ス

ポ
ー
ツ
活
動
と
い
っ
た
面
も
視
野
に
入
れ
て
広
く
地
域
社
会
の
活
性
化
に
努
め
て

お
り
ま
す
。
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ˎ上記のৄࡉにつ͖ましては、資ྉฤ11ージの「自己資本の充実の状況等について」をごཡͩ͘さい。

収
益

預
金
・
積
金

貸
出
金

夏
・
冬
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
定
期
預
金
お
よ
び
年

金
・
給
振
口
座
の
獲
得
を
軸
と
し
た
メ
イ
ン
化
の

推
進
に
注
力
し
た
結
果
、個
人
・
法
人
と
も
に
順
調

に
推
移
し
、期
末
残
高
は
前
期
比
��
億
��
百
万
円

増
加
の
、3
，1
7
0
億
��
百
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

公
金
融
資
の
償
還
や
大
口
与
信
先
の
返
済
等
に

よ
り
、期
末
残
高
は
前
期
比
減
少
し
ま
し
た
が
、中

小
企
業
・
個
人
事
業
主
様
に
対
す
る
各
種
制
度
等

を
活
用
し
た
事
業
支
援
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、

個
人
ロ
ー
ン
に
つ
い
て
も
、定
期
的
に
休
日
相
談
会

を
開
催
す
る
な
ど
、顧
客
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
家

計
に
応
じ
た
機
動
的
な
融
資
対
応
を
通
じ
て
、融

資
推
進
に
務
め
た
結
果
、期
末
残
高
1
，1
4
0
億

��
百
万
円
を
計
上
し
ま
し
た
。

創
立
��
周
年
記
念
事
業
の
展
開
な
ど
に
伴
い
各

種
費
用
を
要
し
た
一
方
で
、市
場
金
利
の
上
昇
が

資
金
運
用
に
お
け
る
債
券
投
資
に
寄
与
し
た
結

果
、有
価
証
券
利
息
配
当
金
の
増
加
を
始
め
資
金

運
用
収
益
を
着
実
に
確
保
し
、経
常
利
益
��
億
��

百
万
円
・
当
期
純
利
益
��
億
��
百
万
円
を
計
上
し

ま
し
た
。

自
己
資
本
比
率

当
組
合
は
、長
年
に
わ
た
り
利
益
か
ら
の
蓄
積
で

あ
る
、特
別
積
立
金（
無
コ
ス
ト
資
金
）を
中
心
に
自

己
資
本
の
増
強
に
努
め
て
き
ま
し
た
結
果
、令
和
7

年
3
月
末
の
自
己
資
本
は
、2
9
6
億
円
と
健
全

な
体
質
を
堅
持
し
て
お
り
ま
す
。

自
己
資
本
比
率
は
、貸
出
金
や
有
価
証
券
等
の

「
リ
ス
ク
資
産（
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
等
）」に
対
す
る

出
資
金
や
内
部
留
保
等
の「
自
己
資
本
」の
割
合
を

示
す
数
値
で
、金
融
機
関
の
健
全
性
・
安
全
性
を
測

る
重
要
な
指
標
で
す
。

自
己
資
本
比
率
は
、国
内
基
準
で
4
％
以
上
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、当
組
合

は
一
貫
し
て
自
己
資
本
の
充
実
と
健
全
性
に
努
め

て
き
ま
し
た
結
果
、令
和
7
年
3
月
末
の
自
己
資
本

比
率
は
��
·
��
％
と
な
り
、国
内
基
準
の
5
倍
を
超

え
る
高
い
水
準
に
あ
り
ま
す
。
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令
和
6
年
度  

業
績
の
ご
報
告

ひ
だ
し
ん
の
あ
ゆ
み

ত29ฏ10ฏ20

ฏ30

ྩ1ྩ5ྩ6ྩ7

ฏ1

1
年
6
月
 ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号
等
取
扱
契
約
締
結

 

 
事
業
者
の
登
録

10
月
 第
��
回
全
国
信
用
組
合
大
会
に
て
社
会
貢
献

 

 
表
彰
を
受
賞

3
年
3
月
 令
和
2
年
度「
地
方
創
生
に
資
す
る
金
融
機
関
等
の

 

 
特
徴
的
な
取
組
事
例
」で
表
彰

4
年
1
月
 第
7
回
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
大
賞

 

 
に
て
地
域
金
融
賞
を
受
賞

　
4
月
　
第
9
次
中
期
経
営
計
画
ス
タ
ー
ト

　
9
月
　
食
と
く
ら
し
の
グ
リ
ー
ン
ラ
イ
フ
ポ
イ
ン
ト

 

 
推
進
事
業「
グ
リ
ー
ン
ラ
イ
フ
i
n
飛
騨
」開
始

5
年
11
月
 さ
る
ぼ
ぼ
コ
イ
ン
を
活
用

 

 
し
た「
ふ
る
さ
と
納
税
」

 

 
サ
ー
ビ
ス
開
始

6
年
1
月
 「
飛
騨
・
高
山
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル

 

 
フ
ァ
ン
ド
」設
立

　
　

6
月
 創
立
��
周
年
感
謝
の
会
挙
行

　
　

12
月
 け
や
き
通
り
支
店
新
店
舗
オ
ー
プ
ン

7
年
2
月
 経
済
産
業
省
か
ら「
D
X
認
定
事
業
者
」の
認
定
を

 

 
取
得

　
　

3
月
 健
康
経
営
優
良
法
人

 

 
(中
小
規
模
法
人
部
門
)に
4
年
連
続
で
認
定

29
年
 9
月
 飛
驒
商
工
信
用
組
合
設
立

10
月
 
高
山
市
本
町
2
丁
目
7
番
地
で
営
業
開
始

31
年
 5
月
 本
店
を
本
町
1
丁
目
2
番
地
へ
移
転

49
年
 4
月
 飛
驒
信
用
組
合
に
改
称

59
年
 11
月
 ひ
だ
し
ん
経
営
研
究
会
発
足

 

 

4
年
 10
月
 日
銀
歳
入
復
代
理
店
・

　
　
　
　
　
外
国
為
替
業
務
を
開
始

6
年
 10
月
 創
立
��
周
年
記
念
式
典
挙
行

11
年
12
月
  高
山
市
指
定
金
融
機
関
に
指
定
さ
れ
る

12
年
 10
月
 信
組
共
同
セ
ン
タ
ー
へ
加
盟

16
年
 10
月
 創
立
��
周
年
記
念
式
典
挙
行

17
年
 10
月
 ひ
だ
し
ん
会
青
年
部
会
発
足

18
年
 5
月
 郵
貯
A
T
M
提
携
入
金
業
務
開
始

19
年
 12
月
 岐
阜
大
学
と「
産
学
連
携
協
定
」締
結

20
年
5
月
  岐
阜
県
子
育
て
支
援
企
業
登
録
制
度

 

 取
り
組
み
開
始

21
年
 10
月
 飛
驒
市
指
定
金
融
機
関
業
務
開
始

　　22
年
 3
月
 創
立
��
周
年
記
念
寄
付
金
贈
呈

24
年
 9
月
 ひ
だ
し
ん
さ
る
ぼ
ぼ
倶
楽
部
発
足

25
年
 9
月
 花
岡
町
に
本
店
営
業
部
新
築
移
転

　　26
年
 3
月
 東
海
財
務
局
よ
り「
平
成
��
年
度
地
域
密
着
型
金
融
に

　
　
　
　
　
関
す
る
取
り
組
み
に
お
け
る
顕
彰
」受
賞

　　
7
月
 無
料
相
談
所「
Ｂ
ｉ
ｚ
Ｃ
ｏ
ｎ
．Ｈ
Ｉ
Ｄ
Ａ
」開
設

　　
8
月
 ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

 

 「
Ｆ
Ａ
Ａ
Ｖ
Ｏ
飛
騨
・
高
山
」運
営
開
始

　　
11
月
 当
組
合
1
0
0
％
出
資
子
会
社

 

 
ひ
だ
し
ん
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ（
株
）設
立

27
年
 2
月
 「
飛
騨
・
高
山
さ
る
ぼ
ぼ
結
フ
ァ
ン
ド
」設
立

　　
11
月
 東
山
支
店
を
駿
河
屋
エ
ブ
リ
東
山
店
内
に
I
S
B

 

 （
イ
ン
ス
ト
ア
ブ
ラ
ン
チ
）と
し
て
新
築
移
転

29
年
 2
月
 平
成
��
年
度「
地
方
創
生
に
資
す
る

 

 
金
融
機
関
等
の
特
徴
的
な
取
組
事
例
」で
表
彰

 

 
岐
阜
県
子
育
て
支
援
エ
ク
セ
レ
ン
ト
企
業
に
認
定

　　
12
月
 電
子
地
域
通
貨「
さ
る
ぼ
ぼ
コ
イ
ン
」リ
リ
ー
ス

30
年
 2
月
 ニ
ッ
キ
ン
賞
受
賞

　　
6
月
 「
飛
驒
信
用
組
合
ペ
イ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
」開
始

˔ ି出金残高� （୯Ґɿԯԁ）˔ ৗ利ӹܦ （୯Ґɿඦສԁ）

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

1,157

ྩ6年
3݄期

1,140

ྩ7年
3݄期

ྩ5年
3݄期

1,500

1,200

900

600

300

0

1,384 1,332

ྩ6年
3݄期

1,367

ྩ7年
3݄期

ྩ5年
3݄期

˔ 預金・ੵ 金残高 （୯Ґɿԯԁ）

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

3,170

ྩ7年
3݄期

3,1703,114

ྩ6年
3݄期

3,1143,038

ྩ5年
3݄期

3,038

1,165
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ひ
だ
し
ん
の
あ
ゆ
み
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創
立
þ÷
周
年
記
念
事
業

けやき通り支店新店舗OPEN

中山中学校にて 古川中学校にて

地域社会貢献活動

飛騨地域の中学校へ電子黒板を寄贈
高山市・飛驒市の中学校7校に電子黒板（インタラクティブ
ボード）を寄贈しました。

創立70周年 感謝の会
第70期通常総代会の
後、創立70周年を記念
した感謝の会を開催し、
飛騨地域や当組合の発
展にご尽力いただいた
方々へ、表彰状・感謝状
を授与いたしました。

ひだしん

お客さま謝恩コンサート
6年ぶりに開催した謝恩
コンサートでは、演歌歌
手の島津亜矢さんをお
招きし、昼・夜の部あわ
せて約2,400名のお客さ
まが来場されました。
ヒット曲「帰らんちゃよ
か」や新曲「おてんとさ
ま」をはじめ、国内外ヒッ
ト曲のカバーを含む24曲
を披露していただきまし
た。

令和6年12月16日、けやき通り支店の
新店舗がオープンしました。
これを記念したオープニングセレモ
ニーやオープンキャンペーンでは、地
域のお客さまから大きな関心をお寄
せいただきました。

企業支援

ＤＸセミナー
DXセミナーおよび展示会を開催し、117名の皆さまにご参加
いただきました。

展示会出展企業
・株式会社電算システム
・西日本電信電話株式会社
 （NTT西日本）
・株式会社日立システムズ
・グローリー株式会社　　順不同

セミナー登壇企業
・株式会社電算システム
・西日本電信電話株式会社
 （NTT西日本）
・株式会社日立システム　順不同

地 域 と と も に 未 来 へ つ な ぐ

サ ス テ ナ ブ ル フ ュ ー チ ャ ー

オープニングセレモニー

全面ガラスの明るい店内には、飛騨の家具を配したロビー・談話室を設
けました。また、全自動貸金庫や岐阜県内の金融機関では初となるセミ
セルフキャッシャーを2台設置しました。

最新設備のご紹介

セミセルフキャッシャー

令和6年12月16日、けやき通り支店の
新店舗がオープンしました。
これを記念したオープニングセレモ
ニーやオープンキャンペーンでは、地
域のお客さまから大きな関心をお寄
せいただきました。

オープニングセレモニー

全面ガラスの明るい店内には、飛騨の家具を配したロビー・談話室を設
けました。また、全自動貸金庫や岐阜県内の金融機関では初となるセミ
セルフキャッシャーを2台設置しました。

最新設備のご紹介

セミセルフキャッシャー

全自動
貸金庫

創立70周年 全体会議
未来の環境や社会の変化に対
応できるサステナブルな金融機
関として、地域とともに未来へつ
なぐプロジェクトに取り組む基本
戦略を、全体会議により意志統
一を図りました。

中山中学校にて 古川中学校にて

地域社会貢献活動

飛騨地域の中学校へ電子黒板を寄贈
高山市・飛驒市の中学校7校に電子黒板（インタラクティブ
ボード）を寄贈しました。

創立70周年 感謝の会
第70期通常総代会の
後、創立70周年を記念
した感謝の会を開催し、
飛騨地域や当組合の発
展にご尽力いただいた
方々へ、表彰状・感謝状
を授与いたしました。

6年ぶりに開催した謝恩
コンサートでは、演歌歌
手の島津亜矢さんをお
招きし、昼・夜の部あわ
せて約2,400名のお客さ
まが来場されました。
ヒット曲「帰らんちゃよ
か」や新曲「おてんとさ
ま」をはじめ、国内外ヒッ
ト曲のカバーを含む24曲
を披露していただきまし
た。

企業支援

ＤＸセミナー
DXセミナーおよび展示会を開催し、117名の皆さまにご参加
いただきました。

展示会出展企業
・株式会社電算システム
・西日本電信電話株式会社
 （NTT西日本）
・株式会社日立システムズ
・グローリー株式会社　　順不同

セミナー登壇企業
・株式会社電算システム
・西日本電信電話株式会社
 （NTT西日本）
・株式会社日立システム　順不同

地 域 と と も に 未 来 へ つ な ぐ地 域 と と も に 未 来 へ つ な ぐ

サ ス テ ナ ブ ル フ ュ ー チ ャ ーサ ス テ ナ ブ ル フ ュ ー チ ャ ー

創立70周年 全体会議
未来の環境や社会の変化に対
応できるサステナブルな金融機
関として、地域とともに未来へつ
なぐプロジェクトに取り組む基本
戦略を、全体会議により意志統
一を図りました。

役職員旅行
北海道・東京・大阪
の3コースから各自
が行き先を選び、
職員間のコミュニ
ケーションを図りま
した。

Anniversar y To p i c s
創 立 7 0 周 年 記 念 事 業
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ひ
だ
し
ん
会

春
季
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ

1
7
0
名
の
会
員
さ
ま
に
ご
参
加
い
た
だ

き
、歴
代
優
勝
者
に
よ
る「
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン

シ
ッ
プ
大
会
」も
併
せ
て
開
催
し
ま
し
た
。

ま
た
、メ
デ
ィ
ア
で
も
活
躍
中
の
Ｐ
Ｇ
Ａ
公

認
Ａ
級
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
プ
ロ
関
雅
史
氏
を
お

招
き
し
た
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
で
は
、会
員
さ
ま

の
ク
ラ
ブ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
解
説
や
質
問
コ
ー

ナ
ー
な
ど
、大
い
に
盛
り
上
が
る
イ
ベ
ン
ト

と
な
り
ま
し
た
。

ひ
だ
し
ん
年
金
旅
行

021
2
0
名
の
お

客
さ
ま
に
ご
参

加
い
た
だ
い
た

「
大
相
撲
名
古
屋

場
所
観
戦
と
尾

張
徳
川
家
の
名

品
を
収
め
る
徳

川
美
術
館
日
帰

り
旅
行
」を
開
催

し
ま
し
た
。

ひ
だ
し
ん

D
X
戦
略
策
定

04D
X
推
進
体
制
の
強
化
に
よ
り
、組

合
内
の
業
務
改
善
に
加
え
、デ
ジ
タ

ル
人
材
の
育
成
を
通
じ
た
企
業
価
値

の
向
上
や
、地
域
の
課
題
解
決
に
注

力
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
策
定
し

ま
し
た
。

第
8
回
社
会
人
ゴ
ル
フ
大
会

0389
名
、25
チ
ー
ム
の

皆
さ
ま
に
ご
参
加
い

た
だ
き
、た
い
へ
ん
賑

や
か
な
ゴ
ル
フ
大
会

と
な
り
ま
し
た
。

春
季
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ

1
7
0
名
の
会
員
さ
ま
に
ご
参
加
い
た
だ

き
、歴
代
優
勝
者
に
よ
る「
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン

ま
た
、メ
デ
ィ
ア
で
も
活
躍
中
の
Ｐ
Ｇ
Ａ
公

認
Ａ
級
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
プ
ロ
関
雅
史
氏
を
お

招
き
し
た
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
で
は
、会
員
さ
ま

の
ク
ラ
ブ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
解
説
や
質
問
コ
ー

ナ
ー
な
ど
、大
い
に
盛
り
上
が
る
イ
ベ
ン
ト

ひ
だ
し
ん

「
D
X
認
定
事
業
者
」

の
認
定
を
取
得

05経
済
産
業
省
よ
り
、信
用
組
合
で
は

全
国
で
初
と
な
る
認
定
を
取
得
し

ま
し
た
。飛

驒
市
ま
る
ご
と

大
売
出
し

―
令
和
7
年
版
―

02
「
し
ん
く
み
公
式

Y
o
u
T
u
b
e

チ
ャ
ン
ネ
ル
」
に
て

動
画
公
開

03 飛
驒
市
の
消
費
喚
起
施
策
に「
さ
る

ぼ
ぼ
コ
イ
ン
」を
活
用
し
て
い
た
だ

き
、ご
利
用
金
額
の
20
％
を
ポ
イ
ン

ト
還
元
し
ま
し
た
。

01
高
山
市
・
飛
驒
市
の

社
会
福
祉
協
議
会
へ

寄
付
金
を
贈
呈

昨
年
に
引
き
続
き
中
小
規
模
法
人
部

門
で
認
定
を
受
け
ま
し
た
。

健
康
経
営
優
良
法
人

2
0
2
5
認
定

06

信
用
組
合

イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

桜
井
日
奈
子

総
合
的
な
学
習
の
一
環
と
し
て
、お
金
の
役
割
や

地
域
内
で
貢
献
し
て
い
る「
さ
る
ぼ
ぼ
コ
イ
ン
」

に
つ
い
て
、日
枝
中
学
校
1
年
生
を
対
象
に
講
義

し
ま
し
た
。

ま
た
、グ
ロ
ー
バ
ル
・
マ
ネ
ー
・
ウ
ィ
ー
ク
に
は
、

金
融
リ
テ
ラ
シ
ー
向
上
を
目
的
と
し
た
金
融
教

室
を
、高
山
西
高
等
学
校
2
年
生
を
対
象
に
開

催
し
ま
し
た
。

地
元
で
活
躍
す

る
女
子
ハ
ン
ド

ボ
ー
ル
チ
ー
ム

「
飛
騨
高
山
ブ

ラ
ッ
ク
ブ
ル
ズ

岐
阜
」を
ス
ポ

ン
サ
ー
と
し
て

支
援
し
て
い
ま

す
。

飛
騨
高
山

ブ
ラ
ッ
ク
ブ
ル
ズ

岐
阜

06地
元
で
活
躍
す

る
女
子
ハ
ン
ド

ボ
ー
ル
チ
ー
ム

「
飛
騨
高
山
ブ

ラ
ッ
ク
ブ
ル
ズ

岐
阜
」を
ス
ポ

ン
サ
ー
と
し
て

支
援
し
て
い
ま

一
般
社
団
法
人

高
山
市
文
化
協
会
へ

寄
付
金
を
贈
呈

05同
協
会
が
推
進
す
る

文
化
の
普
及
お
よ
び

向
上
に
関
す
る
活
動

を
支
援
し
、高
山
市
の

文
化
事
業
の
充
実
と

発
展
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、50

万
円
の
寄
付
金
を
贈

呈
し
ま
し
た
。

寄
付
金
を
贈
呈

同
協
会
が
推
進
す
る

文
化
の
普
及
お
よ
び

向
上
に
関
す
る
活
動

を
支
援
し
、高
山
市
の

文
化
事
業
の
充
実
と

発
展
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、50

万
円
の
寄
付
金
を
贈

ち
ょ
け
ら
ま
い
か

大
仮
装
盆
踊
り
大
会

2
0
2
4

01
24
名
の
職
員
が
ジ
ブ
リ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

に
仮
装
し
、パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
披
露
。

「
熱
演
賞
」を
授
賞
し
ま
し
た
。

主
催
:飛
騨
高
山
サ
マ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

推
進
協
議
会

名
の
職
員
が
ジ
ブ
リ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

飛
騨
高
山
サ
マ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

91
名
の
新
社
会
人
の
皆
さ
ま
に
、

報
告
・
連
絡
・
相
談
の
重
要
性
の

他
、言
葉
遣
い
や
名
刺
交
換
な

ど
、ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
基
本
的

な
マ
ナ
ー
を
実
践
的
に
学
ん
で
い

た
だ
き
ま
し
た
。

01
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー

研
修

ひ
だ
し
ん
青
年
部
会
勉
強
会

02

た
だ
き
ま
し
た
。

ୈ1��ճ
৽य़ߨԋ会

ޱ ݈ 先生
（Ξルϐχスト）

ୈ1��ճ
ঁ性ηϛφー

I,,0 先生
（ඒ༰Ո）

ୈ1�1ճ
ԋ会ߨ

上 জ 先生
（ジャーφリスト）

ひ
だ
し
ん
会

03

他
、言
葉
遣
い
や
名
刺
交
換
な

ど
、ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
基
本
的

な
マ
ナ
ー
を
実
践
的
に
学
ん
で
い

ୈ1��ճ
ঁ性ηϛφー

I,,0 
（ඒ༰Ո）

ୈ1�1ճ
ԋ会ߨ

上 জ 先生
（ジャーφリスト）

ୈ1��ճ
ঁ性ηϛφー

I,,0 先生
ඒ༰Ո）

ୈ1��ճ
৽य़ߨԋ会

ޱ ݈ 
（Ξルϐχスト）

ୈ1��ճ
৽य़ߨԋ会

ޱ ݈ 先生
Ξルϐχスト）

株式会社'BNZ 表取క：ࢣߨ

Ҫ関 จ ༷

ୈ5�ճ

ᑔ 一 先生ڵ
ڀݚ中国ݱ） ・ऀ
ਆా外国ޠେֶڭत）

名
の
新
社
会
人
の
皆
さ
ま
に
、

報
告
・
連
絡
・
相
談
の
重
要
性
の

他
、言
葉
遣
い
や
名
刺
交
換
な

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー

ひ
だ
し
ん
青
年
部
会

02

他
、言
葉
遣
い
や
名
刺
交
換
な

ど
、ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
基
本
的

な
マ
ナ
ー
を
実
践
的
に
学
ん
で
い

ひ
だ
し
ん
会

03
ひ
だ
し
ん
会

ୈ5�ճ

ᑔ 一 先生先生ڵ
ڀݚ中国ݱ） ڀݚ中国ݱ）ऀ・ ・ऀ
ਆా外国ޠେֶڭत）ਆా外国ޠେֶڭत）

金
融
教
室
を
開
催

02
飛
騨
・
高
山
ふ
る
さ
と
預
金

03例
年
、「
飛
騨
・
高
山
ふ
る
さ
と
預
金
」の
年
間
平
均

残
高
に
一
定
率
を
乗
じ
た
相
当
額
を
、地
域
振
興
・

環
境
保
全
等
へ
寄
付
し
て
い
ま
す
。

令
和
6
年
度
は
、高
山
市
・
飛
驒
市
の
子
育
て
支
援

を
目
的
に
、両
市
の「
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
」へ
寄

付
金
を
贈
呈
し
ま
し
た
。

令
和
6
年
度
は
、高
山
市
・
飛
驒
市
の
子
育
て
支
援

を
目
的
に
、両
市
の「
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
」へ
寄

付
金
を
贈
呈
し
ま
し
た
。

地
元
で
活
躍
す

る
女
子
ハ
ン
ド

ボ
ー
ル
チ
ー
ム

「
飛
騨
高
山
ブ

ラ
ッ
ク
ブ
ル
ズ

岐
阜
」を
ス
ポ

ン
サ
ー
と
し
て

支
援
し
て
い
ま

す
。 06

令
和
6
年
度
は
、高
山
市
・
飛
驒
市
の
子
育
て
支
援

を
目
的
に
、両
市
の「
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
」へ
寄

令
和
6
年
度
は
、高
山
市
・
飛
驒
市
の
子
育
て
支
援

を
目
的
に
、両
市
の「
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
」へ
寄

付
金
を
贈
呈
し
ま
し
た
。

第
14
回

ひ
だ
し
ん
カ
ッ
プ

04飛
騨
古
川
ふ
れ
あ
い
広
場
に
て
、飛
騨
地

域
の
小
学
生
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
24
チ
ー
ム

が
優
勝
を
目
指
し
て
熱
戦
を
繰
り
広
げ
ま

し
た
。

ୈ5�ճ

ֿ୩ ௨ູ 先生
（χϡーϏジωス
ίンαルλント
株式会社社）

勉
強
会

ひ
だ
し
ん
青
年
部
会
勉
強
会

ୈ5�ճୈ5�ճ

ֿ୩ ௨ູ ֿ୩ ௨ູ 先生先生
（χϡーϏジωス（χϡーϏジωス（χϡーϏジωス（χϡーϏジωス
ίンαルλントίンαルλント
株式会社社）株式会社社）

ひ
だ
し
ん
ト
ピ
ッ
ク
ス

01

ひだしんさるぼぼ
コイン

地域社会
貢献活動

信
用
組
合

イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

桜
井
日
奈
子

ひだしんのこの1年の活動を
ご紹介していきます

H I D A S H I N
T O P I C S

2025

企業支援

トピ ックス

10 9



Ҭ金融ػ関としてのをӽ͑た
事業ऀ支ԉ、ى業ऀ支ԉのׂをՌたす͜とで、

飛ଭҬのൃࡁܦలにد༩する͜と。

1 BizCon.HIDAのミッション（任務・使命）
社会に対してこうなりたいという目的 2 BizCon.HIDAのビジョン（志・方向性）

クラウドファンディング飛騨・高山の取り組みBizCon .H IDA（ビズコンヒダ）の取り組み

専Ո
ݣの

ґཔ

連携

高山商工会議所

高山市役所

商工会

神岡商工会議所

飛驒市役所

（૬ஊऀのհ・13のྗڠ）

専ՈにΑるコンサϧςΟング

૬ஊ

よろず支援拠点 等
外部専門家

相談者
中小企業・個人事業主

組織としてこうなりたいという状態

BJ[$PO�)I%"では事業ऀ支
ԉ の 一  として ༷ ʑ な ηϛ
φーษڧ会を開࠵していま
す。外部ػ関とも連ܞし、ܦӦ
手法ਓࡐχーζなͲ ཱつ
ςーϚの ηϛφーを ا ը・実
ࢪ する͜とで 、取引先 ا 業 の
՝ղܾを支ԉしています。

.BLVBLFをհ

૬ஊ・Ҋ݅ͪ࣋込Έ

クϥドフΝンデΟングの
サϙート、資金ૹ金・ࢪ࣮

サ
イ
ト
管
理

資金ૹ金業提ܞ

Ҋ݅հ

૬ஊ・Ҋ݅ͪ࣋込Έ

ใまでըからا
サϙート

資金ڌ出
（ԉࢧ）

資金ڌ出
（ԉࢧ）

リターン品
（商品・サービス）

リターン品
（商品・サービス）

飛驒信用組合

全国の高ࢁ市・飛驒市・
നଜのαポーλー

プϩジェクト内༰
リλーンにऒかれたํ

高ࢁ市・飛驒市・നଜの
出ऀ、ऀॅࡏ

支援者

クラウドファンディングプラットフォーム

アイデアや想いを持つ
高山市・飛驒市・白川村在住の人々

または当地域の出身者

プロジェクト起案者

飛驒信用組合 プロジェクト起案者

クラウドファンディングプラットフォーム

クラウドファンディング飛騨・高山スキーム図

⁞ ಈػʢܦҢʣ

  ֓ཁ

 Ռ

 ͷలޙࠓ 

Ҭの事業ऀにରする各種૬ஊରԠやコンサϧςーシϣンを行͏窓口、商会ٞॴや商会等のܦ済ஂମ
ͦ、ͼ行ٴ して各金༥ؔػͱෳଘࡏするঢ়گで͋り、またͦΕͧΕがରԠՄな૬ஊ༰にࠩҟが͋る͜
ͱから、事業ऀにͱってh ど͜に૬ஊすΕΑいか がɦかりͮらいঢ়گがଘࡏしていた。

●՝のղ決（資金ௐୡのୡ、売上の૿加）にΑるܦ営վળ。
●ิॿ金を࢝Ί各種行ࡦࢪのใ֫ಘ。
●૬ஊ窓口のҰຊԽにΑる利ศੑの向上ٴͼ՝ղ決までの時間ॖ。
●取ҾઌͱのؔߞਂがਤΕ、また取Ҿઌの事業にରするཧղがਂまった。

当֘取り組Έを通じ、コンサϧςΟングػをさらにڧԽし、ଞ金༥ؔػͱのࠩผԽをਤるͱͱもに、Ҭの事業
ऀͱのؔをΑりਂԽさͤる͜ͱにΑり、Ҭからh બΕる金༥ؔػ ͱɦなる͜ͱを指しております。

ʲ提供サービスʳ
●売上֦େサϙートɹ●ܦ営サϙートɹ●ى業・業サϙートɹ●事業ঝܧサϙートɹ●資金サϙートɹ
●ใൃ信ɹ●専Ոݣの࣮ࢪ

˔  ཧ ೦

˔  ֓ ཁ

˔  ス Ω ー Ϝ ਤ

˔ ܒ  ൃ ׆ ಈ

Ҭの会ܭ事ॴͱ࿈ܞし、֎෦ࢣߨを
টいてܦ営手法・ઓུをֶͿษڧ会を։
。しました࠵

෭業・݉ 業人ࡐの׆用にͭいてཧղをਂΊ
るたΊ、ذෞݝプϩフェッシϣφϧ人ࡐઓུ
。しましたࢪのηϛφーを࣮࠵ಉ։ڞͱڌ

⁞ ಈػʢܦҢʣ

  ֓ཁ

 ՌʢޮՌʣ

 ͷలޙࠓ
クϥドフΝンデΟングのࢢが֦େしてい͘தで、お客さまがݕ౼さΕるҬ資ݯを׆
かした新商品・新サービスをΑり࣮֬に全国ͱಧけてい͘たΊに、༥資等の金༥取Ҿͱ
も࿈動した૯合తなࢧԉを提供いたします。

ʲクϥドフΝンデΟングඈଭ・高ࢁのՌʳ
ྩ��݄末までに���プϩジェクトのフΝンデΟングをサϙート。
���ԉֹࢧܭྦྷ������ԁ、ࢧԉऀ�����人。

ʲ当組合のՌʳ
Ҭ法人・個人のプϩジェクトをࢧԉする͜ͱにΑってお客さまͱのؔੑがΑりݻڧͱ
なり、新ن༥資、さる΅΅コイン加盟店のొなどのଳ取Ҿ૿加にܨがっています。

株ࣜ会ࣾ$".1'*3&おΑͼ株ࣜ会ࣾマクアέͱ業提ܞし、ඈଭҬにಛԽしたߪ入ܕ
クϥドフΝンデΟングのサϙートମ੍を͑ています。

事業අ用等نඅ用、新࠵ϝχューでフォϩーができなかったイϕント։څଘの資金供ط
のडけࡼͱしてお客さまの༷ʑなχーζにおԠ͑する͜ͱをతͱしてಋ入しました。

地
域
密
着
型
金
融
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

Ҭの事業ऀのօさまにとͬて
。もۙでཔりになる૬ஊ૬手となる͜と࠷
事業ऀのօさまにとͬてのίンシェルジϡ

（トーλルιリϡーショχスト）となる͜と。

ソリューシϣン
提供

飛驒信用組合

H I D A S H I N  D I S C L O S U R E  2 0 2 5地
域
密
着
型
金
融
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
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݁ϑΝϯυ2߸ͷ֓ཁҎԼͷ௨ΓͰ͢ɻ

ྩ�年 ྩ�年

༩͢Δ໘͕͋ΔҰํͰɺελʔτΞοϓͷدʹԽௐୡͷԁۚࢿͱͯ͠ิ༺͚৴نӦͷܦӦऀอূɺܦ
ΔཁҼͱͳ͍ͬͯΔͳͲɺ༷͢ੜΛ્࠶ۀࣄͷظૣܧঝۀࣄͳల։Λ᪳ͤͨ͞Γɺԁۀࣄ͍ͬͨࢥۀ ʑ
ͳ՝ଘ͠ࡏ·͢ɻ
͜ͷΑ͏ͳ՝ͷղܾʹ͚ɺܦӦऀอূʹґଘ͠ͳ͍༥ߦ׳ࢿΛߋʹՃͤ͞ΔͨΊɺྩ ���݄ ʮʹܦӦऀอ
ূվֵϓϩάϥϜʯ͕ ఆɾެද͞Ε·ͨ͠ɻࡦ
߹Ͱ͜Ε·ͰʮܦӦऀอূʹؔ͢ΔΨΠυϥΠϯʯͷ׆༻Λଅਐ͠ɺ͓ ٬͞·͔Β͓आΓೖΕอূ࠴ཧ
ͷ૬ஊΛड͚ͨࡍʹਅʹରԠͯ͠·͍Γ·͕ͨ͠ɺʮܦӦऀอূվֵϓϩάϥϜʯͷझࢫ༰Λ౿·͑ɺܦӦऀอ
ূͷඞཁੑΛेʹݕ౼͠దʹରԠ͢Δମ੍ΛڧԽ͍ͯ͠·͢ɻ͓ ٬͞·ͱͷஸೡͳରʹΑΓɺ๏ਓͱܦӦऀͷ
Ӧऀอূͷղআͷܦ߹ɺͲͷΑ͏ͳվળΛਤΕ͍ͩͨ͘ڙӦऀอূΛఏܦͷѲʹΊɺگঢ়ࡒੑؔ
Մੑ͕ߴ·Δ͔ͳͲΛ۩ମతʹઆ໌͠ɺܦӦվળࢧԉΛ͍ͯͬߦ·͢ɻ

ᶃ๏ਓͱܦӦऀݸਓͷ࢈ࢿɾܦཧ͕໌֬ʹ͞Ε͍ͯΔ
ᶄ๏ਓͱܦӦऀͷؒͷۚࢿͷΓͱΓ͕ɺࣾ ձ௨೦্దͳൣғΛ͑ͳ͍
ᶅ๏ਓͷΈͷ࢈ࢿɾऩӹྗͰआೖฦ͕ࡁՄͱஅ͠ಘΔ
ᶆ๏ਓ͔Βద࣌దʹࡒใ͕ఏ͞ڙΕ͍ͯΔ
ᶇܦӦऀ͔Βेͳత୲อͷఏ͕͋ڙΔ
৹ࠪͷ݁ՌɺอূΛ͝ఏ͍ͩͨ͘ڙ߹ɺʮͲͷ෦͕ेͰͳ͍ͨΊʹอূܖ͕ඞཁͱͳΔͷ͔ʯʮͲͷΑ͏ͳվળΛਤ
ΕอূܖͷมߋɾղআͷՄੑ͕ߴ·Δ͔ʯʹ͍ͭͯઆ໌͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻ·ͨɺকདྷతͳอূܖͷݟ͠ʹ
Ӧվળͷ͓ख͍Λ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻܦ͚ͨ

৽نʹ無อূͰ༥݅ͨ͠ࢿ

৽ن༥ࢿʹΊるܦӦऀอূʹґଘ͠ͳい༥ࢿͷׂ合

อূܖΛղআͨ݅͠

ཧͷཱ݅࠴อূͮ͘جʹӦऀอূʹؔ͢るΨイυϥインܦ
ʢ߹ΛϝΠϯۚ༥ؔػͱ࣮ͯͨ͠͠ࢪͷʹݶΔʣ

365݅

36.10%

36݅

1݅

375݅

38.62%

54݅

0݅

گͷऔΓみঢ়「Ӧऀอূʹؔ͢るΨイυϥインܦ̝」

総額：5億円

飛騨・高山さるぼぼ結ファンド2号
投資事業有限責任組合

飛驒信用組合

投資による資金供給
経営指導等の実施

地域活性化に資する事業を行う
中堅・中小事業者（地域活性化投資）

ʹ「Ӧऀอূʹؔ͢るΨイυϥインܦ̝」 ؔ͢る当合ͷऔΓみํ

͓٬༷ͱอূܖΛక݁͢ΔࡍɺओʹҎԼͷʹ͍ͭͯ֬ೝΛ͍ߦɺͦ ͷ্Ͱอূֹۚۚརͷ্ͤɺ
ߦΛ౼ݕΛؚΊ૯߹తͳ༺׆ख๏ͷࢿɺ"#-ͳͲͷସత༥ܖɺղআ݅อূܖ݅อূࢭఀ
͍·͢ɻ

1

ສҰɺอূཤߦΛͤ͟ٻΔΛಘͳ͍ঢ়گͷ߹ʹɺҰʹอূֹۚͷશֹʹରͯ͠ ٻΛ͏ߦͷͰ
ͳ͘ɺอূཤ࣌ߦͷ͓٬͞·ͷ࢈ࢿঢ়گΛצҊͨ͠͏͑ͰཤߦͷൣғΛܾఆ͠·͢ɻ

2

͓٬͞·͔Βอূܖͷมߋɾղআͷ͓ਃग़͕͋ͬͨ߹ɺओʹ্̍هɽᶃʙᶇʹ͍ͭͯݕ౼͠ɺվΊͯ
อূͷඞཁੑదͳอূֹۚʹ͍ͭͯਅ伨͔ͭॊೈʹରԠ͠·͢ɻ

3

ӡӦऀۀ

ઃཱ

合һߏ

ϑΝンυ金額

໊শ

ฏ286݄10

ͻͩ͠ΜΠϊϕʔγϣϯ
ύʔτφʔζࣜגձࣾ

ϧωοαϯεΩϟϐλϧࣜגձࣾ

ඈḯ৴༻߹
શࠃ৴༻ڠಉ߹࿈߹ձ
ͻͩ͠ΜΠϊϕʔγϣϯ
ύʔτφʔζࣜגձࣾ
ϧωοαϯεΩϟϐλϧࣜגձࣾ

̑ԯԁ

ඈଭߴɾ ߸Δ΅΅݁ϑΝϯυ2͞ࢁ
ۀࣄࢿ༗ݶ߹ひだしん

イノベーション
パートナーズ㈱

無限責任組合員（共同GP）

ルネッサンス
キャピタル㈱

飛驒信用組合

ग़ࢿ
400ඦສԁ

ग़ࢿ
90ඦສԁ

飛驒信用組合

有限責任組合員（LP）

全国信用協同
組合連合会

ग़ࢿ
5ඦສԁ
ϑΝϯυ
ӡӦཧ

ग़ࢿ
5ඦສԁ
ϑΝϯυ
ӡӦཧ

αεςφϒϧϑΝϯυͷ֓ཁҎԼͷ௨ΓͰ͢ɻ

ӡӦऀۀ

ઃཱ

合һߏ

ϑΝンυ金額

໊শ

ྩ61݄22

ͻͩ͠ΜΠϊϕʔγϣϯ
ύʔτφʔζࣜגձࣾ

ϧωοαϯεΩϟϐλϧࣜגձࣾ

ඈḯ৴༻߹
શࠃ৴༻ڠಉ߹࿈߹ձ
ͻͩ͠ΜΠϊϕʔγϣϯ
ύʔτφʔζࣜגձࣾ
ϧωοαϯεΩϟϐλϧࣜגձࣾ

̑ԯԁ

ඈଭߴɾ αεςφϒϧϑΝϯυࢁ
ۀࣄࢿ༗ݶ߹

(ྩ73݄31ࡏݱʣ

(ྩ73݄31ࡏݱʣ

総額：5億円

飛騨・高山サステナブルファンド
投資事業有限責任組合

飛驒信用組合

投資による資金供給
経営指導等の実施

地域活性化に資する事業を行う
中堅・中小事業者（地域活性化投資）
後継者不在などの問題を抱える
中堅・中小事業者（事業承継投資）

ひだしん
イノベーション
パートナーズ㈱

無限責任組合員（共同GP）

ルネッサンス
キャピタル㈱

飛驒信用組合

ग़ࢿ
400ඦສԁ

ग़ࢿ
90ඦສԁ

飛驒信用組合

有限責任組合員（LP）

全国信用協同
組合連合会

ग़ࢿ
5ඦສԁ
ϑΝϯυ
ӡӦཧ

ग़ࢿ
5ඦສԁ
ϑΝϯυ
ӡӦཧ

߹ɺҬࡁܦͷੑ׆ԽΛతͱ͢Δʮඈଭߴɾ ߹ʢҎݶ༗ۀࣄࢿΔ΅΅݁ϑΝϯυ�߸͞ࢁ
Լɺʮ݁ϑΝϯυ�߸ʯʣʯ͓ ΑͼɺҬࡁܦͷੑ׆ԽͱۀࣄঝܧͷࢧԉΛతͱ͢Δʮඈଭߴɾ αεςφϒϧࢁ
ϑΝϯυۀࣄࢿ༗ݶ߹ʢҎԼɺʮαεςφϒϧϑΝϯυʯʣʯΛӡӦ͓ͯ͠Γ·͢ɻ
྆ϑΝϯυɺͻͩ͠ΜΠϊϕʔγϣϯύʔτφʔζࣜגձ͓ࣾΑͼɺϧωοαϯεΩϟϐλϧࣜגձࣾΛແ
ݙߩʹଓՄͳൃల࣋Խͱੑ׆ͷࡁܦΛ௨ͯ͡ҬࢿӡӦऀʣͱ͓ͯ͠Γɺۀ߹һʢϑΝϯυݶ
͍͖ͯ͠·͢ɻ

結ファンド2号スキーム図

サステナブルファンドスキーム図

「飛騨・高山さるぼぼ結ファンド2号」、「飛騨・高山サステナブルファンド」について「経営者保証に関するガイドライン」への対応 地
域
密
着
型
金
融
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
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Ҭີணܕ金融のਪਐは、Ҭにࠜざし、そしてҬと共にาΉ信用組合のある͖࢟であり、当組合は
、関としてのׂを実にՌたす͜とがػな金融支ԉをは͡めҬ金融情にあͬても、ԁࡁܦしいݫ
。ています͑ߟであるとݙߩେのҬ࠷
当組合では、ҎԼの�つの分をபとした取組ࡦࢪを掲͛、Ҭີணܕ金融のਪਐにめております。

ίϩφՒҎ߱も資ࡐ高ಅ等の影響を受͚たお取引先事業ऀの資金֬保と事業ܧଓを支ԉするため、伴
支ԉ੍ܕ度をは͡めとした৽ن融資実ߦにΑり、積ۃ的に資金څڙをߦいました。また資金܁り҆定
化のための݅มߋのਃし出に対してॊೈかつਝに対Ԡし、お取引先事業ऀの࣋ଓ的な事業運Ӧを
支ԉしました。
৽分のల開にΑる事業再構ஙを図るا業に対しては、ิ ॿ金のਃ支ԉおΑびܦӦ՝のղܾ支
ԉ等の金融հػをൃشした取り組みをߦいました。

ి子Ҭ௨՟「さる΅΅ίイン」は、;るさとೲ੫にお͚るد額の増ՃとՃໍళの֦େをண実にਪਐ
しました。また、物価高ಅに対Ԡして実ࢪした「飛驒市まるごとେ売出し（ྩ�年൛）」は、ポイントؐݩ
にΑͬて市ຽ生׆と事業׆ಈを支ԉし、ফඅをىש。さΒに、「飛驒市子ҭてੈଳԠԉポイント」のަ
は、子ҭてੈଳのࡁܦ的ෛ担をܰ減するとともにҬ内ফඅをଅਐしました。͜ れΒの取り組みを௨͡、
さる΅΅ίインはํ生とҬࡁܦの׆性化にݙߩし、ҬのデジλルプラοトフォーϜとして一定
ணしました。その他、クラウυフΝンディングの支ԉ֤種̨̧̘׆ಈも積ۃ的にࢀըするなͲ、ଟ֯的
なࢹかΒҬの׆性化に取り組んでおります。

金༥հػͷൃش
ʲ事業ऀの事業ܧଓ

おΑび
成のための資金܁り支ԉʳ

ۚ༥հػͷڧԽ

事業ऀにܕでدりఴい、ا業の事業ܧଓや・ൃ ల、Ձ向上のたΊに、దਖ਼な資金供څを行います。

事業ऀの資金܁りをきΊࡉか͘Ѳし、૿ େするطԟ債のฦ済にځしているا業の݅มߋの૬ஊに、
ਝかͭॊೈにରԠします。

ެతࢧԉࡦࢪ等のใをత֬に提供し、ࡦࢪ等の༗ޮ׆用にΑりސ客ا業のܦ営վળをࢧԉします。

【日常的な関係強化の姿勢】

【目利き能力の発揮】

【外部専門家・外部機関との連携】

事業ऀのੵۃతなϞχタリングを通じ、ૣ 、営՝のѲにΊるͱͱもにܦのظ
ͦのղ決にਅに取り組Έ、ܧଓతかͭྑな信པؔのߏஙをਤります。

、営ऀ保証にཔる͜ͱな͘ܦցతにػ・営ऀ保証にؔするΨイドϥイン」をଚॏし、Ұతܦ
事業ऀのঢ়گにԠじてͦのඞཁੑをेにݕ౼します。
事業ऀのڧΈをཧղし、新たな事業等に取り組Ήا業をࢧԉします。

֎෦専Ո・֎෦ؔػͱの࿈ܞをڧԽし、ܦ営՝のղ決に࠷దなソリューシϣンを提供します。

Ҭੑ׆ࡁܦԽʹ
ͭͳ͕ΔऔΓΈ

ಈͷ׆$43
Ҭੑ׆Խۀࣄͷࢀը

電子Ҭ通՟「さる΅΅コイン」のػڧԽͱ׆用ํ法のपにΑりҬ՝をղ決するͱͱもに、
Ҭの%9ਪਐをサϙートし、Ҭの࣋ଓՄなະདྷをしていきます。

;るさͱೲ੫੍を׆用した;るさͱೲ੫ϙイントをྲྀ通さͤる͜ͱにΑり、ޫ؍客入込の૿加、
Ҭ֎ॅຽのҬফඅの૿加、ࣗ 。ԉを行いますࢧମの੫ऩ૿加にͭながるҬ事業ऀ࣏

クϥドフΝンデΟングやビジネスマッνングにΑり、
販࿏֦େや新にνャレンジするお客さまをࢧԉします。

元ا業やஂମͱ࿈ܞし、事業ऀࢧԉにͭながるҬイϕントやاըを࣮行します。

.�"をؚΊたੵۃతな事業ঝࢧܧԉを通じ、Ҭܦ済のҡ࣋・ൃ లにΊます。

行や各種ܦ済ஂମͱ࿈ܞし、Ҭޫ؍事業ਪਐにྗڠする΄か、キャッシュレス決済のීٴなど、
高加Ձなޫ؍ͮ り͘ਪਐの各種ࡦࢪをਐΊます。

スϙーπ振ڵやจԽ振ڵੵۃతにࢀըし、Ҭੑ׆Խにݙߩします。

Ҭີணۚܕ༥ʹؔ͢Δ
औใͷൃ৴

ϗーϜϖージやデΟスクϩージャーࢽを通じ、Ҭີணܕ金༥の取組࣮をੵۃతに։ࣔします。

「金༥հػのϕンνマーク」にؔする࣮をެදします。

Ҭੑ׆Խʹͭͳ͕Δ
ใൃ৴

΅΅や電子ϝーϧ「4ZOFSHZ�」、'BDFCPPL、*OTUBHSBN、:PV5VCF「ͻͩしんさる「Ε͋い通信;」ࢽใ
νャンネϧ」などの4/4を通じ当組合の取り組Έを信します。

ҬϝデΟアやアプリの通を通じ、Ҭイϕントのใ、おಘな金༥ใや新商品のใに加͑、
தখا業ࢧԉࡦ等のใをੵۃతにҊします。

インλーンシοプを׆用した取り組みに積ۃ的にࢀՃするとともに、Ҭ内のब職ऀ増Ճに͚てا業間での連ܞ
をߦいました。
また、ذෞݝプϩフェοショφルਓࡐઓ略αςライトڌとしてのػを׆かし、ਓࡐχーζのൃ۷にめҬا業の
中֩ਓࡐの࠾用׆ಈを支ԉしました。

ࢢ෦ͷਓࡐͷ༗ޮ׆༻
Ҭا業の人ࡐ不ղফのたΊ、Ҭ֎にਐֶしたֶੜやब業ݧܦの͋る元出ऀ等の人ࡐの࠾用をࢧԉします。

ࢢ෦のେ手ا業などで෭業・݉ 業がղېさΕている͜ͱを౿ま͑、
専スキϧを༗しଈઓྗͱなるϛドϧࣾһのҬا業のब業をଅਐします。

事業者に対する
コンサルティング機能の発揮

お取Ҿઌ事業ऀͱのܧଓతなؔをਂΊ、ܦ営
ඪや՝のղ決に向けたコンサϧςΟング
にΊますشのൃػ

1 地方創生や地域経済活性化に向けた
取り組みへの参画

Ҭࣾ会のҰһͱして、
Ҭܦ済ੑ׆ԽにݙߩするたΊの

取り組Έを行います

2

都市圏から地方への
人材還流における人材ニーズや課題

एऀの*6ターン等をࢧԉし、Ҭのকདྷを୲͏
人ࡐの૿加やҭをࢧԉします

4地域や利用者に対する
積極的な情報発信

Ҭやお客さまのཧղをਂΊ、信པؔをڧԽ
するたΊ、当組合のҬີணܕ金༥の取り組Έ
等にؔするใをੵۃతにൃ信します

3

˔Ҭີணۚܕ༥Πϝʔδ

「金融հػのϕンνϚーク」にかかる実績の開示をディスクϩージャーࢽ̝̥
を௨͡てߦいました。その他、Ҭີணܕ金融に関する׆ಈ֤種̨̧̘に関する׆
ಈを「;れあい௨信」等を௨͡Ҭに情報ൃ信しました。

ྩ�年

1,687݅

ྩ�年

1,716݅

ྩ�年

1,646݅

˔ ๏ਓ ٴͼ ݸਓۀࣄओͷ༥ࢿおऔҾઌਪҠ

人材還流における人材ニーズや課題

Ҭີணܕ
ۚ༥�ຊͷப

๏ਓ ٴͼ ݸਓۀࣄओͷ༥ࢿおऔҾઌਪҠ

1شͷൃػର͢ΔίϯαϧςΟϯάʹऀۀࣄ

Ҭར༻ऀʹର͢Δੵۃతͳใൃ৴3

͔ݍࢢΒํͷਓྲྀؐࡐʹ͓͚Δਓࡐχʔζ՝4

1شͷൃػର͢ΔίϯαϧςΟϯάʹऀۀࣄ

ํੜҬੑ׆ࡁܦԽʹ͚ͨऔΓΈͷࢀը2

Ҭར༻ऀʹର͢Δੵۃతͳใൃ৴3

͔ݍࢢΒํͷਓྲྀؐࡐʹ͓͚Δਓࡐχʔζ՝4

ํੜҬੑ׆ࡁܦԽʹ͚ͨऔΓΈͷࢀը2

ྩ�ɹҬີணۚܕ༥׆ಈ࣮ͷ֓ཁ2

6 （݅ืू金額 5ඦສԁ）

（ྩ��݄��日ࡏݱ）

34,026໊

͞Δ΅΅ίΠϯ
Ϣʔβʔ

2,063ళฮ

͞Δ΅΅ίΠϯ
Ճໍళ

129ԯԁ

͞Δ΅΅ίΠϯ
ֹۚࡁܾܭྦྷ

ྩ�
ΫϥυϑΝϯσΟϯάαϙʔτ

12部

ྩ�
;Ε͍͋௨৴ൃߦ
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地域密着型金融について

Ҭີணۚܕ༥ͷਪਐ1

ྩ�ɹҬີணۚܕ༥ͷऔΓΈํ3
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ੜ期࠶

ライフスςージにԠ͡た取引先ا業の支ԉをͬߦています。Ҭの中খا業は、Ҭ社会・Ҭࡁܦを支͑るபとし
てॏ要なׂを担ͬています。当組合は、ライフスςージにԠ͡たܦӦ支ԉに積ۃ的に取り組み、Ҭൃలにݙߩし
てまいります。

当組合ではίンαルςィングػのൃش、ํ生Ҭ׆ࡁܦ性化に͚た取り組みのࢀը、Ҭ利用ऀに対
する積ۃ的な情報ൃ信を௨͡、事業ऀのܦӦ支ԉҬの׆性化にݙߩしてい͘͜とが社会的と͑ߟております。

「金融հػのϕンνϚーク」を׆用し؍٬的自己評価をߦう͜とにΑり、ίンαルςィングػのߋなる上に
めるとともに、事業ऀのχーζ՝をѲし、外部ઐػ関との連ܞにΑる実効性の高いܦӦ支ԉに取り組んでま
いります。

બϕンνϚーΫ ಠࣗϕンνϚーΫڞ通ϕンνϚーΫ

全金༥ؔػが金༥հػ
の取り組Έのਐঢ়گや՝
等をධՁするたΊの指ඪ

各金༥ؔػがࣗの事業ઓ
ུやビジネスϞデϧ等を౿
ま͑てબできる指ඪ

金༥հの取り組Έをࣗݾ
ධՁする͏͑で、Αり૬Ԡ
しい指ඪが͋る合に、金
༥ؔػがಠࣗでઃ定でき
る指ඪ

ライフスςージ別の
༩信先数

ライフスςージ別の
༩信残高

1,644先 75先 623先 11先 5先 116先

591ԯԁ 19ԯԁ 187ԯԁ 2ԯԁ 2ԯԁ 62ԯԁ

「 お ٬ さ· ͷ ͨ Ί ʹ ͳる͔ Ͳ͏͔ ͕  அ ج ४ 」

˘�ྩ�ͱൺֱし、ઌが૿加するҰํで࠶ੜઌも૿加しており、事業ऀの業ճ෮合いが二ۃԽしている݁Ռͱなっています。

金融ػ関の金融հػ（融資業務・ίンαルςィング業務なͲ）に関して、金融ػ関の自己ݕ・評
価、お٬さまの自主的開示、監ಜ当ہとの対の実ࢪを目的とした、金融ػ関が࠾る͖指標です。

ひだしん

お٬さ·とͷいお͖合い

ࢧ
ԉ
ͷ
ํ
๏

地域の
活性化

お客さまの
発展

શ༩৴ઌ
ۀ期 期 ҆定期 期

定Մઌ

ͷスςーδۀࣄ

˔事業ੑのѲにΑるదな༥資

˔事業ऀࢧԉのૣظண手

˔Ҭの金༥ؔػͱのڠௐࢧԉ

˔֎෦ࢧԉؔػͱの࿈ڧܞԽ（ຊ業・࠶ੜ・ഇ業ࢧԉ）

˔各種ࢧԉπーϧの׆用（事業ঝ9%・ܧ・লΤネ）

用׆ۃ営ऀ保証Ψイドϥインのੵܦ˔

˔ۚ༥հػͷڞ௨ϕϯνϚʔΫ

当組合は、Ҭのࡁܦと社会の成と共にൃలするҬにࠜࠩした金融ػ関である͜とが信用組合の存
業、個ਓ事業主なΒびにҬॅຽに対する金融支ԉを௨͡て、Ҭاҙٛとの認識のもと、Ҭの中খࡏ
。ています͑ߟ性化を担うׂをՌたす͖と׆の҆定とࡁܦ
飛ଭҬを取りڥࡁܦ͘רは、ޫ؍業を中৺に׆況をఄしている一ํで、ਓޱ減少、ऀܧޙなͲを
要ҼとしたϚーέοトのॖখにՃ͑、ࡐݪྉ価格エωルΪーίストの高ಅ、デジλル化ૉの対
ԠなͲ、༷ ʑな՝が生͡ており、ඇৗにݫしいܦӦڥとなͬています。
そのΑうな中で、Ҭのൃలにݙߩしてい͘ため、ߦ、支ԉػ関、֤ 種ஂ体との協ྗ体੍の構ஙを図ると
共に、当組合のಠ自性をߋにൃش、ਐ化させ、「その取り組みはҬ・お٬さまのためになるかͲうか」を࠷
େのج本ํとし、༷ ʑな事業ऀ支ԉ手法を用いて、Ҭのൃలにݙߩしてい͘͜ととしております。

さ
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結ファンド

保証付融資

プロパー融資

事業承継

基本方針地域密着型金融と金融仲介機能のベンチマークの活用について

金融仲介機能のベンチマークとは

お取引事業者に対する経営支援・コンサルティング機能の発揮 ४日ɿྩج） ��݄��日）
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Ҭࡁܦの࣋ଓ的ൃలに͚た取り組みとして、業期のا業のԁな資金څڙにՃ͑、事業計ըࡦ定
支ԉ、クラウυフΝンディングの׆用に取り組んでいます。

取引先ا業の事業内༰をे分に理ղし、担保・保証にඞ要Ҏ上にґ存する͜とな͘、取引先ا業の事業性評
価をॏࢹした融資、BJ[$PO�)I%"を׆用したίンαルςィングػをൃشしたا業のܦӦվળ、生産性
。化等の支ԉに取り組んでいますڧ上、成ྗ

取引先ا業とܦӦ上の、՝を共有し、ライフスςージにԠ͡たιリϡーションのఏҊを実ࢪしています。また、「ذ
ෞݝ中খا業׆性化協ٞ会」「ذෞݝΑΖず支ԉڌ」、「੫理࢜事務ॴ」と連ܞして、お取引先のܦӦվળ支ԉ、再生支ԉ
に積ۃ的に取り組んでいます。

当合͕ؔ༩ͨ݅͠ۀɾ
ೋ࣍݅ۀ

42݅

ΫϥυϑΝンσΟンάͷ
ϓϩδΣΫτ݅

6プϩジェクト

当合͕ੑۀࣄධՁʹͮ͘ج༥ࢿΛͯͬߦいる
༩৴ઌٴͼ༥ࢿ額

488ԯԁ811先

ͼ当֘༩৴ઌͷٴͷશ༩৴ઌܭهࠨ
༥ߴࢿʹΊるׂ合

82.6%49.3%

561ԯԁ 255ԯԁ1,255先 713先

ิॿ金૬ஊɾ
ԉ૬ஊઌࢧ

27先

֎෦ઐՈΛ׆༻ͯ͠ຊࢧۀԉΛͨͬߦઌ

78先

24.6%

ݩͷதখۀا༩৴ઌͷ͏ͪɺ
無୲อ༩৴ઌٴͼ
無୲อ༥ࢿ額ͷׂ合

25.2%866先 38.6%375݅

ݩͷதখۀا༩৴ઌͷ͏ͪɺ
ࠜ当ݖΛઃ定ͯ͠いͳい
༩৴ઌׂ合

ྩ�年৽ن༥݅ࢿͷ内ɺ
Ӧऀอূʹؔ͢るܦ
Ψイυϥイン׆༻݅ٴͼׂ合

60.9%

当合͕ି݅ͷมߋΛͯͬߦいるதখۀاͷ
گըͷਐঢ়ܭӦվળܦ 96先

#J[$PO�)*%"૬ஊ݅

186݅

݅มߋ総

2先

ௐઌ

28先

ॱௐઌ

66先

ෆௐઌ

なҬで͋り、ൃ׆ԼでもඈଭҬ業がݝෞذ�˘
業Ҋ݅૿加向に͋ります。当組合業にؔΘる
。తに行ってまいりますۃԉをҾଓきੵࢧ

˘�業にる新たなソリューシϣンͱして、$".1'*3&やඈଭ・高ࢁさる΅΅
݁フΝンドなどを通じたクϥドフΝンデΟング、フΝンド事業をల։し、ิ
ॿ金૬ஊ、ิ ॿ事業ܭըࡦ定ࢧԉなどもੵۃతにਪਐしています。

˘�ϝイン取Ҿઌの、ܦ営指ඪ等がվળした取Ҿઌ���ͱなり、ͦ のׂ合૿加向に͋ります。

˘ ୲保・保証ґଘの༥資ମ੍からのసをతに、「ܦ営ऀ保証Ψイドϥイン」の׆用をؚΊ、୲保・保証にաにґଘしない事業ੑධՁ༥資をదにਪਐし
てまいります。

༷ʑな֎෦ࢧԉؔػͱの࿈ڧܞԽをਤるͱͱもに、当組合のコンサϧςΟングνーϜ「#J[$PO�)*%"」にてੵۃతなຊ業ࢧԉを行っています。˘

ӡసࢿ金ʹΊる期ࢿ金ͷׂ合

お客さまの໘ஊを通じ、事業サイクϧ、資金॥をదにଊ͑、ސ客
χーζに合கした資金提供を行͏たΊ、ӡస資金にରするظ資金༥
資をੵۃతにਪਐしています。

˘

தখ事業ऀからの݅มߋのਃ出にରして、ॊೈなରԠを࣮ࢪしています。

Ҭ通՟ʢさるぼぼコインʣՃໍళ

2,063ళฮ

Ҭ通՟のಋ入を通じ、Ҭͱしての՝ղ決に取り組んでいます。˘

˘

当合͕ϝインόンΫ
ʢ༥ߴࢿ�ҐʣͰ͋る
औҾઌɾ༥ߴࢿ

ͷ͏ͪɺهࠨ
ඪ͕ࢦӦܦ
վળͨ͠औҾઌ

ͷ͏ͪɺهࠨ
ඪ͕վળͨ͠ࢦӦܦ
औҾઌͷ༥ߴࢿ

˔ۚ༥հػͷಠࣗϕϯνϚʔΫ˔ۚ༥հػͷڞ௨ϕϯνϚʔΫ

˔ۚ༥հػͷڞ௨ϕϯνϚʔΫ

˔ۚ༥հػͷڞ௨ϕϯνϚʔΫ

˔ۚ༥հػͷબϕϯνϚʔΫ

˔ۚ༥հػͷબϕϯνϚʔΫ ˔ۚ༥հػͷಠࣗϕϯνϚʔΫ

ձ3&7*$ར༻ઌٞڠԽੑ׆ۀاதখݝෞذ

5先

੫ཧࣄ࢜ॴとͷ࿈ܞʹΑる
「ૣ期ܦӦվળܭըࡦ定ࢧԉ」ࢧԉઌ

5先

ඈଭҬ人口ݮগͱซͤ、தখ事業ऀのݮগも՝ͱなっています。ͦ の՝ղ決に向けて、֎෦ؔػͱの࿈ܞを׆用し、ੵ ੜ࠶ԉやࢧ営վળܦతなۃ
。していますࢪԉを࣮ࢧ

˘

˔ۚ༥հػͷબϕϯνϚʔΫ ˔ۚ༥հػͷಠࣗϕϯνϚʔΫ

˔ۚ༥հػͷબϕϯνϚʔΫ ˔ۚ༥հػͷಠࣗϕϯνϚʔΫ

˔ۚ༥հػͷڞ௨ϕϯνϚʔΫ
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創業期

成長期・安定期 ४日ɿྩج） ��݄��日）

低迷期・再生期 ४日ɿྩج） ��݄��日）

४日ɿྩج） ��݄��日）
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お客さま保護のための基本方針1
当組合、法ྩ、ॾنଇ、ॾنఔ（ҎԼ「法ྩ等」ͱいいま
す。）を९守して࣮かͭެਖ਼に事業を行し、当組合
の商品・サービス（ҎԼ「商品等」ͱいいます。）を利用し
ຢ利用しΑ͏ͱさΕる （ํҎԼ「お客さま」ͱいいま
す。）のਖ਼当な利ӹの֬保ٴͼͦの利ศੑの向上をਤ
り、Ҏてお客さまからの信པを֬保するたΊにܧଓత
に取り組Έます。

お客さまからの
ご相談・苦情等の対処について

3

当組合、お客さまからのご૬ஊ、ۤ 等にͭいて、ਝ
か࣮ͭにରԠし、お客さまのਖ਼当な利ӹをެਖ਼に
֬保して、Ҏて当組合の事業にͭいてお客さまのごཧղ
がಘらΕるΑ͏にΊます。

お客さまへの説明について2
当組合、法ྩ等を९守して、お客さまのઆ໌をཁす
るすての商品等にͭいて、お客さまの取Ҿత、ごཧ
ղ、ごݧܦ、ご資࢈のঢ়گ等にԠじたదかͭेな
商品આ໌ͱใ提供を行います。

お客さまの情報管理について4
（�）当組合、お客さまのใにͭいて、͜ Εをద法か

ͭదな手段で取ಘし、ਖ਼当なཧ༝な͘、当組合が
お客さまにおࣔしした利用తのൣғを͑た取
扱いや֎෦の提供を行いまͤん。

（�）当組合、お客さまのใのਖ਼֬ੑのҡ࣋にΊる
ͱͱもに、お客さまのใの不ਖ਼なアクηスや
ใのྲྀ出等のࢭのたΊ、దかͭेな安全保
。じますߨાஔをޢ

当組合の業務を外部委託する場合における
お客さま情報の取扱いや
お客さまへの対応について

5

当組合がͦの業をୈऀࡾに֎෦ҕ託する合におい
ても、お客さまのใٴͼお客さまのରԠがదに
行ΘΕるΑ͏に֎෦ҕ託ઌを管ཧします。

コンプライアンス
委員会

ใࠂ ใࠂ

ใࠂ ใࠂ

ใࠂ

ใࠂ
ใࠂ通ใ

当
組
合
で
は
、金
融
機
関
と
し
て
の
社
会
的
使
命
の

ほ
か
、コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
の
確
立
を
経
営
の
根

幹
を
な
す
重
要
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
、中
小
企
業
等

協
同
組
合
法
や
金
融
商
品
取
引
法
を
は
じ
め
と
す
る
関

連
法
令
の
遵
守
は
も
と
よ
り
、反
社
会
的
勢
力
の
排
除

や
、マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
、テ
ロ
資
金
供
与
及
び

拡
散
金
融
対
策（
以
下「
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
」）等
に
も
積

極
的
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

特
に
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
に
つ
い
て
は
、経
営
戦
略
等

に
お
け
る
重
要
課
題
の
1
つ
と
し
て
位
置
づ
け
、「
マ
ネ

ロ
ン
等
対
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」に
定
め
る「
3

つ
の
防
衛
線
」の
強
化
等
を
図
る
べ
く
、役
職
員
に
対
す

る
定
期
的
な
研
修
の
実
施
や
資
格
取
得
等
を
奨
励
し
て

お
り
ま
す
。

ま
た
、各
部
店
か
ら
専
門
性
等
を
有
す
る
職
員
を
人

選
の
上「
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」を

結
成
し
、そ
の
統
括
責
任
者
に
担
当
理
事
を
配
置
す
る

な
ど
、経
営
陣
の
主
導
的
な
関
与
の
下
、組
織
横
断
的
な

枠
組
み
の
構
築
や
戦
略
的
な
人
材
確
保
・
教
育
・
資
源
配

分
等
を
図
り
、当
該
対
応
の
高
度
化
や
、そ
の
有
効
性
・

実
効
性
の
確
保
等
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

当
組
合
の
社
会
的
使
命
・
公
共
性
を
自
覚
し
、

業
務
に
努
め
ま
す
。

各
種
法
令
・
規
則
等
を
遵
守
し
ま
す
。

社
会
・
顧
客
の
信
頼
を
得
る
こ
と
に
努
め
ま
す
。

経
営
の
透
明
性
を
確
保
し
ま
す
。

反
社
会
的
勢
力
と
は
断
固
と
し
た
姿
勢
で

対
応
し
ま
す
。
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監　事　会

警察等関係機関

顧問弁護士

監督当局

理　事　会

常勤理事会

監　査　部

外部の通報窓口

上司またはコンプ
ライアンス担当者

役職員

ࢹ営ܦ

（
令
和
�
年
�
月
現
在
）

リスク統括部

事ηンター

地　域 サービスコーナー

高山市内

飛驒市内
・ඈḯࢢॴ
★バϩーਆԬ店

・ϋッϐータンɹ
・コϝリਆԬ店

˔ళฮ֎"5.

ŋຊொサςϥイト
ŋ高ࢢࢁॴ
ŋϧビットタン高ࢁ
ŋグϩϒφータン
ŋスーパーさͱ͏ ੜ店ۅ
ŋۅੜ
ŋフレスϙඈଭ高ࢁɹ
ŋদݪ	フΝϛリーマートদݪ

ŋϥクーϧඈଭ高ࢁ
ŋフΝϛリーマート໊ߐ子店
ŋスーパーさͱ͏ ੴӜ店

ŋ୮ੜ
ŋスーパーさͱ͏ 店ࣉࡾ
ŋॣՏアスϞ店
˒高ࢁظେֶ
˒ϐュア高ࢁ店
˒国リバーサイド

高ࢢࢁՖԬொ�ஸ��൪�

ඈḯݹࢢொ金ொ��൪��߸

ඈḯࢢਆԬொધ���൪�

高ࣣࢢࢁ日ொ�ஸ���൪�

高ࢢࢁԼொ�ஸ��൪�

高ࢢࢁতொ�ஸ���൪�

高ࢢࢁԼԬຊொ����൪

高ࢢࢁ೭Ұ৭ொ�ஸ��൪�

高ࢢࢁ国ொொ����൪��

高ࢢࢁদ೭ொ���൪�
（ॣՏΤϒリ౦ࢁ店）

高ࢢࢁਧொ��൪

ඈḯݹࢢொӫ�ஸ�൪�߸

高ࢢࢁੴӜொ�ஸ���൪

高ࢢࢁԼྛொ���൪�

高ࡾࢢࢁࣉொ���൪�

高ࢢࢁ୮ੜொํ����൪
（高ࢢࢁॴ୮ੜࢧॴ�֊）

高ࢢࢁੴӜொ�ஸ���൪

高ࢢࢁՖԬொ�ஸ��൪�

店　名 住　所 電話番号

0577-32-1080

0577-73 -2621

0578-82-1080

0577-32-1091

0577-33-0855

0577-32-1935

0577-34-3553

0577-34-6205

0577-72-2236

0577-33-0648

0577-35 -1135

0577-73-6877

0577-36-2002

0577-35-5355

0577-37-1331

0577-78 -2701

0577-34-6135

0577-32-4411

本店営業部

古川支店

神岡支店

七日町支店

山王支店

けやき通り支店

中山支店

松泰寺支店

国府支店

東山支店

城山支店

西古川支店

石浦支店

西高校前支店

三福寺支店

丹生川出張所

事務センター

本部

˒ηϒンۜ行ڞಉ"5.ͱなっております。

˔
コ
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プ
ラ
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に
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行
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任

店
舗
の
ご
案
内    
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ຢ利用しΑ͏ͱさΕる （ํҎԼ「お客さま」ͱいいま
す。）のਖ਼当な利ӹの֬保ٴͼͦの利ศੑの向上をਤ
り、Ҏてお客さまからの信པを֬保するたΊにܧଓత
に取り組Έます。

お客さまからの
ご相談・苦情等の対処について

3

当組合、お客さまからのご૬ஊ、ۤ 等にͭいて、ਝ
か࣮ͭにରԠし、お客さまのਖ਼当な利ӹをެਖ਼に
֬保して、Ҏて当組合の事業にͭいてお客さまのごཧղ
がಘらΕるΑ͏にΊます。

お客さまへの説明について2
当組合、法ྩ等を९守して、お客さまのઆ໌をཁす
るすての商品等にͭいて、お客さまの取Ҿత、ごཧ
ղ、ごݧܦ、ご資࢈のঢ়گ等にԠじたదかͭेな
商品આ໌ͱใ提供を行います。

お客さまの情報管理について4
（�）当組合、お客さまのใにͭいて、͜ Εをద法か

ͭదな手段で取ಘし、ਖ਼当なཧ༝な͘、当組合が
お客さまにおࣔしした利用తのൣғを͑た取
扱いや֎෦の提供を行いまͤん。

（�）当組合、お客さまのใのਖ਼֬ੑのҡ࣋にΊる
ͱͱもに、お客さまのใの不ਖ਼なアクηスや
ใのྲྀ出等のࢭのたΊ、దかͭेな安全保
。じますߨાஔをޢ

当組合の業務を外部委託する場合における
お客さま情報の取扱いや
お客さまへの対応について

5

当組合がͦの業をୈऀࡾに֎෦ҕ託する合におい
ても、お客さまのใٴͼお客さまのରԠがదに
行ΘΕるΑ͏に֎෦ҕ託ઌを管ཧします。
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高ࢢࢁੴӜொ�ஸ���൪

高ࢢࢁԼྛொ���൪�

高ࡾࢢࢁࣉொ���൪�

高ࢢࢁ୮ੜொํ����൪
（高ࢢࢁॴ୮ੜࢧॴ�֊）

高ࢢࢁੴӜொ�ஸ���൪

高ࢢࢁՖԬொ�ஸ��൪�

店　名 住　所 電話番号

0577-32-1080

0577-73 -2621

0578-82-1080

0577-32-1091

0577-33-0855

0577-32-1935

0577-34-3553

0577-34-6205

0577-72-2236

0577-33-0648

0577-35 -1135

0577-73-6877

0577-36-2002

0577-35-5355

0577-37-1331

0577-78 -27010577-78 -27010577-78 -2701

0577-34-6135

0577-32-4411

本店営業部

古川支店

神岡支店

七日町支店

山王支店

けやき通り支店

中山支店

松泰寺支店

国府支店

東山支店

城山支店

西古川支店

石浦支店

西高校前支店

三福寺支店

丹生川出張所丹生川出張所丹生川出張所

事務センター

本部

˒ηϒンۜ行ڞಉ"5.ͱなっております。

˔
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
対
す
る

役
職
員
の
行
動
規
範
と
責
任

（
令
和
�

店
舗
の
ご
案
内    
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舗
の
ご
案
内
／
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
に
つ
い
て

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
に
つ
い
て
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৴༻ϦεΫͱɺ৴༻ڙ༩ઌʢିग़ઌɺอ
༗ ༗Ձ ূ ݊ ͷ ൃ ߦ ମ ͳͲʣͷࡒ  ঢ় گ
ͷѱԽʹΑΓɺ࢈ࢿʢΦϑɾόϥϯεࢿ
࢈ Λ ؚ Ή ɻʣͷ Ձ  ͕ ݮ গ ͳ ͍͠ফ ࣦ
͠ɺۚ ༥͕ؔػଛࣦΛඃΔϦεΫΛ͍͍
·͢ɻ
߹Ͱɺ৴༻ϦεΫ ཧʹ͋ͨΓɺ
৴༻ ֨ ɾࣗݾ ࠪ ఆɾ༩ ৴ ϙʔτϑΥϦ
Φͷঢ়گΛ౿·͑ͯɺ༩৴औҾʹΔ৴
༻ϦεΫΛѲ͠ɺա ͳ৴༻ϦεΫͷ
ൃੜूதͷࢭʹΊ͍ͯ·͢ɻ
·ͨ ɺա  ͳ ৴ ༻ϦεΫΛ ഉ আ ͢Δͨ
Ίɺʮ৴༻ϦεΫ ཧ ํ ʯʮ৴༻ϦεΫ
ཧنఔʯʹ ఆΊΒΕͨ৹ࠪํʹै͏
ͱͱʹɺ৴༻ϦεΫͷࢄΛਤΔͨΊ
ಛ ఆͷۀ छɾಛ ఆͷ ݸ ผ औҾઌͷ ա
ͳ༩৴ूதͷճආʹΊ͍ͯ·͢ɻ

ΦϖϨʔγϣφϧɾϦεΫͱɺۚ ༥ؔػͷۀͷաఔɺ৬һͷ׆ಈ͘͠γεςϜ͕ෆదͰ͋Δ͜ͱɺ·ͨ֎ੜతͳࣄʹΑΓ
ۚ༥͕ؔػଛࣦΛඃΔϦεΫͰ͢ɻ

金
融
市
場
を
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
く
変
化
す
る
中
、金
融
業
務

に
お
け
る
リ
ス
ク
は
多
様
化
・
複
雑
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、こ
う
し

た
様
々
な
リ
ス
ク
を
的
確
に
認
識
し
、管
理
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
り

ま
す
。

当
組
合
で
は
、業
務
遂
行
に
お
い
て
発
生
す
る
様
々
な
リ
ス
ク
を
把

握
し
、適
切
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
、経
営
陣
主
導
の
下
、リ
ス
ク

統
括
部
を
中
心
に
リ
ス
ク
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
の
リ
ス
ク
量
計
測
と
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
等
を
行
い
、統
合
的
な
リ
ス
ク
管
理
に
取
り
組
ん
で
お
り

ま
す
。

具
体
的
に
は
、経
営
体
力
に
照
ら
し
て
許
容
で
き
る
リ
ス
ク
量
を
算

出
の
上
、リ
ス
ク
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
に
自
己
資
本
を
配
賦
し
、そ
の
範

囲
内
で
リ
ス
ク
テ
イ
ク
す
る
よ
う
、適
切
な
リ
ス
ク
管
理
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。

ま
た
、ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
を
併
用
し
、不
測
の
事
態
に
備
え
た
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
な
ど
、様
々
な
観
点
か
ら
リ
ス
ク
を
把
握
・

管
理
し
、そ
の
高
度
化
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

な
お
、そ
の
他
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、そ
の
顕
在
化（
発
生
）を
最
小

限
に
と
ど
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
適
切
な
管
理
に
努
め
る
と
と
も

に
、万
一
の
場
合
に
備
え「
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
シ
ー
プ
ラ
ン（
危
機
管

理
計
画
）」を
策
定
し
て
お
り
ま
す
。

ͳͲͷࢿϦεΫͱɺ༬ۚɺҝସɺ༥ࣄ
Λଵࣄʹ͓͍ͯɺ৬һ͕ਖ਼֬ͳࣄ
Δɺ͋ Δ͍ނࣄɾෆਖ਼Λ͜͢͜ىͱʹ
ΑΓۚ༥͕ؔػଛࣦΛඃΔϦεΫΛ͍͍
·͢ɻ
߹ɺࣄنఔͷඋྟళࠪɺ
ళࠪݕͳͲʹΑΓɺࣄϦεΫൃੜͷ
ະવࢭͷાஔΛͭͭ͡ߨɺଛࣦͷ࠷খ
ԽΛਤ͓ͬͯΓ·͢ɻ·ͨɺࣄϛεࢭ
ͷͨΊͷػցԽຊ෦ूதԽͳͲΛੵ
తʹਐΊ͍ͯ·͢ɻۃ

γεςϜϦεΫͱɺίϯϐϡʔλʔγ
εςϜͷো·ͨ࡞ޡಈɺγες
Ϝͷෆඋʹ͍ۚ༥͕ؔػଛࣦΛ
ඃΔϦεΫɺ͞ Βʹίϯϐϡʔλʔ͕ෆ
ਖ਼ʹ༻͞ΕΔ͜ͱʹΑΓۚ༥͕ؔػ
ඃΔϦεΫΛ͍͍·͢ɻ
߹ɺ৴ڞಉηϯλʔʢ4,$ʣΛ
ར༻͍ͯ͠·͕͢ɺγεςϜͷཧج
४ΛఆΊɺใͷอޢɾηΩϡϦςΟͷ
֬อɾγεςϜཧʹΊɺൃࡂੜ
ສҰͷίϯϐϡʔλʔͷোൃੜʹ
උ ʮ͑ίϯςΟϯδΣϯγʔϓϥϯʯΛ
ఆΊ͍ͯ·͢ɻ
·ͨɺۙ ɺڴʹߋҖͷߴ·ΓΛͤݟΔ
αΠόʔηΩϡϦςΟࣄҊʹର͠ɺฏ࣌
͔ΒͷܯռଶͱࣄҊൃੜ࣌ʹਝ
ͳରԠΛ͑ߦΔΑ͏ɺ߹ʹৗઃ
৫ͱ͠ ʮͯ$4*35ɿγʔαʔτʯΛઃஔ
͓ͯ͠Γ·͢ɻ

๏ϦεΫͱɺ͓ ٬͞·ʹର͢ΔաࣦʹΑΔٛ
ҧ͓ΑͼෆదͳϏδωεɾϚʔέοτߦ׳ʹ
ΑΓۚ༥͕ؔػଛ ɾࣦଛΛඃΔϦεΫΛ͍͍·͢ɻ

෩ධϦεΫͱɺۚ ༥͕ؔػධͷѱԽ෩આͷྲྀ
ʹΑΓɺ৴༻͕Լ͢Δ͜ͱ͔Βੜ͡Δଛ ɾࣦଛ
ΛඃΔϦεΫΛ͍͍·͢ɻ
߹Ͱɺ෩ධϦεΫ͕ଞͷϦεΫʹ࿈ಈ͢Δॏ
େੑΛೝࣝ͠ɺʮ͓٬༷૬ஊࣨʯ֤Ӧۀళʹ͓د
͍͍͓ͤͨͩͨ٬͞·͔ΒͷۤཁͳͲʹର
ͯ͠ɺ͔ʹܦӦใ͠ࠂɺ͓ ٬͞·ʹ͝ཧղ
͍͚ͨͩΔରԠʹΊ͍ͯ·͢ɻ

ϦεΫͱɺۚࢢ རɺҝସɺࣜגͷ༷ʑͳࢢ
ͷϦεΫɾϑΝΫλʔͷมಈʹΑΓɺอ༗͢Δ
ΛؚΉɻʣͷՁ࢈ࢿʢΦϑɾόϥϯε࠴ɾෛ࢈ࢿ
͕มಈۚ͠༥͕ؔػଛࣦΛඃΔϦεΫɺ࢈ࢿɾෛ
͕ؔػΒੜΈग़͞ΕΔऩӹ͕มಈۚ͠༥͔࠴
ଛࣦΛඃΔϦεΫΛ͍͍·͢ɻ
߹Ͱɺ༗Ձূ݊ӡ༻ʹ͍ͭͯɺʮ༗Ձূ݊
ӡ༻ج४ʯΛఆΊɺ༨ࢿӡ༻ͷ࣠جͱͯ͠ ظత
ʹ҆ఆͨ͠ऩӹΛ֬อ͢ΔͨΊɺ̓ શੑ͓Αͼ
ྲྀಈੑฒͼʹόʔθϧᶙΛेྀ͢ߟΔͱͱ
ʹɺۚ ༥ձجܭ४ʹΑΔอ༗༗Ձূ݊࣌Ձ
ͷมಈ͕߹ͷࡒ༰ʹ༩͑ΔӨڹΛѲɾ
ཧͷ্ɺৗʹϙʔτϑΥϦΦͷվળʹΊɺॴ
༗ؒظརճΓΛॏ͠ࢹɺόϥϯεͷͱΕͨӡ༻
ʹΊ͍ͯ·͢ɻ
·ͨɺ༨ࢿӡ༻ʹ͍ͭͯɺʮ༨ࢿӡ༻ج४ʯΛఆ
Ίɺ࢈ࢿͷྲྀಈੑ͓Αͼ݈શੑ͕֬อ͞ΕΔൣ
ғͰऩӹੑΛߴΊɺ͔ ֤ͭछϦεΫ͓Αͼόʔ
θϧᶙʹཹҙ͠దͳཧʹΊ͍ͯ·͢ɻ
ͳ͓ɺ֎෦ڥͷେ෯ͳมԽΛఆͨ͠ετϨ
εɾςετΛ࣮͢ࢪΔͱͱʹɺࢢϦεΫܭଌ
ख๏ͷ৴པੑదੑΛ֬อ͢ΔͨΊɺόοΫɾ
ςετΛ࣮ͯ͠ࢪ ͍·͢ɻ

ྲྀಈੑϦεΫͱɺӡ༻ͱௐୡͷؒظͷ
ϛεϚον༧ۚࢿ͵ͤظͷྲྀग़ʹΑ
Γɺඞཁͳ֬ۚࢿอ͕ࠔʹͳΔɺ·ͨ
௨ৗΑΓஶ͍ۚ͘͠ߴརͰͷۚࢿௐ
ୡΛ༨ّͳ͘͞ΕΔ͜ͱʹΑΓۚ༥ؔػ
͕ଛࣦΛඃΔϦεΫ͓Αͼࢢͷࠞཚ
ʹΑΓࢢʹ͓͍ͯऔҾ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ
Γɺ௨ৗΑΓஶ͘͠ෆརͳՁ֨Ͱͷऔ
ҾΛ༨ّͳ͘͞ΕΔ͜ͱʹΑΓۚ༥ؔػ
͕ଛࣦΛඃΔϦεΫΛ͍͍·͢ɻ
߹Ͱɺదਖ਼ͳۚࢿϙδγϣϯΛ֬
อ͢ΔͨΊɺ܁ۚࢿΓͷঢ়گɾݟ௨͓͠Α
ͼ܁ۚࢿΓʹӨڹΛٴ΅͢ॾ݅ͷม
ԽΛ֨ݫʹѲ͠ɺି ग़ ɾۚ༬ۚͷӡ
ཧ͢ΔͱʹΛৗత࠴ɾௐୡෛ࢈ࢿ༺
ͱʹɺௐୡखஈɾௐୡઌͷଟ༷ԽͳͲ
ௐୡྗͷڧԽΛਤΓɺྲྀ ಈੑ֬อʹ͚
ͨద͔ͭݫਖ਼ͳཧʹΊ͍ͯ·͢ɻ

監事会

ใࠂ

ٞ

ใࠂ ࣔࢦ

（リスク統括部）
統合的リスク管理

理 事 会

ৗ ۈ ཧ ࣄ ձ

˔ ৴༻ϦスΫ

˔ ϦスΫࣄ ˔ γスςϜϦスΫ
༗࢈ࢿܗϦεΫͱɺͦࡂͷଞͷࣄʹΑΓɺۚ ༥
ΛඃΔϦεΫᆝଛɾଛ͕࢈ࢿܗอ༗͢Δ༗͕ؔػ
Λ͍͍·͢ɻ

˔ ༗࢈ࢿܗϦスΫ

˔ ๏ϦスΫ

˔ ෩ධϦスΫ

ਓతϦεΫͱɺ৬һͷਓࣄӡӦ্ͷ
ෆެฏɾෆެਖ਼ʢใ ɾुखɾղޏͷ
ʣɾ֤ छϋϥεϝϯτʹΑΓɺۚ ༥ػ
͕ؔଛࣦΛඃΔϦεΫΛ͍͍·͢ɻ

˔ ਓతϦスΫ

˔ ϦスΫࢢ ˔ ྲྀಈੑϦスΫ

外部監査
（監査法人）

オペレーショナル・リスク（リスク統括部）

ALM委員会

内部監査（監査部）

˔ϦεΫཧମ੍ਤ

৴༻ϦスΫ ϦスΫࢢ ྲྀಈੑ
ϦスΫ

ϦスΫࣄ
γスςϜ
ϦスΫ

๏ϦスΫ
ਓతϦスΫ
༗࢈ࢿܗ

ϦスΫ
෩ධϦスΫ

༥ࢿ෦ ཧ෦ܦۚࢿ ϦεΫ౷ׅ෦ ෦ࣄ ϦεΫ౷ׅ෦ ૯෦ ϦεΫ౷ׅ෦

リ
ス
ク
管
理
体
制
に
つ
い
て

リ
ス
ク
管
理
体
制
に
つ
い
て

H I D A S H I N  D I S C L O S U R E  2 0 2 5

各種リスクと取り組み内容 リ
ス
ク
管
理
方
針

オペレーショナル・リスク
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1

2

3 法ྩ等९守を֬保する組৫ମ੍ͱして、法ྩ等
९守にؔするجຊత事߲ཧ事会で決定し、法ྩ
等९守にؔする۩ମతॾのରԠコンプϥ
イアンス౷ׅ෦で͋るリスク౷ׅ෦コンプϥイ
アンス՝でҰ元తにॴ管するͱͱもにコンプϥイ
アンスҕһ会ٴͼ各෦ॺにコンプϥイアンス୲当
ऀをஔして法ྩ等९守の࣮ࢪঢ়گを管ཧಜさ
ͤる。

4 ৬һが法ྩ等९守の؍からٙٛの͋る行ҝを
った合、ॴ属෦ॺの上࢘ຢコンプϥイアン
ス୲当ऀをհさͣ、コンプϥイアンス՝にใ
૬ஊを行͏͜ͱができるコンプϥイアンス૬・ࠂ
ஊ窓口をઃஔする。

5 ෦ࠪ෦、法ྩ等९守ঢ়گにͭいてのࠪを
ͦ、しࢪ࣮ の݁Ռをཧ事会ٴͼ事にใࠂする。

1

2

「ཧ事会نఔ」、「ৗۈཧ事会نఔ」にैい、ཧ事の৬
のࣥ行にるใのదਖ਼な保ଘٴͼ管ཧを行͏。

ཧ事ٴͼ事、લ߲にͮجき保ଘٴͼ管ཧしている
จ書ٴͼ電࣓తهをৗ時Ӿཡができる。

法ྩ等の९守をܦ営の࠷ॏཁ՝のҰͭͱしてҐ
ஔけ、͋ らΏるػ会をଊ͑て法ྩ等९守のॏཁੑ
にͭいて全৬һにपపఈする͜ͱにΑり、当組
合のࣾ会తをՌす͜ͱをͦの事業׆動のલ提
ͱする͜ͱを֬ೝする。

カード（通ா・ҹؑ）ฆ ・ࣦ盗難等のඃにૺΘΕた合、
ͪにお取Ҿ店またh しん͘Έ"5.ηンター まɦでご࿈བྷ͘
ͩさい。また、د࠷りのܯにもಧけ出て͘ ͩさい。

●類推されやすい暗証番号の使用防止
ੜ݄日や電൪߸などྨਪさΕやすい҉証൪߸を用さΕ
ているお客さま、҉証൪߸のมߋをおئいします。̖ ࡞ૢ̢̩
にΑり҉証൪߸がࣗ༝にมߋできます。
●１日当たりのキャッシュカード引き出し限度額の設定
日̍当たりのҾき出しݶֹ、࠷高���ສԁまでですが、個人
のお客さまにͭきまして��ສԁをجຊઃ定ֹͱしております。
お客さまのおਃし出にΑり���ສԁを上ݶに�ສԁ୯Ґでมߋ
できます。มߋをرさΕる合、窓口おਃし出ͩ͘さい。
●高齢者に対するキャッシュカードの引き出し制限
高ྸऀの預金をٗから保ޢするたΊ、Ұ定݅をຬたした
̍、Ҏ上のお客さまをରͱしࡀ�� 日当たりのҾき出しݶֹ
を��ສԁまでͱさͤていたͩきます。มߋをرさΕる合
、窓口おਃし出ͩ͘さい。

当組合、法ྩ等にͮجき、お客さまの個人ใ等を、預金業、༥資業
などの業˞�ならͼに利用తのୡにඞཁなൣғでదਖ਼に利用し、ͦ Ε
Ҏ֎のతで、法等でೝΊらΕる合の΄か、利用いたしまͤん。
また、個人൪߸にͭいて、法ྩ等でೝΊらΕている利用తҎ֎で利
用いたしまͤん。
なお、個人ใの利用తをมߋした合ͪにެදいたします。

当組合で、個人ใ保ޢおΑͼ個人൪߸（ҎԼ「個人ใ等」ͱいいます。）のॏཁੑにؑΈ、個人ใの保ޢにؔする法（ฏ��法ୈ��߸）（ҎԼ
「法」ͱいいます。）、行手ଓにおけるಛ定の個人をࣝผするたΊの൪߸の利用等にؔする法（ฏ���݄��日法ୈ��߸）、ಛ定個人ใのదਖ਼な
取扱いにؔするΨイドϥイン等のؔ法ྩ等（ҎԼ「法ྩ等」ͱいいます。）を९守してҎԼのํ͑ߟにͮجきお客さまの個人ใ等を֨ݫに管ཧし、దਖ਼に
取扱͏ͱͱもに、ͦ のਖ਼֬ 。にΊます࣋保ີػੑ・
また、ຊ保ޢએݴにͭきまして、ͦ の༰をదٓݟし、վળしてまいります。
当組合、ຊ保ޢએݴを当組合のインターネット上のϗーϜϖージにࡌܝし、また、各店ฮの窓口等にࣔܝし、もし͘උ͑ける͜ͱにΑり、ެ දします。

カード（通帳・印鑑）紛失・盗難時の緊急連絡先

キャッシュカード・ATMの犯罪防止対策

ฏ　

˞各お取Ҿ店の電൪߸店ฮҰཡ（1��）をごࢀ照ͩ͘さい。

����ɿ��ʙ��ɿ��
���ɿ��ʙ��ɿ��
��ɿ��ʙ��ɿ��

お取Ҿ店

●キャッシュカードによる振込限度額の変更
日̍当たりの振込ݶֹ、࠷高���ສԁまでです。お客さまのおਃ
し出にΑり���ສԁを上ݶに�ສԁ୯Ґでมߋできます。มߋをر
さΕる合、窓口おਃし出ͩ͘さい。

●高齢者に対するキャッシュカードの振込制限
高ྸऀの預金をٗから保ޢするたΊ、Ұ定݅をຬたしたࡀ��
Ҏ上のお客さまをରͱし、ී 通預金から̖̩ ̢で振り込Έする
合の上ݶ金ֹを����ԁまでͱさͤていたͩきます。มߋをرさ
Εる合、窓口おਃし出ͩ͘さい。

●キャッシュカードの利用店の制限
お客さまが利用さΕるಛ定の店ฮのΈに੍ݶする͜ͱができます。

●生体認証ＩＣキャッシュカードの対応
当組合で、ੜମೝ証̞ キ̘ャッシュカードରԠ̖̩ ̢をઃஔしています。
●振込詐欺の防止
スマートフォンをૢ࡞しながら"5.を利用するސ客をݕする"*
。カϝϥをઃஔしていますࢹ

ŋŋॕ

しん͘Έ̖̩ ̢ηンター
5&-�������������

৬һにΑる法ྩ等९守を࣮֬に࣮ݱするたΊ、
ཧ事会において、当組合のཧ೦、৬һの行動指
ٴͼ組৫ମ੍を「行動ྖߝ」ٴͼ「コンプϥイア
ンス管ཧنఔ」ͱして定Ί、͜ Εにଇった業ӡ営
を࣮ફするたΊの۩ମతな手Ҿ書ͱして「コンプϥ
イアンス・マχュアϧ」を੍定するͱͱもに、͜ Εら
を全৬һにपపఈする。

˞�ɹ「預金業、༥資業などの業」にͭきまして、当組合ϗーϜϖージをごࢀ照ͩ͘さい。ɹIUUQT���XXX�IJEBTIJO�DP�KQ�BCPVU�QVSQPTF�IUNM
˞�ɹ「ಛ定のୈऀࡾ」にͭきまして、当組合ϗーϜϖージをごࢀ照ͩ͘さい。ɹIUUQT���XXX�IJEBTIJO�DP�KQ�BCPVU�TIBSJOH�IUNM

フリーダイヤル  0120-36-4501
平日　9：00～17：30

●お客様相談室　

（土日・祝日および金融機関の休日を除く）

1

2

3 事が৬をิॿすき用人をஔ͘͜ͱをٻΊる͜
ͱができるものͱする。ͦ の合における当֘用人
等にؔしてҎԼの各߲の定ΊにΑる。
ᶃ�事のࠪの࣮ޮੑ֬保のたΊ、事がࠪ
෦にࠪ業にඞཁな事߲を໋ྩし、ࠪ
෦ॴ属の৬һを指໊し事のࠪ業を
ิॿさͤる。

ᶄ事のࠪ業をิॿする৬һ、当֘ࠪ業
にؔして事の指ྩ໋شにैい、各෦の୲当
ཧ事、୲当෦等の指ྩ໋شをडけない。

ᶅ�ࠪ෦事ͱのٞڠにΑり、事のཁした事
߲のࠪを࣮ࢪし、ͦ の݁Ռを事にใࠂする。

4 事のใࠂにؔするମ੍、ҎԼの各߲のͱお
りͱする。
ᶃ�ཧ事次に定Ίる事߲をೝࣝした合、ͪ
に事にใࠂする。たͩし、事が出੮したཧ
事会等の会ٞでใࠂ・決ٞさΕた事߲、͜ の
。りでないݶ

ɹBɽ�ཧ事会等で決ٞさΕた事߲
ɹCɽ�組合にஶしいଛをٴ΅すおͦΕの
ɹɹɹ͋ る事߲
ɹD���リスク管ཧٴͼ෦ࠪにؔする
ɹɹɹॏཁな事߲
ɹE���ॏେな法 ・ྩ定・෦نఔに
ɹɹɹҧする事߲
ɹFɽ�コンプϥイアンス૬ஊ窓口のମ੍上の
ɹɹɹ不උにؔする事߲
ɹGɽ�ͦ のଞ当組合のܦ営ঢ়گにͭいて
ɹɹɹॏཁな事߲
ᶄ�৬һલ߲CからGにؔする事߲をൃݟした
合、事にใࠂできる。

5 事ৗにཧ事ٴͼ৬һにରして、ࠪにඞཁな
事߲のใࠂをٻΊる͜ͱができる。

事がඞཁにԠじて当組合のސหސ、࢜ޢ੫
ཧ࢜、会ࠪܭ人等ͱ࿈ܞをਤり、また、ඞཁにԠ
じて専のห࢜ޢ、ެ ೝ会࢜ܭからࠪ業にؔ
するॿݴをडけるػ会を保োする。

ࠪ෦ܭࠪըٴͼࠪ݁Ռにͭいて、事に
定ظతにใࠂし、ҙަݟを行͏。

1

2

3 ෦ࠪ෦、リスク管ཧঢ়گにͭいてのࠪを
ͦ、しࢪ࣮ の݁Ռをཧ事会ٴͼ事にใࠂする。

దਖ਼なリスク管ཧを࣮ݱするたΊ、ཧ事会において、
リスク管ཧのجຊํٴͼ౷合తなリスク管ཧମ੍
等を定Ίた「౷合తリスク管ཧنఔ」を੍定するͱͱ
もに、リスクのੑ࣭ຖにͦのリスクのಛੑにԠじた管
ཧنఔ等を੍定する。

リスク管ཧの組৫ମ੍ͱして、リスク管ཧにؔする
ຊత事߲ཧ事会で決定し、当組合全ମの౷合తج
なリスク管ཧリスク౷ׅ෦リスク管ཧ՝でҰ元త
にॴ管するͱͱもに、リスクのੑ࣭ຖのओ管෦ॺを定
Ί、リスク管ཧの࣮ޮੑ֬保ٴͼ૬ػ੍ݗޓのڧ
Խをਤる。

1

2

৬ࣥ行がޮతに行ΘΕる͜ͱを֬保するた
Ί、ඞཁにԠじてཧ事会を։࠵し、ͦ ͜で事業ํ
・事業ઓུٴͼ組৫にؔするॏཁ事߲にͭいて
৹ٞしຢใࠂをडけるͱͱもに組৫・৬੍نఔ
を੍定する。

ཧ事会において、தظ事業ܭըٴͼ各の事業
ͦ、定しࡦըをܭ の࣮ࢪঢ়گのϞχタリング݁Ռ
にるใࠂをडける。

���ɿ��ʙ��ɿ��

ड࣌間༵　 ͝࿈བྷઌ

ਓใͷར༻త1ݸ

当組合で、取扱͏個人ใ等の࿙͑い・໓ࣦ等のͦࢭのଞの個人
ใ等の安全管ཧのたΊ、組৫త安全管ཧાஔ、人త安全管ཧાஔ、ٕ ज़
త安全管ཧાஔをߨじ、దਖ਼に管ཧします。
また、৬һにඞཁなڭҭͱಜを、業ҕ託ઌにରして、個人ใ
等の安全管ཧがਤらΕるΑ͏ඞཁかͭదなಜにΊます。
当組合における個人データの安全管ཧાஔにؔして、当組合の෦ن
ఔ等において定Ίておりますが、ओな༰ҎԼのͱおりです。
（�）個人データのదਖ਼な取扱いの֬保のたΊ、ؔ 法 ・ྩΨイドϥイン等

を९守するͱͱもに、Լه�ɽのご࣭・૬ஊ・ۤ 窓口にて、個人デー
タの取扱いにؔするご࣭・૬ஊおΑͼۤをडけける͜ͱͱして
います。

ਓใͷ҆શཧાஔʹؔ͢るํ6ݸ

当組合で、お客さまからのご࣭等にదに取り組んでまいりますので、
個人ใの取扱い等にؔするご࣭等にͭきまして、ҎԼの窓口にお
ਃし出ͩ͘さい。

࣭͝ɾ૬ஊɾۤ ૭口8

（�）։ࣔのごٻ
お客さまから当組合が保༗するごࣗにؔする個人データまたୈ
ଇͱしてݪ、の։ࣔのごґཔが͋った合にهる提供にऀࡾ
։ࣔいたします。

（�）గਖ਼等のごٻ
お客さまから当組合が保༗するごࣗにؔする個人データのగਖ਼
等（గਖ਼・加・আ）のごґཔが͋った合に、ݪଇͱしてగਖ਼等
いたします。

（�）利用ఀࢭ等のごٻ
お客さまから当組合が保༗するごࣗにؔする個人データの利用ఀ
ਖ਼当なͮ͘جのごґཔが͋った合（法ྩ等に（ڈফ・ࢭ利用ఀ）等ࢭ
ཧ༝にΑる。）に、ݪଇͱして利用ఀࢭ等いたします。

（�）μイレクトϝーϧ等のதࢭ
当組合、当組合からの商品・サービスのηーϧスにؔするμイレクト
ϝーϧのૹやお電等でのק༠のμイレクト・マーέςΟングで、個
人ใを利用する͜ͱにͭいて、͜ ΕをதࢭするΑ͏お客さまΑりお
ਃし出が͋った合、な͘当֘తでの個人ใの利用をத
。いたしますࢭ
なお、（�）、（�）、（�）のごٻに当たって、個人データのॏཁੑにؑ
Έ、ごٻ （ऀ代ཧ人をؚΉ）のຊ人֬ೝをさͤていたͩきます。ご
店窓口まࢧがඞཁな合当組合ຊࢴ用ٻおΑͼごࡉ手ଓのৄٻ
でおਃし出ͩ͘さい。

お٬さ·͔らͷ։ࣔɺగਖ਼ɺར༻ఀࢭͷ͝7ٻ

当組合で、上ه�ɽでಛ定した利用తのୡにඞཁなൣғで、ద法か
ͭదਖ਼な手段にΑり、ྫ ͑、ҎԼのΑ͏なใݯから、お客さまの個人
ใ等を取ಘいたします。なお、法ୈ�ୈ�߲に定Ίるཁ慮個人ใ
をؚΉ「金༥における個人ใ保ޢにؔするΨイドϥイン」に定Ίる
。ඍใ、法ྩ等でೝΊらΕている合Ҏ֎、取ಘいたしまͤんػ
（�）預金口座のご新نਃ込のࡍにお客さまにごه入・ご提出いたͩ͘書ྨ

等にΑり、提供していたͩいたใ
（�）各手ަܗॴ等のڞಉ利用ऀや個人信用ใؔػ等のୈऀࡾか

ら提供さΕたใ
（�）商品やサービスの提供を通じて、お客さまからおฉきしたใ

ਓใͷదਖ਼ͳऔಘʹͭいͯ2ݸ

当組合、法ྩ等でೝΊらΕている合をআき、お客さまのಉҙなしにお
客さまの個人データをୈऀࡾ提供いたしまͤん。
ୠし、個人൪߸をͦの༰にؚΉಛ定個人ใにͭいて、法ྩ等でೝ
ΊらΕていないݶり、お客さまのಉҙが͋っても、͜ Εをୈऀࡾに提供い
たしまͤん。

3ڙఏऀࡾਓσーλͷୈݸ

当組合、上ه�ɽの利用తのൣғで、ྫ ͑、ҎԼのΑ͏な合に、
個人データおΑͼ個人൪߸にؔする取扱いを֎෦にҕ託する͜ͱが͋り
ます。ͦ の合に、దਖ਼な取扱いを֬保するたΊのܖక݁、࣮ گঢ়ࢪ
のݕなどを行います。
（�）お客さまにおૹりするたΊの書໘のҹまたൃૹにؔΘる業を

֎෦にҕ託する合
（�）ใシスςϜのӡ用・保守にؔΘる業を֎෦にҕ託する合

ਓσーλͷҕୗ4ݸ

当組合、上ه�ɽの利用తのൣғで個人データをಛ定のୈऀࡾ˞�ͱ
。ಉ利用しておりますڞ
ୠし、個人൪߸をͦの༰にؚΉಛ定個人ใにͭいて、ڞಉ利用を
いたしまͤん。

ಉ利用5ڞਓσーλのݸ

�ՖԬொ�ஸ��൪ࢢࢁ高ݝෞذ
ඈḯ信用組合ཧ事ɹେݪ�

（�）取ಘ、利用、保ଘ、提供、আ・ഇغ等の段֊ごͱに、取扱ํ法、 ・ऀ
୲当ऀおΑͼͦの等にͭいてࡦ定しています。

（�）個人データの取扱いにؔするऀをઃஔするͱͱもに、個人データ
を取扱͏৬һおΑͼ当֘৬һが取扱͏個人データのൣғを໌֬Խし、
法ྩ等や෦نఔ等にҧしている事࣮またͦのおͦΕをѲし
た合のऀのใࠂ࿈བྷମ੍をඋしています。また、個人デー
タの取扱ঢ়گにͭいて、定ظతにࣗݾݕを࣮ࢪするͱͱもに、ଞ෦ॺ
にΑるࠪを࣮ࢪしています。

（�）個人データの取扱いにؔするཹҙ事߲にͭいて、৬һに定ظతなݚ
मを࣮ࢪしています。また、個人データにͭいてのൿີ保࣋にؔする
事߲をब業نଇにࡌهしています。

（�）個人データを取扱͏۠Ҭにおいて、৬һの入ୀࣨ管ཧおΑͼͪ࣋込
Ήثػ等の੍ݶを行͏ͱͱもに、権ݶを༗しないऀにΑる個人データ
のӾཡをࢭするાஔを࣮ࢪしています。また、個人データを取扱͏
するたΊのࢭ電子ഔମおΑͼ書ྨ等の盗難またฆࣦ等を、ثػ
ાஔをߨじるͱͱもに、当֘ثػ、電子ഔମ等から༰қに個人データ
が໌しないΑ͏ાஔを࣮ࢪしています。

（�）アクηス੍ޚを࣮ࢪして、୲当ऀおΑͼ取扱͏個人ใデータϕース
等のൣғをݶ定しています。また、個人データを取扱͏ใシスςϜ
を֎෦からの不ਖ਼アクηスまた不ਖ਼ソフトェアから保ޢする組
Έをಋ入しています。

当
組
合
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情
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当
組
合
は
、左
記
の
通
り
、当
組
合
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制（
以
下「
内
部
統
制
」と
い
う
。）を
整
備
し
、

そ
の
実
効
性
の
確
保
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

1 役職員の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制 4 職務執行が効率的に行われることを

確保するための体制

5 監事の監査が実効的に行われることを
確保するための体制

2 理事の職務の執行に係る情報の
保存及び管理に関する事項

3 損失の危険（リスク）の管理に関する規程
その他の体制

個人情報保護宣言 内
部
統
制
基
本
方
針

H I D A S H I N  D I S C L O S U R E  2 0 2 5内
部
統
制
基
本
方
針
／
お
客
さ
ま
の
情
報
の
管
理

お
客
さ
ま
の
情
報
の
管
理
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ॅ�ॴ�ɿذ�ෞݝ高ࢢࢁՖԬொ�ஸ��൪�ɹɹɹɹ
フリーμイϠϧ�ɿ����� �ɻ�ʵ����
ड時間�ɿ��ɿ��ʙ���ɿ��ɹ（日・ॕ 日おΑͼ金༥ؔػのٳ日をআ͘）

ɹۤͷ͓ਃ͠ग़߹ͷ΄͔ɺ౦ւ۠͠Μ͘Έۤ૬ஊॴɾ͠ Μ͘Έ૬ஊॴΛ͡Ίͱ͢ΔଞͷؔػͰ
ड͚͚͍ͯ· ʢ͢ৄ͘͠ɺ߹͓٬༷૬ஊࣨ͝૬ஊ͍ͩ͘͞ʣɻ

ɹ߹、ҎԼのͱ͓Γ、෦ཧମ੍、ཧํ๏等Λඋ て͓͠٬ ·͔͞Βの
ۤ、͝ ཁ、͝ ૬ஊ等のదͳ対ԠにऔΓΜͰい·すɻ

˞移管ௐఀ、ݱௐఀ全国のห࢜ޢ会で࣮ࢪしている༁で͋りまͤんのでごҙͩ͘さい。۩ମత༰ࡋηンター等にご照会
ͩ͘さい。

౦ւ۠しん͘Έۤ等૬ஊॴ�（	ࣾ
౦ւ信用組合ڠ会）

ϗーϜϖージアドレスɹIUUQT���XXX�IJEBTIJO�̲ P�KQ

しん͘Έ૬ஊॴ�（Ұൠࣾஂ法人全国信用組合தԝڠ会）

˟���������Ѫݹ໊ݝࢢதଜ۠௴ொ ����

݄ʙ金�（ॕ日ٴͼ��݄��日ʙ�݄�日をআ͘）
����ʙ�����ɹ�����ʙ�����

݄ʙ金�（ॕ日ٴͼ信用組合のٳ業日をআ͘）
����ʙ�����

������������ ������������

˟���������౦ژதԝ۠ڮژ �����

ɹԼදʹࡌهͷห࢜ޢձ͕ઃஔӡӦ͢ΔࡋηϯλʔͰฆ૪ͷղܾΛਤΔ͜ͱՄͰ͢ͷͰɺ߹͓٬༷૬
ஊࣨ·ͨ͠Μ͘Έ૬ஊॴ͓ਃ͠ग़͍ͩ͘͞ɻ
·ͨɺ͓ ٬͞·͕ɺࡋηϯλʔਃ͠ग़Δ͜ͱՄͰ͢ɻ
ͳ͓ɺԼه౦ژɾୈҰ౦ژɾୈೋ౦ژห࢜ޢձͷ֤ࡋηϯλʔɺ౦ژҎ֎ͷҬͷํʑ͔Βͷਃཱʹ͍ͭͯɺ
Λฉ͍ͨ͏͑ͰɺΞΫηεʹศརͳҬͰखଓΛਐΊΔํ๏͕͋Γ·͢ɻرͷऀࣄ

౦ژห࢜ޢ会
ฆ૪ղ決ηンター

Ѫݝห࢜ޢ会
ฆ૪ղ決ηンター

Ѫݝห࢜ޢ会
ࡾՏࢧ෦
ฆ૪ղ決ηンター

˟��������
౦ژઍ代ా۠
բがؔ �����

˟��������
౦ژઍ代ా۠
բがؔ �����

˟��������
౦ژઍ代ా۠
բがؔ �����

݄ʙ金�
	আ�ॕ日、末࢝

����ʙ�����
�����ʙ�����

������������

ୈҰ౦ژห࢜ޢ会
ࡋηンター

݄ʙ金�
	আ�ॕ日、末࢝

�����ʙ�����
�����ʙ�����

������������

ୈ二౦ژห࢜ޢ会
ࡋηンター

݄ʙ金�
	আ�ॕ日、末࢝

����ʙ�����
�����ʙ�����

������������

˟��������
Ѫݹ໊ݝࢢத۠
のؙࡾ �����

݄ʙ金�
	͋っͤん、ظࡋ日

�����ʙ�����

������������

˟��������
ѪݝԬ࡚໌ࢢେࣉொ
�����ಓϲ入ࣈ

݄ʙ金�
	͋っͤん、ظࡋ日

�����ʙ�����

������������

（Ұࣾ）ੜ໋保険ڠ会ੜ໋保険૬ஊॴ

˟���������౦ژઍ代ాؙ۠の �����

݄ʙ金（আ��ॕ日、末࢝）ɹ�ɿ��ʙ��ɿ��

������������

（Ұࣾ）日ຊଛ保険ڠ会ͦんΆ̧̖̙ηンター

˟�������� ౦ژઍ代ా۠ਆా୶࿏ொ ���

݄ʙ金（আ��ॕ日、末࢝）ɹ�ɿ��ʙ��ɿ��

�����������、������������

ͻͩ͠Μ 
お٬༷૬ஊࣨ

お客さまからのۤ等にͭいて、ຊࢧ店またお
客༷૬ஊࣨでঝります。

おਃし出いたͩいたۤ等、事・事࣮ؔをௐࠪ
するͱͱもに、ඞཁにԠじؔ෦ॺͱの࿈ܞをਤり、
ެਖ਼・ਝ・࣮にରԠし、ղ決にΊます。

ۤ等のड・ରԠに当たって、個人ใ保ޢにؔ
する法やΨイドϥイン等にԊい、దに取り扱いい
たします。

ฆ૪ղ決をਤるたΊ、ห࢜ޢ会がઃஔӡ営するࡋ
ηンター等を利用する͜ͱが出དྷます。ͦ のࡍ、し
ん Έ͘૬ஊॴのنଇ等を९守しղ決に取り組Έます。

ۤ、るใのू客サϙート等にސ 等にରするର
Ԡのਐঢ়گおΑͼॲཧ指ࣔにͭいて、リスク౷ׅ
෦がҰ元తに管ཧします。

ࣾ会తྗにΑるۤ等をったѹྗにରして、
ͱの࿈ؔػ等ؔܯき、ඞཁにԠじͮجఔ等にن
。たるରԠをͱりますݻをͱった上、அܞ

お客さまからのۤ等のおਃし出、しん͘Έ૬ஊॴ
をじΊͱするଞのؔػでもडけけていますので、
༰やごཁ等にԠじてదなؔػをごհし、ͦ の
ඪ४తな手ଓ等のใを提供します。

ۤ等にରԠするたΊ、ݚम等にΑりؔ࿈نఔ等にج
ͮき業がӡ営さΕるΑ͏、組合にप・పఈをਤ
ります。

ۤ等の༰にͭいてੳし、ௐࠪを行ったۤ等
のൃੜݪҼをѲした上、ۤ 等のൃ࠶ࢭ、ະવ
。に向けた取り組Έを不அに行いますࢭ

Ҡௐ ɿఀ౦ژҎ֎ͷห࢜ޢձͷࡋηϯλʔʹ݅ࣄΛҠ͢Δɻྫ ͑ɺذෞݝห࢜ޢձͷࡋηϯλʔʹ
ηϯλʔͰखଓΛਐΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻࡋձͷ࢜ޢɺ֘หޙΛҠ͠ɺҎ݅ࣄ

ௐݱ ɿఀ౦ژͷห࢜ޢձͷѺટਓͱ౦ژҎ֎ͷห࢜ޢձͷѺટਓ͕ɺห࢜ޢձॴࡏͱ౦ژΛ݁ͿςϨϏձ
ٞγεςϜʹΑΓɺڞಉͯ͠ɺղܾʹͨΔɻྫ ͑ɺ͓ ٬͞·ɺݝห࢜ޢձʢҪݝห࢜ޢձʣͷࡋη
ϯλʔʹ͓ӽ͍͖ͨͩ͠ɺ֘ห࢜ޢձͷѺટਓͱ໘ஊͰɺ౦ژͷห࢜ޢձͷѺટਓͱςϨϏձٞγεςϜ
Λ௨͓͍ͯͨͩ͘͜͡ ͱʹΑΓɺखଓΛਐΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

なおۤ等ରԠ手ଓにͭいて、当組合ϗーϜϖージをごཡͩ͘さい。

本・支店等

顧客保護等管理統括部署
（リスク統括部）

弁護士会仲裁センター等

コンプライアンス
委員会

理事会

監査部

ใࠂ・࿈བྷ
૬ஊ・ٞڠ
指 ・ࣔௐࠪ

（ຌྫ）

東海地区
しんくみ苦情等相談所
しんくみ相談所

ଞؔػͷհ

͠Μ͘み૬ஊॴܦ༝Ͱऔ͗࣍

お客さま

૬ஊॴ、ެ ฏ・தཱなཱでおਃし出をい、おਃし出のお客さまの了ղをಘた͏͑、当֘の信用組合にରしਝなղ決をཁします。

ॅ ॴ

ి൪߸

ड  
間 ࣌

໊ শ

ॅ ॴ

ి൪߸

ड  
間 ࣌

໊ শ

ॅ ॴ

ి൪߸

ड  
間 ࣌

໊ শ

อۀݥʹؔ͢ΔۤԼؔػهͰड͚͚͓ͯΓ·͢ɻ

૬ஊ・
ۤ等

お客さま
個ผରԠ

૬ஊ・
ۤ等

૬ஊ・
ۤ等

ฆ૪ɹ
移管ௐఀ・
ௐఀݱ

1

1

2

3

4

6

8

9

7

5

2

顧客サポート等管理部署（お客様相談室）

当
組
合
で
は
、お
客
さ
ま
に
よ
り
一
層
の
ご
満
足
を
い
た
だ
け
る
よ
う
、お
取
引
に
係
る

苦
情
等
＊
を
承
り
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

＊
苦
情
等
と
は
、当
組
合
と
の
取
引
に
関
す
る
照
会
・
相
談
・
要
望
・
苦
情
・
紛
争
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
及

び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

˔ۤडɾରԠମ੍�ʢྩ��݄�ࡏݱʣ

˞当組合で、お客さまのをܦ営にөし、࣭ の高い金༥サービス
を提供する͜ͱをܦ営ཧ೦の�ͭͱして͛ܝております。
ͦのたΊに、お客さまͱのྑなؔのߏங・ҡ࣋ͱڞに、৬һ
等が৺ͱもに݈߁で安৺してಇけるڥの֬保がඞཁ不Մܽͱ
。ております͑ߟ
Αって、「カスタマーϋϥスϝントにରする当組合のجຊํ」を੍
定し、ϗーϜϖージにࡌܝしておりますので、ԿଔごཧղのఔΑΖし
͘おئいਃし上͛ます。
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当組合へのお申し出先
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（�）૯代のظ・定
・૯代のظ�です。
・૯代の定���໊Ҏ上���໊Ҏで、営業۠の組合һにԠじて各۠ごͱに定ΊらΕております。
なお、ྩ ��݄�日ࡏݱの૯代���໊です。

（�）૯代のબ出ํ法
・૯代組合һで͋る ͱ͜がલ提݅で͋り、各۠ຖにཱީิしたํもし͘ ۠の組合һ��໊Ҏ上からਪનさ
Εたํのதから、ͦ の۠に属する組合һにΑりެฏにબڍを行いબ出さΕます。�
なお、૯代ީิऀのが当֘۠における૯代定を͑ない合、ͦ のީิऀを当બऀͱして投ථ行って
�おりまͤん。

৴༻߹ɺ߹һͷ૬ޓැॿͷਫ਼ਆΛجຊཧ೦ʹɺۚ ༥׆ಈΛ௨ͯ͡ࡁܦతҐͷ্ΛਤΔ͜ͱΛతͱͨ͠
�Ͱ͢ɻؔػಉ߹৫ͷۚ༥ڠ � �
·ͨɺ৴༻߹ʹɺ߹һͷ૯ҙʹΑΓ߹ͷҙࢥΛܾఆ͢ΔؔػͰ͋Δʮ૯ձʯ͕ ઃ͚ΒΕ͓ͯΓɺ߹һग़ࢿ
ͳؔʹޱ Ұ͘ਓҰථͷܾٞٴݖͼબݖڍΛͪ࣋ɺ૯ձΛ௨ͯ͡৴༻߹ͷܦӦʹࢀՃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
͔͠͠ɺ߹ɺ߹һ����� ʢ໊ྩ��݄ʣͱେมଟ͘ɺ૯ձͷ։্࣮ࣄ͕࠵ෆՄͳͨΊɺதখۀاڠ
ಉ߹๏ٴͼఆͷఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓʮ૯ձʯΛઃஔͯ͠ ͍·͢ɻ
૯ձɺ૯ձͱಉ༷ʹ߹һҰਓͻͱΓͷҙ͕ࢥ৴༻߹ͷܦӦʹө͞ΕΔΑ͏ɺ߹һͷத͔Βదਖ਼ͳख
ଓ͖ʹΑΓબ͞ڍΕͨ૯ʹΑΓӡӦ͞ΕΔ߹ͷߴ࠷ҙܾࢥఆؔػͰ͢ɻ૯ձͰɺܾ ಈͷ׆ۀࣄࢉ
ใߦ͕ࠂΘΕΔͱͱʹɺ༨ۚॲɺܭۀࣄըͷঝೝɺఆมߋɺཧࣄɾࣄͷબͳͲɺ߹ͷॏཁ߲ࣄʹؔ
͢Δ৹ ɾܾٞ ΘΕ·͢ɻߦ͕ٞ
૯ɺ߹һͷදͱͯ͠ ɺ૯ձΛ௨ͯ͡߹һͷ৴༻߹ʹର͢ΔҙݟཁΛ৴༻߹ܦӦʹөͤ͞Δ
ॏཁͳׂΛ୲͍ͬͯ·͢ɻ� � � �
߹Ͱɺ૯ձʹݶఆ͢Δ͜ͱͳ͘ɺৗͷӦ׆ۀಈͳͲΛ௨ͯ͡ɺ૯߹һͱͷίϛϡχέʔγϣϯΛେ
ʹ͠ɺ͞ ·͟·ͳܦӦվળʹऔΓΜͰ͍·͢ɻ�

ୈظ��（ྩ݄̒̐ 日̍からྩ݄̓̏̏̍ 日まで）事業ใࠂ、ି आର照දならͼにଛӹࢉܭ書ใࠂの݅報告事項

決議事項 ୈ ߸̍ٞҊɹୈظ��༨金ॲҊঝೝの݅
ୈ̎߸ٞҊɹୈظ��һ༩څࢧの݅
ୈ̏߸ٞҊɹୈظ��事業ܭըおΑͼऩࢧ༧ࢉҊঝೝの݅
ୈ̐߸ٞҊɹཧ事おΑͼ事のظຬ了に͏બڍの݅
ୈ̑߸ٞҊɹୀһにରするୀ৬Қ࿑金ଃఄの݅

ྩ��݄��։࠵ͷୈظ��௨ৗ૯ձʹ͓͖·ͯ͠ɺ࣍ͷใࠂͳΒͼʹܾ͕߲ٞࣄٞ͞Εɺܾ ɺ͍ͦͯͭʹ߲ࣄٞ Εͧ
ΕݪҊͷͱ͓ΓՄ ɾܾঝೝ͞Ε·ͨ͠ɻ

総代会（最高意思決定機関）総代会（最高意思決定機関）

総　代総　代

出੮

組合員

౼ٞ 組合ܦ営の
ҙࢥ決定

出資・預金・
༥資などཱީิ ਪન

૯બڍ

（�）໊ࢯの後にबճをࡌهしております。�ɹ（�）बճが��ճҎ上ͱなる合ᶌでදࣔしています。

ӬҪɹળٱᶌ� ɹխᶆ� લɹढ़ᶉ� ਫ口ɹ੪ᶈ�
தഡɹٱᶆ� தɹ৳Ұᶆ� Ҵ子ɹ༤ᶈ� هɹਖ਼ٛᶃ�
দ༿ɹޛᶅ� ԕࢁɹやͱᶅ

Ԟɹᶋ� 加౻ɹউᶃ� Տ上ɹྰᶋ� �ຊɹॏ༤ᶃࡔ
高ాɹ๛ᶋ� ాౢɹږᶄ� �ᶌࠀຊɹڮ �口ɹਖ਼Ұᶌࢁ
Ԟాɹय़ᶃ� ํɹޫҰᶃ� 上ɹҰٱᶄ

੨ɹ༟Ұᶃ� ాɹত二ᶉ� ాɹཧՂ子ᶃ� 上ɹ๕ᶉ�
�ɹཧᶇؙڇ খాɹᶇ� ദɹത行ᶅ� �ɹರ子ᶃו
ଜɹҏࠤ༤ᶄ� Ոɹ༤ᶇ� ۨɹᶃ� ᜊ౻ɹໜलᶋ�
ᜊ౻ɹൟᶄ� �ᶅ߂上ɹࡔ ਿӜɹਔ࢘ᶄ� ాۙɹ๛Ұᶈ�
ాۙɹਖ਼ӳᶆ� ాதɹཁᶇ� ాதɹ元ᶈ� ୩口ɹ利ᶌ�
୩ᬒɹ๕߂ᶌ� �ᶉɹਗ਼ࠊٶ ٢Ҫɹӳ٢ᶋ� 加౻ɹ݈ᶃ�
端ɹ߂ଇᶊ� ᷤ口ɹതᶃ� ᢠࡔɹߒ߁ᶅ� ਗ਼ਫɹতೆᶌ

۠ࢁߴ
૯ఆ� �1໊
૯� �0໊

બ۠ڍ ૯໊ࢯ

େ۠
૯ఆ� 10໊
૯� 10໊

٢۠
૯ఆ� 11໊
૯� 11໊

બग़

（শུܟ）

ೆ٢۠
૯ఆ� 2�໊
૯� 2�໊

組合һの
ҙूݟ

৬ۀผ

ผ

法人һ 96.15%

��代 33.85%

業 18.46%

ӡ༌業 3.08%

個人 0.77%

��代ҎԼ 22.30%

ઃ業ݐ 28.46%

業 1.54%

個人 0.77%

छผۀ

総代候補者の公告

当選者の公告

候補者の届出 ● 立候補 ● 推薦

公  告 ● 選挙区別の総代定数
● 選挙期日　投票時間

● 選挙人名簿の縦覧開始
● 投票場所

ީิऀͷ͕ఆҎͷબ۠ڍ ީิऀͷ͕ఆΛ͑Δબ۠ڍ

ථແථબ

બ

個人事業ओ 3.08%

��代 33.08%

Է売・খ売業 22.31%

3.85%
電ؾ・Ψス・
供څ・ਫಓ業

��代Ҏ上 10.77%

不動࢈業 5.38%

16.15%
各種
サービス業

�Ҫɹ༞հᶄߥ Ҫ口ɹେีᶃ� ాɹࡾଠᶉ� ҏ౻ɹਖ਼ོᶅ�
ҪϊԼɹ༤ࢤᶄ� �ຊɹਖ਼थᶅؠ Ҫ保࿊ɹୡ行ᶉ� �ᶇ࣏ɹ༐ాؠ
େԼɹਖ਼ᶈ� খּݪɹॱከᶌ� খௗɹᶆ� 加լߐɹහޫᶌ�
֟Լɹᶋ� ּɹໜᶃ� ଜɹ߶࣏ᶇ� ଜɹ༤ᶇ�
ށɹୢҰᶃ� ଜɹᶈ� �ɹએᶌࠇ �Ұᶌߞέ୩ɹ܂
Ⴒాɹኍتᶅ� খɹ༐ᶌ� খ༢ɹܟᶄ� �ɹ信ᶆࡖ
�೭上ɹ݈Ұᶉࡔ �ຊɹએਖ਼ᶄࡔ �ɹ༞հᶄ౻ࠤ ౡɹྑ໌ᶄ�
ౢాɹູᶉ� ౡϊ上ɹ੩ᶉ� ਗ਼ਫɹಞᶄ� ਗ਼ਫɹฏᶆ�
Լౡɹګฏᶅ� Լాɹಙᶃ� Լാɹ了ࡾᶆ� ᮫ɹͻΖΈᶃ�
ɹଙീᶌ� ాɹߞҰᶈ� ా口ɹ༃߶ᶈ� ాதɹྑฏᶌ�
ాதɹٱᶈ� ୩口ɹۍᶅ� ୩ࠊɹ߁ᶌ� ௩ാɹ৳Ұᶌ�
ɹກᶈ� �ɹ྄ฏᶅࣉ Ҫɹ࣏ݑᶌ� த௶ɹᶌ�
தଜɹതᶇ� ɹӫ二ᶆ� ɹపᶆ� ށɹमᶈ�
ഡϊɹٛ高ᶋ� ၱඌɹਔᶄ� �ᶃߒɹխڬ ྛɹᶇ�
൪ɹਗ਼ಙᶄ� �金ɹるඒᶃٱ ฏɹᶅ� �ɹจᶌݹ
�ɹᶆڮݹ �ᶃلɹխߐࡉ ಎ口ɹໜᶆ� ಎ口ɹथᶃ�
ງඌɹխلᶆ� ງ೭上ɹୖᶃ� দҪɹᶃ� ١子ɹߒ೭ᶄ�
�ɹོଇᶄࢬࡾ �ɹਗ਼ଠᶃࡍߔ ೆɹາᶊ� �ᶈ߂ɹٛྠࡾ
ଜඌɹ༿子ᶄ� ຊྛɹਖ਼थᶇ� ༄⅖ɹޢᶃ� �ӽɹୢ༤ᶌࢁ
�ɹᶄࠊࢁ �ኍᶉګԼɹࢁ ԣాɹ守ᶌ� ٢ɹؽᶅ

飛驒信用組合飛驒信用組合

૯બڍ·Ͱͷखଓ͖

信
用
組
合
と
総
代
会
制
度
に
つ
い
て

（�）૯代のظ・定
・૯代のظ�です。
・૯代の定���໊Ҏ上���໊Ҏで、営業۠の組合һにԠじて各۠ごͱに定ΊらΕております。
なお、ྩ ��݄�日ࡏݱの૯代���໊です。

（�）૯代のબ出ํ法
・૯代組合һで͋る ͱ͜がલ提݅で͋り、各۠ຖにཱީิしたํもし͘ ۠の組合һ��໊Ҏ上からਪનさ
Εたํのதから、ͦ の۠に属する組合һにΑりެฏにબڍを行いબ出さΕます。�
なお、૯代ީิऀのが当֘۠における૯代定を͑ない合、ͦ のީิऀを当બऀͱして投ථ行って
�おりまͤん。

৴༻߹ɺ߹һͷ૬ޓැॿͷਫ਼ਆΛجຊཧ೦ʹɺۚ ༥׆ಈΛ௨ͯ͡ࡁܦతҐͷ্ΛਤΔ͜ͱΛతͱͨ͠
�Ͱ͢ɻؔػಉ߹৫ͷۚ༥ڠ � �
·ͨɺ৴༻߹ʹɺ߹һͷ૯ҙʹΑΓ߹ͷҙࢥΛܾఆ͢ΔؔػͰ͋Δʮ૯ձʯ͕ ઃ͚ΒΕ͓ͯΓɺ߹һग़ࢿ
ͳؔʹޱ Ұ͘ਓҰථͷܾٞٴݖͼબݖڍΛͪ࣋ɺ૯ձΛ௨ͯ͡৴༻߹ͷܦӦʹࢀՃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
͔͠͠ɺ߹ɺ߹һ����� ʢ໊ྩ��݄ʣͱେมଟ͘ɺ૯ձͷ։্࣮ࣄ͕࠵ෆՄͳͨΊɺதখۀاڠ
ಉ߹๏ٴͼఆͷఆΊΔͱ͜ΖʹΑΓʮ૯ձʯΛઃஔͯ͠ ͍·͢ɻ
૯ձɺ૯ձͱಉ༷ʹ߹һҰਓͻͱΓͷҙ͕ࢥ৴༻߹ͷܦӦʹө͞ΕΔΑ͏ɺ߹һͷத͔Βదਖ਼ͳख
ଓ͖ʹΑΓબ͞ڍΕͨ૯ʹΑΓӡӦ͞ΕΔ߹ͷߴ࠷ҙܾࢥఆؔػͰ͢ɻ૯ձͰɺܾ ಈͷ׆ۀࣄࢉ
ใߦ͕ࠂΘΕΔͱͱʹɺ༨ۚॲɺܭۀࣄըͷঝೝɺఆมߋɺཧࣄɾࣄͷબͳͲɺ߹ͷॏཁ߲ࣄʹؔ
͢Δ৹ ɾܾٞ ΘΕ·͢ɻߦ͕ٞ
૯ɺ߹һͷදͱͯ͠ ɺ૯ձΛ௨ͯ͡߹һͷ৴༻߹ʹର͢ΔҙݟཁΛ৴༻߹ܦӦʹөͤ͞Δ
ॏཁͳׂΛ୲͍ͬͯ·͢ɻ� � � �
߹Ͱɺ૯ձʹݶఆ͢Δ͜ͱͳ͘ɺৗͷӦ׆ۀಈͳͲΛ௨ͯ͡ɺ૯߹һͱͷίϛϡχέʔγϣϯΛେ
ʹ͠ɺ͞ ·͟·ͳܦӦվળʹऔΓΜͰ͍·͢ɻ�

ୈظ��（ྩ݄̒̐ 日̍からྩ݄̓̏̏̍ 日まで）事業ใࠂ、ି आର照දならͼにଛӹࢉܭ書ใࠂの݅報告事項

決議事項 ୈ ߸̍ٞҊɹୈظ��༨金ॲҊঝೝの݅
ୈ̎߸ٞҊɹୈظ��һ༩څࢧの݅
ୈ̏߸ٞҊɹୈظ��事業ܭըおΑͼऩࢧ༧ࢉҊঝೝの݅
ୈ̐߸ٞҊɹཧ事おΑͼ事のظຬ了に͏બڍの݅
ୈ̑߸ٞҊɹୀһにରするୀ৬Қ࿑金ଃఄの݅

ྩ��݄��։࠵ͷୈظ��௨ৗ૯ձʹ͓͖·ͯ͠ɺ࣍ͷใࠂͳΒͼʹܾ͕߲ٞࣄٞ͞Εɺܾ ɺ͍ͦͯͭʹ߲ࣄٞ Εͧ
ΕݪҊͷͱ͓ΓՄ ɾܾঝೝ͞Ε·ͨ͠ɻ

総代会（最高意思決定機関）総代会（最高意思決定機関）総代会（最高意思決定機関）

総　代総　代総　代

出੮

組合員

౼ٞ 組合ܦ営の
ҙࢥ決定

出資・預金・
༥資などཱީิ ਪનཱީิ ਪન

૯બڍ

（�）໊ࢯの後にबճをࡌهしております。�ɹ（�）बճが��ճҎ上ͱなる合ᶌでදࣔしています。

ӬҪɹળٱᶌ� ɹխᶆ� લɹढ़ᶉ� ਫ口ɹ੪ᶈ�
தഡɹٱᶆ� தɹ৳Ұᶆ� Ҵ子ɹ༤ᶈ� هɹਖ਼ٛᶃ�
দ༿ɹޛᶅ� ԕࢁɹやͱᶅ

Ԟɹᶋ� 加౻ɹউᶃ� Տ上ɹྰᶋ� �ຊɹॏ༤ᶃࡔ
高ాɹ๛ᶋ� ాౢɹږᶄ� �ᶌࠀຊɹڮ �口ɹਖ਼Ұᶌࢁ
Ԟాɹय़ᶃ� ํɹޫҰᶃ� 上ɹҰٱᶄ

੨ɹ༟Ұᶃ� ాɹত二ᶉ� ాɹཧՂ子ᶃ� 上ɹ๕ᶉ�
�ɹཧᶇؙڇ খాɹᶇ� ദɹത行ᶅ� �ɹರ子ᶃו
ଜɹҏࠤ༤ᶄ� Ոɹ༤ᶇ� ۨɹᶃ� ᜊ౻ɹໜलᶋ�
ᜊ౻ɹൟᶄ� �ᶅ߂上ɹࡔ ਿӜɹਔ࢘ᶄ� ాۙɹ๛Ұᶈ�
ాۙɹਖ਼ӳᶆ� ాதɹཁᶇ� ాதɹ元ᶈ� ୩口ɹ利ᶌ�
୩ᬒɹ๕߂ᶌ� �ᶉɹਗ਼ࠊٶ ٢Ҫɹӳ٢ᶋ� 加౻ɹ݈ᶃ�
端ɹ߂ଇᶊ� ᷤ口ɹതᶃ� ᢠࡔɹߒ߁ᶅ� ਗ਼ਫɹতೆᶌ

۠ࢁߴ
૯ఆ� �1໊
૯� �0໊

બ۠ڍ ૯໊ࢯ

େ۠
૯ఆ� 10໊
૯� 10໊

٢۠
૯ఆ� 11໊
૯� 11໊

બग़બग़

（শུܟ）

ೆ٢۠
૯ఆ� 2�໊
૯� 2�໊

組合һの
ҙूݟ

৬ۀผ

ผ

法人һ 96.15%

��代 33.85%

業 18.46%

ӡ༌業 3.08%

個人 0.77%0.77%0.77
��代ҎԼ 22.30%

ઃ業ݐ 28.46%

業 1.54%

個人 0.77%0.77%0.77
छผۀ

総代候補者の公告

当選者の公告

候補者の届出 ● 立候補 ● 推薦

公  告 ● 選挙区別の総代定数
● 選挙期日　投票時間

● 選挙人名簿の縦覧開始
● 投票場所

ީิऀͷ͕ఆҎͷબ۠ڍ ީิऀͷ͕ఆΛ͑Δબ۠ڍ

ථແථબ

બ

個人事業ओ 3.08%

��代 33.08%

Է売・খ売業 22.31%

3.85%
電ؾ・Ψス・
供څ・ਫಓ業

��代Ҏ上 10.77%0.77%0.77
不動࢈業 5.38%

16.15%
各種
サービス業

�Ҫɹ༞հᶄߥ Ҫ口ɹେีᶃ� ాɹࡾଠᶉ� ҏ౻ɹਖ਼ོᶅ�
ҪϊԼɹ༤ࢤᶄ� �ຊɹਖ਼थᶅؠ Ҫ保࿊ɹୡ行ᶉ� �ᶇ࣏ɹ༐ాؠ
େԼɹਖ਼ᶈ� খּݪɹॱከᶌ� খௗɹᶆ� 加լߐɹහޫᶌ�
֟Լɹᶋ� ּɹໜᶃ� ଜɹ߶࣏ᶇ� ଜɹ༤ᶇ�
ށɹୢҰᶃ� ଜɹᶈ� �ɹએᶌࠇ �Ұᶌߞέ୩ɹ܂
Ⴒాɹኍتᶅ� খɹ༐ᶌ� খ༢ɹܟᶄ� �ɹ信ᶆࡖ
�೭上ɹ݈Ұᶉࡔ �ຊɹએਖ਼ᶄࡔ �ɹ༞հᶄ౻ࠤ ౡɹྑ໌ᶄ�
ౢాɹູᶉ� ౡϊ上ɹ੩ᶉ� ਗ਼ਫɹಞᶄ� ਗ਼ਫɹฏᶆ�
Լౡɹګฏᶅ� Լాɹಙᶃ� Լാɹ了ࡾᶆ� ᮫ɹͻΖΈᶃ�
ɹଙീᶌ� ాɹߞҰᶈ� ా口ɹ༃߶ᶈ� ాதɹྑฏᶌ�
ాதɹٱᶈ� ୩口ɹۍᶅ� ୩ࠊɹ߁ᶌ� ௩ാɹ৳Ұᶌ�
ɹກᶈ� �ɹ྄ฏᶅࣉ Ҫɹ࣏ݑᶌ� த௶ɹᶌ�
தଜɹതᶇ� ɹӫ二ᶆ� ɹపᶆ� ށɹमᶈ�
ഡϊɹٛ高ᶋ� ၱඌɹਔᶄ� �ᶃߒɹխڬ ྛɹᶇ�
൪ɹਗ਼ಙᶄ� �金ɹるඒᶃٱ ฏɹᶅ� �ɹจᶌݹ
�ɹᶆڮݹ �ᶃلɹխߐࡉ ಎ口ɹໜᶆ� ಎ口ɹथᶃ�
ງඌɹխلᶆ� ງ೭上ɹୖᶃ� দҪɹᶃ� ١子ɹߒ೭ᶄ�
�ɹོଇᶄࢬࡾ �ɹਗ਼ଠᶃࡍߔ ೆɹາᶊ� �ᶈ߂ɹٛྠࡾ
ଜඌɹ༿子ᶄ� ຊྛɹਖ਼थᶇ� ༄⅖ɹޢᶃ� �ӽɹୢ༤ᶌࢁ
�ɹᶄࠊࢁ �ኍᶉګԼɹࢁ ԣాɹ守ᶌ� ٢ɹؽᶅ

飛驒飛驒飛驒信用組合信用組合信用組合

૯બڍ·Ͱͷखଓ͖

信
用
組
合
と
総
代
会
制
度
に
つ
い
て
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総代会制度

総代の任期・定数および選出方法

総代会の決議事項等

総代の選挙区・定数・総代数・総代氏名

総代の属性別構成比

（令和7年7月1日現在）
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当組合では、理事全員及び監事全員（ඇৗۈをؚΉ）の報ु体系を開示しております。
対員に対する報ु等は、職務ࣥߦの対価として支払う「ج本報ु」及び「༩」、ࡏ期間中の職務ࣥߦ及びಛ別ޭ
࿑の対価としてୀ時に支払う「ୀ職Қ࿑金」で構成されております。

当組合にお͚る報ु体系の開示対となる「対職員等」は、当組合のඇৗۈ員、当組合の職員であͬて、対
員が受͚る報ु等と同等額Ҏ上の報ु等を受͚るऀのうち、当組合の業務及び財産の状況にॏ要な影響
を༩͑るऀをいいます。
なお、ྩ �年度において、対職員等に該当するऀはいませんでした。

（�）ใुମܥの֓ཁ

（�）һにରするใु

ʲجຊใुٴͼ༩ʳ
ඇৗۈをؚΉ全һのجຊใुٴͼ༩にͭきまして、૯代会において、ཧ事全һٴͼ事全һͦΕͧΕのࢧ
૯ֹの࠷高ݶֹを決定しております。
ͦの͏͑で、各ཧ事のجຊใुֹにͭきましてҐやࡏ等を、各ཧ事の༩ֹにͭいてલの業
等をͦΕͧΕצҊし、当組合のཧ事会において決定しております。
また、各事のجຊใुֹٴͼ༩ֹにͭきまして、事のٞڠにΑり決定しております。
ʲୀ৬Қ࿑金ʳ
ୀ৬Қ࿑金にͭきまして、ࡏظ間தにຖظҾ当金をܭ上し、ୀ時に૯代会でঝೝをಘた後、ࢧっております。

（�）ͦ のଞ
き、ใु等にؔする事߲でͮج定にنଇୈ��ୈ�߲ୈ�߸等のن行ࢪಉ組合にΑる金༥事業にؔする法ڠ」
͋って、信用ڠಉ組合等の業のӡ営ຢ࢈ࡒのঢ়گにॏཁなӨڹを༩͑るものͱして金༥ிがผに定Ίる
ものを定Ίる݅」（ฏ���݄��日金༥ிࣔࠂୈ��߸）ୈ�ୈ�߲ୈ�߸ٴͼୈ�߸に֘当する事߲͋りま
ͤん。

（�୯Ґɿඦສԁ�）

63
16
79

88
18

106

総 代 会

理 事 会

非常勤理事

ৗۈ理事会

監 事 会

非常勤監事

常勤監事

理事長

ཧࣄ

ࣄ

合ܭ

۠  当期தͷใुࢧ額 総ձͰ定ΊらΕͨใुݶ額 ࠨ�ɽ ଇୈ��ن行ࢪಉ組合にΑる金༥事業にؔする法ڠ、ه
������ �ผ༷ࣜࢴୈ�߸「ෟ属໌ࡉ書」におけるһにରするใुです。
�ɽࢧ人、ཧ事�໊、事�໊です。
ࠨ�ɽ 。用人݉ཧ事のใुؚまΕておりまͤんにه
�ɽ用人݉ཧ事�໊の用人のใ （ु༩をؚΉ）、
������ ���ඦສԁです。
ࠨ�ɽ 、ったһୀ৬Қ࿑金ཧ事�ඦສԁࢧҎ֎にه
������ �事�ඦສԁです。

�ɽର৬һ等に、ظதにୀ・ୀ৬したऀもؚΊております。
�ɽ「ಉ等ֹ」、ྩ �にରһにࢧったใु等のฏֹۉͱしております。
�ɽ当組合の৬һのڅ༩、༩ٴͼୀ৬金当組合における「څ༩نఔ」ٴͼ「ୀ৬څ༩نఔ」にͮجきࢧっております。なお、当組合、ඇ営利・૬ޓැॿのڠಉ

組合組৫の金༥ؔػで͋り、業࿈動ܕのใुମܥを取入Εたࣗࣾの利ӹを上͛る͜ͱや株Ձを上͛る͜ͱに動ͮػけさΕたใुͱなっていないたΊ、৬һ
がաなリスクςイクをҾき͜ىすใुମܥ͋りまͤん。

（
令
和
�
年
�
月
��
日
現
在
）

˔ձࠪܭਓͷ໊ࢯຢ໊শɹɹ&:৽ຊ༗ݶࠪ๏ਓ���（ྩ�年�݄��ࡏݱ）

ཧɹ事ɹ

ৗ  ཧ 事

ৗ  ཧ 事

ৗ ۈ ཧ 事

େݪɹ

খ༢ɹঢ

ాɹ༃࢙

Տɹળത

ৗ ۈ ཧ 事

ৗ ۈ ཧ 事

ৗ ۈ ཧ 事

ඇৗۈཧ事

େ௶ɹַ༸

ޫլɹۉ

தҪɹণ

໊上ɹହ

ඇৗۈཧ事

ඇৗۈཧ事

ඇৗۈཧ事

ඇৗۈཧ事

ຸ୩ɹխ

出Ҫɹߒथ

લాɹࠀ

ɹਖ਼

ৗ ۈ  事

ඇৗۈ事

ඇৗۈ事
	һ֎ 
ɹ

ా口ɹయஉ

上ྛɹࡾ子༤

ɹྑհ

当組合は、職員出ऀҎ外の理事�໊のܦӦࢀըにΑり、Ψバφンスの上組合員のҙ見のଟ໘的なөにめております。

総 務 部

資金経理部

融 資 部

経営企画部

事 務 部

リスク統括部

総 　 務 　 ՝

ਓ 　 事 　 ՝

ܦ 　 理 　 ՝

資 　 金 　 ՝

融 　 資 　 ՝

管 　 理 　 ՝

事 業 支 ԉ ՝

ίンプライΞンス՝

お٬༷૬ஊࣨ

リスク管理՝

監 査 部 監 　 査 　 ՝

本 ళ Ӧ 業 部

ݹ  支 ళ

ਆ Ԭ 支 ళ

ࣣ  ொ 支 ళ

ࢁ Ԧ 支 ళ

͚͖௨り支ళ

中 ࢁ 支 ళ

দ ହ ࣉ 支 ళ

国  支 ళ

౦ ࢁ 支 ళ

 ࢁ 支 ళ

 ݹ  支 ళ

ੴ Ӝ 支 ళ

高ߍલ支ళ

ࡾ  ࣉ 支 ళ

୮生出ுॴ

常務理事

常勤理事

˔һҰཡ���（ྩ�年�݄��ࡏݱ）

ϝ ー ル ՝

事 務 統 ׅ ՝

デジλルਪਐ՝

事 務 ू 中 ՝

ϒランυίϛϡχέーション՝

Ӧ 業 統 ׅ ՝

ا 　 ը 　 ՝

1 対象役員

2 対象職員等

組
織
図
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　ۀ 内　容 特　色

"� 預金ۀ (Ř) ༬ۚ
࠲༬ۚɺී௨༬ۚɺ௨༬ۚɺఆظ༬ۚɺఆۚੵظɺผஈ༬ۚɺೲ੫४උ༬ۚΛ 
औѻ͓ͬͯΓ·͢ɻ

#� ିग़ۀ
(Ř) ି खିܗɺূॻିٴͼି࠲ӽΛऔѻ͓ͬͯΓ·͢ɻ

(Ɓ) खܗͷׂҾ ۀखܗͷׂҾΛऔѻ͓ͬͯΓ·͢ɻ

$� ༗Ձূ݊ചങۀ Γ·͢ɻ͓ͯͬߦΛۀͷചങ࠴ڞެ࠴ࠃ

%� ༗Ձূ݊ۀࢿ ༬ۚͷࢧ४උٴͼۚࢿӡ༻ͷͨΊ࠴ࠃɺํ࠴ɺࣾ࠴ɺࣜגɺͦͷଞͷূ݊ʹ͓ͯ͠ࢿΓ·͢ɻ

&� 内ࠃҝସۀ ૹۚҝସɺৼ͓ࠐΑͼۚऔཱͳͲΛ͓ͯͬߦΓ·͢ɻ

'� ۀҝସࠃ֎ શࠃ৴༻ڠಉ߹࿈߹ձͷऔۀ࣍ͱͯ͠ɺ֎ࠃૹۚͦͷଞ֎ࠃҝସʹؔ͢Δ֤छۀΛ͓ͯͬߦΓ·͢ɻ

(� ۀͼొٴडୗ࠴ࣾ औѻ͓ͬͯΓ·ͤΜɻ

)� 金༥ઌऔҾͷडୗۀ औѻ͓ͬͯΓ·ͤΜɻ

*�ਵۀ

(Ř)࠴ͷอূۀ

(Ɓ)༗Ձূ݊ͷିۀ

(Ű) ۀ࣍ͷืूͷऔ࠴ࠃͼҾडٴͷҾड͚࠴ࠃ

(Ŭ)ཧۀ

(B) શࠃ৴༻ڠಉ߹࿈߹ձɺ᷂߹தԝۚݿɺ᷂ຊۚࡦ༥ެݿɺ(独)ࢱҩྍߏػɺ
(独)தখجۀا൫උߏػɺ(独)ॅۚ༥ࢧԉߏػɺۚੵཱۚཧӡ༻(独)ͷཧିۀ

(C)ಠཱߦ๏ਓۈ࿑ऀୀ৬ۚߏػࡁڞͷཧళۀ

(D)ຊۜߦͷࡀೖ෮ཧళۀ

(Ŵ)ํެஂڞମͷެۚऔѻۀ

(ų)ࣜגۚࠐͷडೖཧۀٴͼࣜגۚͷࢧཧۀ

(Ū)อޢ༬Γٴͼିۚۀݿ

(ŧ)৴ୗۀͷཧຢഔհۀ

(ž)อܖݥͷక݁ͷཧຢഔհۀ

(ŭ)ిهݖ࠴ࢠۀʹΔۀ

種　類 内容と特色 お預入期間 お預入金額お預入期間 お預入金額

ྲྀ
ಈ
ੑ
༬
ۚ

当座預金 ձࣾళͷࡁܾۚࢿʹɺखܗɾখखΛ͝ར༻͍ͨͩ͘͜ ͱʹΑΓɺۚݱΛѻ͏ݥةख͕ؒল͚Δػ
తͳ༬ۚͰ͢ɻ

ग़͠ೖΕ
ࣗ༝

1ԁҎ্

普通預金 ࣗ༝ʹग़͠ೖΕ͕Ͱ͖ɺڅྉۚͷ͓डऔΓɺެ Λ͡Ίɺ֤ࢧྉۚͷࣗಈڞ छ࠲ޱৼସʹ͝ར༻
͍͚ͨͩ·͢ɻ

無通帳普通預金 
「Web pass」

௨ாΛൃ͢ߦΔ͜ͱͳ͘ɺओʹ"5.ΠϯλʔωοτόϯΩϯάΛ௨͓ͯ͡औҾ͍ͨͩ͘ී௨༬ۚͰ
͢ɻ௨ாΛൃ͠ߦͳ͍ͨΊɺϖʔύʔϨεͰڥʹ༏͘͠ɺฆ ɾࣦ౪ͷ৺هாɾ܁ӽཧ͕ෆཁ
ͱͳΓ·͢ɻ

総合口座 ͷ௨ாʹී௨༬1 ɾۚఆظ༬͕ۚηοτ͞ΕɺlஷΊΔɾ৩ ɾ͢ࢧ ɾ͏आΓΔɾडऔΔzͷ5ͭͷػΛඋ
͍͑ͯ·͢ɻڅྉۚͷ͓डऔΓɺެ ͷ΄͔ɺΩϟογϡΧʔυ͝ར༻͍͚ͨͩ·͢ɻࢧྉۚͷࣗಈڞ

ఆ
ظ
༬
ۚ

スーパー定期 1ઍສԁະຬͷ༨༟ۚࢿͷӡ༻ʹదͨ͠༬ۚͰ͢ɻݸਓͷํෳརܕͷऔѻ͍ՄͱͳΓ·͢ɻ
1͔݄Ҏ্
5Ҏ

100ԁҎ্

大口定期 1ઍສԁҎ্ͷ·ͱ·ͬͨۚࢿͷӡ༻ʹదͨ͠༬ۚͰ͢ɻࢢۚརͷಈΛج४ʹۚར͕ܾఆ͞Εɺຬظ
͝߹ʹ߹Θͤͯࣗ༝ʹઃఆͰ͖·͢ɻ

1,000ສԁ 
Ҏ্

年金定期 ߹ͰۚΛ͓डऔΓͷํ͕͝ར༻͍͚ͨͩ·͢ɻ(༏۰ۚར) 1ɺ2ɺ
3

֤100ສԁ 
Ҏ

ఆ
ظ
ੵ
ۚ

さるぼぼコイン
定期積金 ͞Δ΅΅ίΠϯΛ͝ར༻ͷํ͓ΑͼͦͷՈͷํ͕͝ར༻͍͚ͨͩ·͢ɻʢ༏۰ۚརʣ 1Ҏ্ 

7Ҏ
10,000ԁ 

Ҏ্

みらい ༧ఆͷํ͕͝ར༻͍͚ͨͩ·͢ɻڅத·ͨडڅಐखΛडࣇ߹Ͱ͕ऀޢҎԼͷํͰอࡀ15
(༏۰ۚར)

2Ҏ্ 
7Ҏ

5,000ԁҎ্
90,000ԁҎ

༬ۚ

छɹྨ ༰ͱಛ৭ ͝༥ֹۚࢿ ͝༥ؒظࢿ

個
人
ロ
ー
ン

ॅϩʔϯ
ʣܕఆۚརબݻ	
	มಈۚརܕʣ

ॅ新ங΄か、૿ վங・தॅݹߪ入・ݐ売ॅߪ入・ॅ用ߪ入
おΑͼॅϩーンのआ等にご利用いたͩけます。 高̍ԯԁ࠷

��࠷
	保証きの合
（��࠷

ੜ׆Ԡԉ
ϦϑΥʔϜϩʔϯ ॅのリフォーϜにご利用いたͩけます。 �高࠷���ສԁ ��࠷

ੜ׆Ԡԉ
ϚΠΧʔϩʔϯ ࣗՈ用ࣗ動ंߪ入、ं 。証取ಘ等にご利用いたͩけますڐやमཧඅ用の΄か໔ݕ �高࠷���ສԁ ��࠷

ϩʔυαʔϏε
ϚΠΧʔϩʔϯ

ࣗՈ用ࣗ動ंߪ入、ं 。証取ಘ等にご利用いたͩけますڐやमཧඅ用の΄か໔ݕ
ϩードサービスがଳさΕます。 �高࠷���ສԁ ��࠷

ੜ׆Ԡԉ
ֶϩʔϯ 入ֶ金やत業ྉのおࢧい等、お子さまのڭҭ資金にご利用いたͩけます。 �高࠷���ສԁ ��࠷

νϟϯε
ҭϩʔϯʣڭܕۃ	

入ֶ金やत業ྉのおࢧい等、お子さまのڭҭ資金にご利用いたͩけます。
。間தඞཁな時にඞཁなͩけおआ入Εいたͩけますظֶࡏ 高���ສԁ࠷ बֶऀのظֶࡏ間

ʴ�ϱ݄Ҏ

ੜ׆Ԡԉ
ଟతϩʔϯ 資金్が໌֬な、ੜ׆にؔΘる༷ʑなతにご利用いたͩけます。 �高࠷���ສԁ ��࠷

ϑϦʔϩʔϯʮνϣΠεʯ తをݶ定ͤͣにご利用いたͩけます。
8FCܕ݁の合、おਃ込Έから༥資࣮行までདྷ店不ཁです。 高���ສԁ࠷ ��࠷

εϐʔυϩʔϯ తをݶ定ͤͣにご利用いたͩけます。
8FCܕ݁の合、おਃ込Έから༥資࣮行までདྷ店不ཁです。 高���ສԁ࠷ ��࠷

͓·ͱΊϩʔϯ��00 తをݶ定ͤͣにご利用いたͩけます。 高���ສԁ࠷ ��࠷

ϦόʔεϞʔήʔδϩʔϯ ๛かな後ੜ׆のたΊ、資࢈を༗ޮ׆用できます。
終まで、ごܖのൣғで෮してご利用いたͩけます。

�高࠷���ສԁ
	不動࢈୲保ཁ） 終まで

γϧόʔϩʔϯ シχアϥイフのॆ࣮をお手いいたします。 高���ສԁ࠷ ��࠷

ΧʔυϩʔϯΞϥΧϧτ 専用カードでおҾき出しができ、ごܖのൣғで෮してご利用いたͩけます。
ຖ݄ご利用残高にԠじてҰ定ֹのฦ済がඞཁͱなります。

高���ສԁで࠷
�コースからબ

間�ظܖ
	ࣗ動ߋ新）

ҭΧʔυϩʔϯ̡̮̚ڭ ̡ 専用カードでおҾき出しができ、ܖのൣғで෮してご利用いたͩけます。
入ֶ金やत業ྉのおࢧい等、お子さまのڭҭ資金にご利用ͩ͘さい。

高���ສԁで࠷
�コースからબ

बֶऀのظֶࡏ間
�ɹϲ݄Ҏ

事
業
者
向
け

ׂҾखܗ 商業手ܗのਝな資金Խにご利用いたͩけます。 ʕ ʕ

खିܗ 。ӡస資金にご利用いたͩけますظ入資金・買ֻ金決済等、 ʕ ʕ

ূॻି ظのઃඋ資金またӡస資金にご利用いたͩけます。 ʕ ʕ

ି࠲ӽ ごܖのൣғで෮してご利用いたͩけます。 ʕ ʕ

๏ਓ͚Ϗδωεϩʔϯ
ňόοΫΞοϓʯ

株ࣜ会ࣾクレデΟηκンの保証き法人専用ϩーンです。
ӡస資金・ઃඋ資金ٴͼआ替資金にご利用いたͩけます。 高���ສԁ࠷ ��࠷

ΞάϦαϙʔτϩʔϯ 株ࣜ会ࣾ日ຊࡦ金༥ެ庫の信用ิスキーϜを利用した商品です。
業ܦ営にඞཁなӡస資金・ઃඋ資金にご利用いたͩけます。 �高࠷���ສԁ ӡస資金࠷�

ઃඋ資金࠷��

ϏδωεΧʔυϩʔϯ 。会の保証きカードϩーンですڠ信用保証ݝෞذ
ごܖのൣғで෮してご利用いたͩけます。 �高࠷���ສԁ �

தখۀاձ׆ܭ༻ϩʔϯ
	ି࠲ӽʣ

ňதখا業の会ܭにؔするجຊཁྖ」をద用し、దなࡒใの։ࣔに取り組Ή
தখا業のօさまをԠԉします。 高�ԯԁ࠷ �（ࣗ動ߋ新）

༥ࢿ

छɹྨ ༰ͱಛ৭

ۀ݊ূ 投資信託・個人向け国債・新窓販国債の窓口販売を行っております。

อۀݥ 医療保険・火災保険等、各種保険商品を取扱っております。

ؒۚݿ 当組合の営業時間終了後でも、お客さまの売上金等をお預かりし、翌営業日にご指定の口座に入金します。

ݿۚି 預金証書・株券・権利証・貴金属などを金庫で安全に保管し、盗難・火災など不慮の事故からお守りいたします。

σϏοτΧʔυαʔϏε 当組合のキャッシュカードで、ジェイデビット加盟店でのお買物代金を、お客さまの預金口座から決済します。

ΠϯλʔωοτόϯΩϯά パソコン・スマートフォンを利用して、預金の残高照会や入出金照会・振込・振替等の資金移動ができるサービスです。

ͻͩ͠ΜͰΜ͍͞αʔϏε 法人インターネットバンキングを通じて「でんさい」をご利用できるサービスです。

͞Δ΅΅ίΠϯαʔϏε 専用アプリにて二次元コードを用いた電子決済をご利用できるサービスです。

ඈḯ৴༻߹ϖΠϝϯταʔϏε クレジットカード、電子マネー等の決済手段（端末）を提供するサービスです。

ͦͷଞɾαʔϏε

˔主要な事業の内容˔主要な商品・サービス

˔主要な商品・サービス
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ৼࠐखྉ

ແྉ ແྉ
330ԁ
220ԁ

3ສԁҎ্
3ສԁະຬ

ΠϯλʔωοτόϯΩϯά
ϑΝʔϜόϯΩϯά

̍ɽຊදͷखྉྩ77݄1ࡏݱͰ͢ɻɹ̎ɽ֤ खྉ੫ࠐՁ֨ͷද ʢࣔ૯ֹදࣔʣͱͯ͠ ͓Γ·͢ɻ

˞1  จॻѻ͍ɺଳ͕݅͞Ε͍ͯΔ߹ʹݶΓ·͢ɻ
()߹һͷํͰग़ࢿۚͷ͝ೖۚ࠲ޱऔҾళҎ֎Ͱड·ͨαʔϏεΛར༻͞Ε·͢ͱɺ
        ߹һͷஅ͕Ͱ͖ͳ͍߹͕͍͟͝·͢ͷͰɺ૭ޱ͓ਃ͠ग़͍ͩ͘͞ɻ

ɾখखͳͲ༣ૹରԠ͕ඞཁͳͷܗѼͷखؔػՃ͠ͳ͍ۚ༥ࢀʹॴަࢠి  1˞

૭ޱ

ແྉ

ແྉ

ແྉ

ແྉ

ແྉ

ແྉ ແྉ

ແྉ

ৼࠐ��ख��ྉ
߹Ѽଞۚ༥ؔػѼ

ి৴ ಉҰళ ຊࢧళ

߹һͷํ

߹һҎ֎
ͷํ

߹һͷํ

߹һҎ֎
ͷํ

จॻѻ͍

ఆֹࣗಈૹۚ

̖̩ ̢

3ສԁҎ্
3ສԁະຬ

770ԁ
550ԁ
880ԁ
660ԁ
660ԁ
440ԁ

440ԁ
220ԁ

220ԁ
110ԁ

660ԁ
440ԁ
770ԁ
550ԁ
770ԁ
550ԁ

3ສԁҎ্
3ສԁະຬ
3ສԁҎ্
3ສԁະຬ
3ສԁҎ্
3ສԁະຬ
3ສԁҎ্
3ສԁະຬ
3ສԁҎ্
3ສԁະຬ

ͦͷଞҝସखྉ

ۚऔཱखྉ

ͦͷଞखྉ

߹Ѽʢࣗళɾຊࢧళʣ

߹Ҏ֎ͷۚ༥ؔػѼ

߹Ҏ֎ͷۚ༥ؔػѼͷݸผऔཱ 

ෆखܗฦ٫ྉ

औཱखܗྉ

औཱखܗళ಄ఄࣔྉ

ૹ ɾۚৼࠐͷྉ

ແྉ

660ԁ

1,100ԁ

1,100ԁ

1,100ԁ

1,100ԁ

1,100ԁ

ؔ࠲࿈खྉ
(50ຕ௲Γ)͖ͭʹ1
(25ຕ௲Γ)͖ͭʹ1

ׂොൢച௨ॻ1௨ʹ͖ͭ
1ຕʹ͖ͭ
1ຕʹ͖ͭ

খखா
ଋखܗா�
ॺ໊ొ
ॺ໊ొมߋ�
Ϛϧઐ࠲ޱ։ઃ
Ϛϧઐखࢴ༺ܗ
ߦѼখखൃݾࣗ

660ԁ
440ԁ

5,500ԁ
2,200ԁ
3,300ԁ

550ԁ
550ԁ

֤छαʔϏεखྉ�ʢ݄ؒ࠲ޱҡ࣋ཧجຊखྉʣ

ਓΠϯλʔωοτόϯΩϯάݸ

๏ਓΠϯλʔωοτόϯΩϯά
ϑΝʔϜόϯΩϯά

૯߹ৼࠐɺৼࠐɾৼସɺরձ
ৼࠐɾৼସɺরձ
ৼࠐɾৼସɺরձ
রձ

2,200ԁ
1,100ԁ

220ԁ
ແ ྉ

1݅ʹ͖ͭ
1݅ʹ͖ͭ
1݅ʹ͖ͭ

330ԁ
220ԁ
220ԁ

༥ؔࢿ࿈खྉ

˞1  ূॻି্܁ঈؐखྉɺ༥ߦ࣮ࢿ͔Β̐ϱ݄Ҏͷ্܁ঈؐ·ͨɺॳआೖֹ͕ۚ
ɹ    40ສԁҎԼແྉͱ͠·͢ɻͳ͓ɺརଉ੍ݶ๏ʹΑΓɺ্ खྉΛ໔আ͢Δ߹͕͍͟͝·͢ɻه
ɹ    ৽ن༩৴ʹΑΔ্܁ฦࡁ෦ͷঈؐखྉແྉͱ͠·͢ɻ
() ཧିɾอূିʹ͍֤ͭͯอূձࣾͷఆΊʹΑΓ·͢ɻ
() ಉ࣌ʹෳͷखྉ߲͕ൃੜ͢Δ߹ɺ࠷͍ߴखྉͷΈͱͳΓ·͢ɻ

融資条件変更手数料
固定選択型住宅ローン更新時、固定金利再選択手数料
保証書発行手数料（支払承諾保証書）

ෆಈ࢈୲อ
खྉࣄ

ಈ ࢈ ୲ อ
खྉࣄ

ূॻି
ঈ্ؐ܁
खྉ˞1

Ճ୲อઃఆ ̍ճʹͭ ʢ͖ॅϩʔϯআ͘ʣ
͖ͭʹɹ ̍ճߋֹมۃ
ࠜݖͷຣফɹ̍ճʹ͖ͭ

ઃఆֹ2,000ສԁҎԼ
ઃఆֹ2,000ສԁ
ॅϩʔϯ

৽ن୲อઃఆ
̍݅ʹ͖ͭ

Ұ෦্܁ঈؐ

͖ͭʹɹ̍ճߋऀม࠴
৽ن୲อઃఆ
୲อຣফ

୲อ݅ͷҰ෦ຣফɹ̍ճʹ͖ͭ
ʢऩ༻ͷ߹ແྉʣ

全
部
繰
上
償
還

 100ສԁະຬ 
 100ສԁҎ্ 300ສԁະຬ  
 300ສԁҎ্ 1,000ສԁະຬ
 1,000ສԁҎ্ 2,000ສԁະຬ
 2,000ສԁҎ্ 

33,000ԁ
55,000ԁ
33,000ԁ
33,000ԁ
11,000ԁ
11,000ԁ

11,000ԁ

11,000ԁ
55,000ԁ
11,000ԁ
11,000ԁ
22,000ԁ
33,000ԁ
44,000ԁ
55,000ԁ

શ෦্܁ঈؐʹಉ͡
11,000ԁ

5,500ԁ
1,100ԁ

˞1  ༣ૹͷ߹ɺ্ ͷଞʹ༣ૹ1௨ʹ͖ͭ460ԁ͕ඞཁͱͳΓ·͢ɻه

 ༬ೖΕͷ߹

˞2  Ұ෦ͷؒ࣌Ԇ͍ͯ͠Δ৴༻߹ʹݶΓར༻Ͱ͖·͢ɻ

ฏɹ

༵
༵
ॕɹ

利 用 時 間
ແɹྉ
ແɹྉ
ແɹྉ

ແɹྉ

相互入金提携カード当組合カード
220ԁ
110ԁ
220ԁ

220ԁ

˞2

※1

˞1  ୈ̎ํۜߦɺ৴༻ۚݿɺଞ৴༻߹ɺ࿑ಇۚݿͷΩϟογϡΧʔυΛ͍͍·͢ɻ
ɹɹʢҰ෦͝ར༻͍͚ͨͩͳ͍ۚ༥͕͋ؔػΓ·͢ɻʣ

  7�00 ʙ 8�00
  8�00 ʙ 18�00
  18�00 ʙ 21�00

  7�00 ʙ 21�00

̢̖̩ར༻खྉ�
⁞Ҿग़ͷ߹

˞1  ेۜٴ ߦͼ ӹా৴༻߹ͷΩϟογϡΧʔυΛ͍͍·͢ɻ͝ ར༻ؒ࣌ͦΕͧΕҟͳΓ·͢ɻ
˞2  Ұ෦ͷؒ࣌Ԇ͍ͯ͠Δ৴༻߹ʹݶΓར༻Ͱ͖·͢ɻ
()ΩϟογϯάఏܞΧʔυͷαʔϏε࣌ ɾؒ͝ ར༻खྉΧʔυձࣾʹΑΓҟͳΓ·͢ɻ

ฏɹ

༵
༵
ॕɹ

利 用 時 間 無料引出提携カード※1 他金融機関カード
110ԁ
ແɹྉ
110ԁ

110ԁ

220ԁ
110ԁ
220ԁ
220ԁ
220ԁ

ແɹྉ
110ԁ

110ԁ

当組合カード
˞2

˞2

  7�00 ʙ 8�00
  8�00 ʙ 18�00
  18�00 ʙ 21�00
  7�00 ʙ 8�00
  8�00 ʙ 21�00

ར༻खྉݿɾؒۚݿۚି

1,100ԁ

খʢ10 ͞ߴᶲະຬʣ
খʢ6  ͞ߴᶲະຬʣ
தʢ10 ͞ߴᶲະຬʣ
େʢ14 ͞ߴᶲະຬʣ

�ྉܖ �छ ྨ
ྉ༺ݿۚି

ࣗಈିۚݿ༻ྉ

ؒۚݿ༻ྉ

ແɹྉ
ແɹྉ
ແɹྉ
ແɹྉ

6,600ԁ
9,900ԁ

15,840ԁ
21,780ԁ
13,200ԁ

ؒ༻ྉ
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飛驒信用組合の現況
［ 令和6年4月1日～令和7年3月31日 ］

資料編 数字でみるひだしん

貸借対照表

損益計算書

剰余金処分計算書

貸借対照表に対する注記
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Ӧ指標ܦ ˔ 

主要項目の5年間の指標他

受取利息・支払利息の増減他 

使途別の貸出金残高他

有価証券の時価、評価ࠩ額等に関する事項

5
6
7
8

˔ その他

開示債権の状況

自己資本の充実の状況等について

信用リスクに関する事項

当組合おΑび子会社等の概況他
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1 HIDASHIN DISCLOSURE 2025 2HIDASHIN DISCLOSURE 2025

 貸借対照表  剰余金処分計算書 損益計算書

Պ ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ
ظະॲ༨ۚ �12030�3� 1032339�90
ɹܭ �12030�3� 1032339�90
༨ۚॲֹ �9121���� 101114�9�4
出資に対する配当金 11,218,878 11,148,974
　特別積立金 780,000,000 1,000,000,000
ӽ܁ظ࣍ ʢۚظߴʣ 20�119�� 21190�1�

Պ ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ

ʲෛ࠴ͷ෦ʳ

༬ۚੵۚ 3114�29�2 31�01�4��
　当座預金 3,659,871 3,816,670
　普通預金 85,447,009 87,894,743
　通知預金 1,674,177 2,605,704
　定期預金 213,609,585 215,712,859
　定期積金 6,785,677 5,913,889
　その他の預金 306,630 1,072,607
आ༻ۚ 1400000 －

　借入金 1,400,000 －

ͦͷଞෛ࠴ �30�9� 100�219
　未決済為替借 101,434 45,752
　未払費用 237,147 306,737
　給付補塡備金 2,910 2,678
　未払法人税等 67,839 378,100
　前受収益 21,420 26,921
　払戻未済金 3,788 3,575
　職員預り金 101,682 104,973
　金融派生商品 17,977 －

　リース債務 2,519 －

　資産除去債務 20,286 20,549
　その他の負債 53,591 116,930
༩Ҿۚ 4�9�� 491��
һ༩Ҿۚ 2�000 34000
ୀ৬څҾۚ 3��� �3��
һୀ৬Қ࿑Ҿۚ 134932 144���
ਭ༬ۚ損ࣦҾۚ �120 �149
損ࣦҾۚൃۮ 14142 1��24
࠴Ԇ੫ۚෛ܁ ��9��0 －

อূ࠴ ��90� 94�22
ෛ࠴ͷ෦߹ܭ 314�143�� 31�3���1�
ʲ७࢈ࢿͷ෦ʳ

ग़ۚࢿ 2�14�4 2�9�02
　普通出資金 281,474 279,702
ར益༨ۚ 2��9��40 2��9�149
　利益準備金 318,810 318,810
　その他利益剰余金 27,279,030 28,279,339
　　特別積立金 26,467,000 27,247,000
　　（経営基盤強化積立金） ( 2,300,000) ( 2,300,000)
　　当期未処分剰余金 812,030 1,032,339
߹һצఆ߹ܭ 2���9314 2������1
その他有価証券評価差額金 1,605,566 △ 1,994,783
ධՁɾֹࠩࢉ߹ܭ 1�0���� ˚�1994��3
७࢈ࢿͷ෦߹ܭ 294�4��1 2���30��
ෛٴ࠴ͼ७࢈ࢿͷ෦߹ܭ 3440992�� 34�2����4

（単位：円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

損益計算書に対する注記
1.	 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。なお以下の注記
については、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

2.	 子会社等との取引による収益総額	 4百万円	
	 子会社等との取引による費用総額	 0百万円
3.	 出資１口当たりの当期純利益	 1,791円 18銭

財務諸表の適正性及び内部監査の有効性

私は、当組合の令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの第 71 期の事業年度に
おける貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書（以下、「財務諸表」という。）の
適正性、及び財務諸表作成に係る内部監査の有効性を確認しております。

令和 7 年 6 月 18 日

飛　驒　信　用　組　合

理 事 長　大 原　誠

法定監査の状況

当信用組合は、協同組合による金融事業に関する法律第5条の8第3項に規定する「特定
信用組合」に該当しておりますので、通常総代会に提出される「貸借対照表」「損益計算書」
「剰余金処分計算書」等につきましては、会計監査人である「EY新日本有限責任監査法人」
の監査を受けております。

Պ ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ

ʲ࢈ࢿͷ෦ʳ

ۚݱ 1�0�129 1�03��9
༬͚ۚ ��344�34 ��2��1��
༗Ձূ݊ 1��1119�2 1��9012�0
　国債 17,553,056 17,498,604
　地方債 29,321,867 29,192,558
　社債 32,566,019 33,991,124
　株式 4,861,971 4,808,045
　その他の証券 81,809,067 81,410,947
ିग़ۚ 11��940�1 114021�1�
　割引手形 218,589 144,909
　手形貸付 3,741,360 4,079,938
　証書貸付 103,052,068 102,110,404
　当座貸越 8,782,063 7,686,362
ͦͷଞ࢈ࢿ 2�21493 2�1�4�9
　未決済為替貸 40,301 16,741
　全信組連出資金 1,378,700 1,378,700
　前払費用 － －

　未収収益 623,669 658,090
　金融派生商品 － 41,251
　その他の資産 478,822 421,706
༗ݻܗఆ࢈ࢿ 4�32�03 �00949�
　建物 1,608,485 1,986,657
　土地 2,688,884 2,700,455
　リース資産 2,519 －

　建設仮勘定 167,200 －

　その他の有形固定資産 265,714 322,381
ແݻܗఆ࢈ࢿ 42039 2�122
　ソフトウェア 36,640 23,630
その他の無形固定資産 5,399 1,491
࢈ࢿԆ੫ۚ܁ － �03�4�
ฦݟอূ࠴ ��90� 94�22
ିҾۚ ˚�3034�1� ˚�3003�44
（うち個別貸倒引当金） (△ 2,254,787) (△ 2,230,927)
ܭ߹ͷ෦࢈ࢿ 3440992�� 34�2����4

Պ ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ
ৗऩ益ܦ ��34��� �2�42�3
ɹۚࢿӡ༻ऩ益 43�4�2� 4�343��
　　貸出金利息 1,662,601 1,698,243
　　預け金利息 99,663 168,704
　　有価証券利息配当金 2,536,913 2,726,850
　　その他の受入利息 55,646 40,579
ɹऔҾऩ益 242�21 2�3�0�
　　受入為替手数料 68,867 76,928
　　その他の役務収益 173,854 176,579
ɹͦͷଞۀऩ益 23299� �92��
　　外国為替売買益 － －
　　国債等債券売却益 158,065 17,700
　　国債等債券償還益 6,849 24,846
　　その他の業務収益 68,080 46,718
ɹͦͷଞܦৗऩ益 �04224 2��130
　　貸倒引当金戻入益 － －
　　償却債権取立益 － 28
　　株式等売却益 321,533 90,129
　　その他の経常収益 382,691 186,971
༺ৗඅܦ 4201904 3���910
ɹۚࢿௐୡඅ༻ 20�44� 3320��
　　預金利息 204,583 328,002
　　給付補塡備金繰入額 2,033 1,878
　　借用金利息 118 1,427
　　その他の支払利息 712 766
ɹऔҾඅ༻ 314033 3241��
　　支払為替手数料 18,591 25,098
　　その他の役務費用 295,441 299,078
ɹͦͷଞۀඅ༻ ���1�� �3�920
　　外国為替売買損 2,049 4,001
　　国債等債券売却損 125,907 31,560
　　国債等債券償還損 24,840 55,658
　　国債等債券償却 9,089 －
　　金融派生商品費用 595,100 445,566
　　その他の業務費用 200 133
ɹܦඅ 2413��1 2�2912�
　　人件費 1,291,850 1,349,270
　　物件費 1,001,764 1,101,251
　　税金 120,156 178,603
ɹͦͷଞܦৗඅ༻ �094�2 �4�11
　　貸倒引当金繰入額 444,620 7,795
　　貸出金償却 － －
　　株式等売却損 － 4,814
　　株式等償却 － －
　　その他資産償却 10 128
　　その他の経常費用 64,830 51,873
ৗར益ܦ 1332��3 13��3�2
ಛผར益 － －
　　固定資産処分益 － －
　　その他の特別利益 － －
ಛผ損ࣦ 33933 4��3
　　固定資産処分損 33,933 4,783
　　減損損失 － －
　　その他の特別損失 － －
੫Ҿલظ७ར益 129�929 13�2��9
	 	法人税、住民税及び事業税 175,960 497,354
			法人税等調整額 334,149 △ 146,292
๏ਓ੫߹ܭ �10109 3�10�1
ظ७ར益 ����20 1011�2�
ӽ܁ ʢۚظटߴʣ 23210 20�11
ظະॲ༨ۚ �12030 1032339

財務諸表
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	 1．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
なお、以下の注記については、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

	 2．有価証券の評価は、子会社・子法人等株式については移動平均法による原価
法、その他有価証券については原則として時価法（売却原価は主として移動
平均法により算定）、ただし、市場価格のない株式等については移動平均法に
よる原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の
評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

	 3．デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
	 4．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成10年4
月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以
後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりま
す。また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　　　建物		 10年～50年
　　　　　その他 3年～20年
	 5．無形固定資産の減価償却は、定額法を採用しております。なお、自組合利用の
ソフトウェアについては、組合内における利用可能期間（5年）に基づいて償却
しております。

	 6．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資
産の減価償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しておりま
す。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるも
のは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。	

	 7．外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しており
ます。また、外貨建その他有価証券のうち債券に係る換算差額については、
外国通貨による時価の変動を評価差額として処理し、それ以外を外国為替売
買損益として処理しております。

	 8．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上してお
ります。
日本公認会計士協会 銀行等監査特別委員会報告第４号「銀行等金融機関の
資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」
（令和４年４月１４日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債
権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失
額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基
礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求
め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先
債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保
証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上し
ております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債
権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した
残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、融資部（営業関連部署）の協
力の下にリスク統括部（資産査定部署）が資産査定を実施しております。

	 9．賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支
給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

	 10．役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与
の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

	 11．当組合は、複数事業主（信用組合等）により設立された企業年金制度（総合設
立型企業年金基金）に加入しており、当組合の拠出に対応する年金資産の額
を合理的に計算することができないため、当該企業年金制度への拠出額を
退職給付費用として処理しております。
なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占
める当組合の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。
（1）制度全体の積立状況に関する事項（令和6年3月31日現在）

年金資産の額 249,416百万円
年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額	

211,033百万円
差引額 38,382百万円

（2）制度全体に占める当組合の掛金拠出割合
自：令和5年4月1日　　至：令和6年3月31日　　1.146%

（3）補足説明
上記（1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高
9,895百万円である。
本制度における過去勤務債務の償却方法は期間10年の元利均等償却であ
り、当組合は当期の計算書類上、特別掛金15百万円を費用処理している。
なお、特別掛金の額はあらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準
給与の額に乗じることで算定されるため、上記（2）の割合は当組合の実
際の負担割合とは一致しない。

	 12．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に
対する退職慰労金の支給見込額のうち、当事業年度末までに発生していると
認められる額を計上しております。

	 13．睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者から
の払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積も
り、必要と認める額を計上しております。

	 14．偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度に基づく負担金の支出に
備えるため、将来の負担金支出見込額を計上しております。

	 15．会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目
であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性がある
ものは、次のとおりです。

貸倒引当金　3,003百万円
貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として8.に記載しております。
主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」で
あります。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債
務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。
物価高等を背景とした個別貸出先の業績変化により、当初の見積りに用いた
仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る計算書類における貸倒引当金に
重要な影響を及ぼす可能性があります。

	 16．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当組合は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っ
ております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の
総合的管理（ALM）をしております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
当組合が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸
出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、純投資目的及び
事業推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格
の変動リスクに晒されております。
外貨建有価証券については、為替の変動リスクに晒されており、有価証券
の取得時に、通貨スワップ取引を行うことにより、当該リスクを回避してい
ます。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒さ
れております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当組合は、与信管理規程及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出
金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や
担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し、運営
しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか融資部及びリスク統括部により行わ
れ、また、定期的にALM委員会、常勤理事会及び理事会にて審議・報告を
行っております。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパー
ティーリスクに関しては、資金経理部において、信用情報や時価の把握を定
期的に行うことで管理しております。

②市場リスクの管理
(ⅰ)リスク管理
当組合は、市場リスク管理規程及び市場リスクに関する管理諸規程に従い、
リスクの計量的測定を始め、金利リスク・価格変動リスク・為替リスクにかか
るモニタリングを行い、リスク計測手法の高度化と市場環境の変化を捉え
た適切なリスクコントロールにより、資産・負債の総合的な管理を行ってお
ります。
これらの管理は、資金経理部及びリスク統括部により行われ、また、定期的
にALM委員会、常勤理事会及び理事会にて、審議・報告を行っております。
(ⅱ)市場リスクに係る定量的情報
当組合では、「有価証券」のうち、債券の市場リスク量をVaRにより月次で計測
し、取得したリスク量がリスク限度額の範囲内となるよう管理しております。
当組合のVaRは、分散共分散法（保有期間240営業日、信頼区間99％、観
測期間5年）により算出しており、令和7年3月31日現在で市場リスク量は全
体で7,544百万円です。
ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確
率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境
が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

③資金調達に係る流動性リスクの管理
当組合は、流動性リスク管理方針及び流動性リスクに関する管理諸規程に
従い、的確な資金ポジションを確保するため、資金繰りの状況、見通し及び
資金繰りに影響を及ぼす諸条件の変化を厳格に把握し、貸出金・預金等の
運用資産・調達負債を日常的に管理するとともに、調達手段・調達先の多様
化など調達力の強化を図り、流動性確保に向けた適切かつ厳正な管理を
行っております。
これらの管理は、資金経理部及びリスク統括部により行われ、また、定期的
にALM委員会、常勤理事会及び理事会にて、審議・報告を行っております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金及び借用金については、
簡便な計算により算出した時価に代わる金額を開示しております。

	 17．金融商品の時価等に関する事項
令和7年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次
のとおりであります（時価等の算定方法については（注１）参照）。なお、市場価
格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（P8参照）。

（単位：百万円）
貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

（1）預け金（※1） ��2�� ���40 ˚ɹ44�
（2）有価証券
　　　その他有価証券（※2） 1��4�4 1��4�4 －

（3）貸出金（※1） 114021
　　　貸倒引当金（※2） ˚ɹ3003

11101� 111�03 ���
　　　金融資産計 334��� 33�00� 239

（1）預金積金（※1） 31�01� 31�009 ˚ɹ200�
（2）借用金（※1） － － －
　　　金融負債計 31�01� 31�009 ˚ɹ200�
デリバティブ取引（※3）
ヘッジ会計が
適用されていないもの 41 41 －

ヘッジ会計が
適用されているもの － － －

デリバティブ取引計 41 41 －

（※1）預け金、貸出金、預金積金及び借用金の「時価」には、「簡便な計算により
算出した時価に代わる金額」を記載しております。

（※2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しており
ます。なお、その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用
指針」（企業会計基準適用指針31号　令和3年6月17日）第24-3項及び
第24-9項の基準価額を時価とみなす取り扱いを適用した投資信託が含
まれております。

（※3）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示して
おります。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示してお
り、合計で正味の債務となる項目については、（　）で表示しております。

（注1）金融商品の時価等の算定方法
金融資産
（1）預け金

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、市場
金利で割り引くことで現在価値を算定し、当該現在価値を時価とみなして
おります。

（2）有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示さ
れた価格によっております。投資信託は市場における取引価格が存在して
いる場合は、当該価格を時価としております。市場における取引価格が存
在しない投資信託については、解約等に関して市場参加者からリスクの対
価を求められるほどの重要な制限がない場合、基準価額を時価としてお
り、当該重要な制限がある場合は基準価額を時価とみなしております。
なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については、18．か
ら21．に記載しております。

（3）貸出金
貸出金は、以下の①～②の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当
金及び個別貸倒引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を簡
便な方法により算出した時価に代わる金額として記載しております。
①6カ月以上延滞債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権に
ついては、その貸借対照表の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当
金控除前の額）。

②①以外は、貸出金の種類ごとに将来キャッシュ・フローを作成し、元利金
の合計額を市場金利で割り引いた価額を時価とみなしております。

金融負債
（1）預金積金

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を
時価とみなしております。定期性預金の時価は、一定の金額帯および期間
帯ごとに将来キャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を一種類の市
場金利で割り引いた価額を時価とみなしております。

（2）借用金
借用金については、帳簿価額を時価としております。

デリバティブ取引
デリバティブ取引は、主として通貨関連取引（通貨先物、通貨オプション、通
貨スワップ等）であり、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算
モデル等により算出した価額によっております。

	 18．有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。
（１）売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。
（２）満期保有目的の債券に区分した有価証券はありません。
（３）子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるものはありません。
（４）その他有価証券で時価のあるものについては、P8に記載しております。

	 19．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。
	 20．当事業年度中に売却したその他有価証券については、P8に記載しております。
	 21．その他有価証券のうち満期があるものの期間毎の償還予定額については、

P8に記載しております。
	 22．協同組合による金融事業に関する法律及び金融機能の再生のための緊急

措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借
対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は
一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募

（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「そ
の他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上さ
れるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその
有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。

（単位：百万円）
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 123�
危険債権額 3191
三月以上延滞債権額 －
貸出条件緩和債権額 20�
合計額 4�34

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再
生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債
権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び
経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができ
ない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しない
ものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以
上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債
権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、
金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に
有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、
危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

	 23．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理し
ております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及
び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利
を有しておりますが、その額面金額は144百万円であります。

	 24．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客から融資
実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限
り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。
これらの契約に係る融資未実行残高は、42,077百万円であります。このうち
原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが
42,077百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融
資未実行残高そのものが必ずしも当組合の将来のキャッシュ・フローに影響
を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債
権の保全、その他相当の事由があるときは、当組合が実行申し込みを受けた
融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条件が付けられ
ております。
また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、
契約後も定期的に予め定めている当組合内手続きに基づき顧客の業況等を把
握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

	 25．有形固定資産の減価償却累計額 3,686百万円
26．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額

64百万円
27．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務総額

220百万円
28．子会社等の株式又は出資金の総額 　　　　　　　106百万円
29．子会社等に対する金銭債務総額 　　　　　　　　 21百万円
	 30．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は、それぞれ以下

のとおりであります。
（単位：百万円）

繰延税金資産
　　貸倒引当金損金算入限度額超過額 �03
　　その他有価証券評価差額金 �4�
　　有価証券償却超過額 �1
　　損金算入事業税 31
　　減価償却超過額 23
　　役員退職慰労引当金損金算入限度額超過額 39
　　賞与引当金損金算入限度超過額 13
　　貯蔵品損金不算入額 10
　　その他 �2
繰延税金資産小計 1�92
評価性引当額 ˚ 391
繰延税金資産合計 1300
繰延税金負債
　　外貨建債券為替差益 ���
　　為替スワップ評価差益 �
　　その他 2
繰延税金負債合計 �9�
繰延税金資産の純額 �03

	 31．担保に提供している資産は、次のとおりであります。
担保提供している資産	 預け金		 13,000百万円
	 	 有価証券	 41百万円
担保資産に対応する債務	 借用金 －百万円
上記のほか、公金取扱い、為替取引及び日本銀行歳入復代理店取引のために
預け金7,053百万円を担保提供しております。

	 32.出資1口当たりの純資産額は、48,056円62銭です。

貸借対照表に対する注記
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（単位：百万円） 主要項目の 5 年間の指標 / 損益

߲ ୈ6ظ��令和�年�݄ظ ୈ6ظ��令和�年�݄ظ ୈ6ظ��令和5年�݄ظ ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ

ৗऩ益ܦ 4�01 4��1 499� ��34 �2�4
༺ৗඅܦ 3�9� 3291 3�10 4201 3���
ৗར益ܦ �04 13�9 13�4 1332 13��
ظ७ར益 490 9�2 1014 ��� 1011

（単位：百万円） 主要項目の５年間の指標 / 出資金

߲ ୈ6ظ��令和�年�݄ظ ୈ6ظ��令和�年�݄ظ ୈ6ظ��令和5年�݄ظ ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ

ग़ۚࢿ 300 2�� 2�3 2�1 2�9
ग़ࢿ૯ޱ �01ޱ��� ��0ޱ�09 ���ޱ012 ��2ޱ�94 ��9ޱ404
ग़ࢿ 4�0ˋ 4�0ˋ 4�0ˋ 4�0� 4�0�
ग़ࢿۚ 11 11 11 11 11

 職員数

߲ ୈ6ظ��令和�年�݄ظ ୈ6ظ��令和�年�݄ظ ୈ6ظ��令和5年�݄ظ ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ

৬һ 1�0 ਓ 1�9 ਓ 1�� ਓ 1�� ਓ 1�� ਓ

（単位：百万円） 資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高等

߲
ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ

ฏߴۉ རଉ རճΓ	�
� ฏߴۉ རଉ རճΓ	�
�
ఆצ༺ӡۚࢿ 3341�9 43�4 1�30 339��� 4�34 1�3�
　うち貸出金 115,577 1,662 1.43 114,567 1,698 1.48
　うち預け金 57,195 99 0.17 56,671 168 0.29
　うち有価証券 160,036 2,536 1.58 167,066 2,726 1.63
ఆצௐୡۚࢿ 312449 20� 0�0� 31�043 332 0�10
　うち預金積金 311,618 206 0.06 316,504 329 0.10
　うち借用金 735 0 0.01 436 1 0.32

（単位：百万円） 主要項目の５年間の指標 / 主要勘定

߲ ୈ6ظ��令和�年�݄ظ ୈ6ظ��令和�年�݄ظ ୈ6ظ��令和5年�݄ظ ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ

༬ۚੵۚߴ 2�00�9 291�09 303��1 3114�2 31�01�
ିग़ۚߴ 120��0 11���2 11��9� 11��94 114021
༗Ձূ݊ߴ 1�4��3 1���49 1�91�2 1��111 1��901
૯ֹ࢈ࢿ 33�9�2 342�40 334�09 344099 34�2��
७ֹ࢈ࢿ 294�4 2�90� 2�11� 294�4 2���3
୯ମࣗࢿݾຊൺ 1���2ˋ 1��1�ˋ 1��10ˋ 19��0ˋ 20�3�ˋ

（注）「単体自己資本比率」は、平成18年金融庁告示第22号により算出しております。  預金・積金に関する指標（平均残高）

߲
ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ

ฏߴۉ ൺʢˋʣߏ ฏߴۉ ൺʢˋʣߏ
ྲྀಈੑ༬ۚ ��9�4 2��� 940�0 29��
　うち有利息預金 79,898 25.6 84,869 26.8
ఆੑظ༬ۚ 222�44 �1�4 222444 �0�3
　うち定期預金 215,834 69.2 216,047 68.3
　うち定期積金 6,809 2.2 6,397 2.0
ৡੑ༬ۚͦͷଞͷ༬ۚ － － － －
ܭ߹ 311�1� 100�0 31��04 100�0

（単位：百万円）

 定期預金に関する指標（定期預金残高の内訳）

߲
ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ

ߴ ൺʢˋʣߏ ߴ ൺʢˋʣߏ
ఆۚརݻ 213�03 99�9 21��0� 99�9
มಈۚར � 0�1 � 0�1
ఆظ༬ۚ߹ܭ 213�09 100�0 21��12 100�0

（単位：百万円）

 貸出金に関する指標（平均残高）

߲
ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ

ߴ ൺʢˋʣߏ ߴ ൺʢˋʣߏ
ׂҾखܗ 224 0�2 224 0�2
खିܗ 3349 2�9 3��� 3�2
ূॻି 103��9 �9�� 1024�9 �9��
ି࠲ӽ �344 ��2 �19� ��1
ܭ߹ 11���� 100�0 114��� 100�0

（単位：百万円）

 業務粗利益及び業務純益等

߲ ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ

ࢧӡ༻ऩۚࢿ （A）＝（B）－（C） 414� 4302
			資金運用収益 （B） 4,354 4,634
			資金調達費用 （C） 207 332
औҾऩࢧ （D）＝（E）－（F） ˚��1 ˚��0
			役務取引等収益 （E） 242 253
			役務取引等費用 （F） 314 324
ͦͷଞۀऩࢧ （G）＝（H）－（ I ） ˚��24 ˚�44�
			その他業務収益 （H） 232 89
			その他業務費用 （ I ） 757 536
ૈར益ۀ （J）＝（A）＋（Ｄ）＋（G） 3��1 3��3
ૈར益ۀ 1�0�ˋ 1�11ˋ
७益ۀ 142� 120�
७益ۀ࣭࣮ 11�� 120�
ίΞۀ७益 11�3 12�2
ίΞۀ७益ʢࢿ৴ୗղ損益Λআ͘ɻʣ 11�3 12�2

（注）1．業務粗利益率＝業務粗利益／資金運用勘定計平均残高×100
　　2．業務純益＝業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用）
　　3．実質業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額　　
　　4．コア業務純益＝実質業務純益－国債等債券損益

（単位：百万円）

（単位：百万円） 受取利息・支払利息の増減

߲ ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ
डऔརଉͷ૿ݮ 19� 2�9
ݮརଉͷ૿ࢧ ˚�2 124

 総資金利鞘

߲ ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ
ӡ༻རճΓۚࢿ 1�30 1�3�
Ձݪௐୡۚࢿ 0��2 0�91
૯ۚࢿརৌ 0�4� 0�44

（単位：％）

（注）総資産経常利益率＝｛経常利益÷総資産（債務保証見返除く）平均残高｝×100
総資産当期純利益率＝｛当期純利益÷総資産（債務保証見返除く）平均残高｝×100

 総資産利益率

߲ ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ
૯ܦ࢈ࢿৗར益 0�39 0�39
૯࢈ࢿظ७ར益 0�23 0�29

（単位：％）

（単位：百万円） 担保の種類別の貸出金残高及び債務保証見返額

߲
ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ

ߴ ൺʢˋʣߏ ฦֹݟอূ࠴ ߴ ൺʢˋʣߏ ฦֹݟอূ࠴
߹༬ۚੵۚ 1�9� 1�� 13 1�0� 1�� 2
༗Ձূ݊ － － － － － －
ಈ࢈ � 0�0 － � 0�0 －
ෆಈ࢈ �03�� �2�1 0 �942� �2�1 －
ͦͷଞ �1 0�0 － 41 0�0 －
৴༻อূڠձɾ৴༻อݥ 14�9� 12�� － 14120 12�4 －
อূ 3�12� 31�2 �� 34��2 30�� 92
৴༻ 2�2� 2�4 － 3��� 3�4 －
ܭ߹ 11��94 100�0 �� 114021 100�0 94
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 満期保有目的の債券で時価のあるもの
 金銭の信託の時価等に関する事項　　  公共債ディーリング実績　　
 先物取引の時価情報　　  オフバランス取引の状況　　  オプション取引の時価情報　　
 外国為替取扱高　　  子会社株式で時価のあるもの

いずれも該当する取引はございません。

（単位：百万円） その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の種類別残存期間別残高

߲
ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ

�年Ҏ ̍年5年Ҏ 5年��年Ҏ ��年 �年Ҏ ̍年5年Ҏ 5年��年Ҏ ��年
݊࠴ �2�� 21414 1�19� 33��0 �1�0 20�3� 21129 30�4�
　国債 3,309 1,963 3,737 8,541 1,407 1,570 6,820 7,700
　地方債 1,022 6,005 6,809 15,483 4,067 3,886 8,186 13,052
　短期社債 － － － － － － － －
　社債 2,925 13,444 6,650 9,545 2,695 15,379 6,121 9,793
ͦͷଞ 2�30 20�4� 234�9 223�� �341 1�22� 2�1�2 20192
ܭ߹ 100�� 419�0 40��� ��949 13�12 3�0�2 4�301 �0�3�

※5ページから8ページの記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

 使途別の貸出金残高

߲
ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ

ߴ ൺʢˋʣߏ ߴ ൺʢˋʣߏ
ઃඋۚࢿ ��2�9 58.9 ��0�9 59.7
ӡసۚࢿ 4��34 41.1 4�932 40.3
ܭ߹ 11��94 100.0 114021 100.0

（単位：百万円）

 貸出金業種別内訳

߲
ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ

ߴ ൺʢˋʣߏ ߴ ൺʢˋʣߏ
ۀ �01� 4.3 4��4 4.1
ۀɺྛ ۀ 1�20 1.3 1�3� 1.4
ۀړ 3� 0.0 3� 0.0
ɺ࠭ۀੴ࠾ɺۀ߭ ར࠾औۀ � 0.0 9 0.0
ۀઃݐ 91�2 7.9 904� 7.9
ۀɺਫಓڅڙɺΨεɺؾి 1410 1.2 13�� 1.2
ใ௨৴ۀ ��� 0.5 �24 0.6
ӡ༌ۀɺ༣ศۀ 2392 2.1 2��� 2.2
Է売ۀɺখ売ۀ 99�2 8.6 10330 9.1
ۚ༥ۀɺอۀݥ �00 0.5 �00 0.5
ෆಈۀ࢈ 112�1 9.8 11113 9.8
ିۀ 141 0.1 13� 0.1
ֶज़ڀݚɺઐɾٕ ज़αʔϏεۀ 233 0.2 2�9 0.3
॓ധۀ 13�� 1.2 12�2 1.1
ҿ৯ۀ 2020 1.8 2099 1.8
ੜؔ׆࿈αʔϏεۀɺۀָޘ 14�� 1.3 1392 1.2
ҭɺֶڭ शࢧԉۀ 41 0.0 11� 0.1
ҩྍɺࢱ �1� 0.6 �41 0.6
ͦͷଞͷαʔϏε �03� 5.2 �939 5.2
ͦͷଞͷۀ࢈ 1��2 1.6 19�2 1.7
খܭ ����2 48.2 ���3� 48.9
ମஂڞɾํެࠃ �341 5.5 �00� 4.4

ۚࢿਓʢॅɾফඅɾೲ੫ݸ �3��0 46.3 �32�� 46.7
ܭ߹ 11��94 100.0 114021 100.0

（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

（単位：百万円）

 有価証券の種類別平均残高

߲ ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ

࠴ࠃ 1���� 193�2
ํ࠴ 29993 30���
࠴ࣾظ － －
࠴ࣾ 32219 34���
ࣜג 2��1 29�0
ͦͷଞͷূ݊ ����3 ��99�
　外国証券 63,186 64,594
　（うち円貨債） (54,977) (57,700)
　その他 14,397 14,403
ܭ߹ 1�003� 1��0��

（注）当組合は商品有価証券を保有しておりません。

（単位：百万円）

 預貸率・預証率

߲ ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ

༬ି
ظ 3��1� 3��9�
ۉதฏظ 3��0� 3��19

༬ূ
ظ �3�32 �2��4
ۉதฏظ �1�3� �2���

（単位：％）

（単位：百万円） その他有価証券で時価のあるもの

߲
ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ

ିआରরද্ֹܭ औಘݪՁ ֹࠩ ିआରরද্ֹܭ औಘݪՁ ֹࠩ

ିआରরද
্ֹ͕ܭ
औಘݪՁΛ
͑Δͷ

ࣜג 4�13 23�� 21�� 421� 2290 192�
݊࠴ 249�3 24�20 2�2 ��90 ��2� �1
　国債 6,550 6,501 48 2,020 2,011 8
　地方債 10,203 10,041 161 2,723 2,671 51
　短期社債 － － － － － －
　社債 8,219 8,177 42 1,046 1,044 1
ͦͷଞ �2��� 4�329 ��3� 3932� 340�� �2�9
খܭ �23�2 �340� �94� 49334 420�� �24�

ିआରরද
্ֹ͕ܭ
औಘݪՁΛ
͑ͳ͍ͷ

ࣜג 249 291 ˚ 42 491 �9� ˚ 10�
݊࠴ �44�� ���0� ˚ 2040 �4�91 �933� ˚ 444�
　国債 11,002 11,728 △725 15,478 17,119 △ 1,641
　地方債 19,118 19,910 △792 26,469 28,307 △1,838
　短期社債 － － － － － －
　社債 24,346 24,869 △523 32,944 33,912 △967
ͦͷଞ 2��9� 30�9� ˚ 2000 41�4� 4�031 ˚ 32��
খܭ �3313 ��39� ˚ 40�4 11�130 1249�� ˚ ��3�

߹ɹܭ 1����� 1�0�03 4��2 1��4�4 1��0�3 ˚ ���

（注）1. 上記の「その他」は外国証券及び投資信託等です。
　　2. 市場価格のない株式等及び組合出資金は本表には含めておりません。

 貸出金に関する指標（金利区分別残高） （単位：百万円）

߲
ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ
ߴ ൺʢˋʣߏ ߴ ൺʢˋʣߏ

ఆۚརݻ 431�1 37.26 42�91 37.62
มಈۚར �2�42 62.73 �1130 62.38
ିग़ۚ߹ܭ 11��94 100.00 114021 100.00

（単位：百万円） 当期中に売却したその他有価証券

߲
ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ

売却Ձֹ 売却益 売却損 売却Ձֹ 売却益 売却損

ͦͷଞ༗Ձূ݊ 1�0� 4�9 12� ��� 10� 3�

（単位：百万円） 市場価格のない株式等及び組合出資金

߲
ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ
ିआରরද্ֹܭ ିआରরද্ֹܭ

ձࢠ ɾࣾࢠ๏ਓࣜג 10 10
ඇ্ࣜג �9 �9
શ৴࿈ग़ۚࢿ 13�0 13�0
߹ग़ۚࢿ 34� 33�
ܭ߹ 1�2� 1�1�

(注）1. 子会社・子法人等株式、非上場株式及び全信組連等出資金については、企業会
計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（令和2
年3月31日）第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

	 2.		組合出資金については、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会
計基準の適用指針」（令和3年6月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象と
はしておりません。

	 3. 当該項目については、金融商品の時価情報に含まれておりません。

有価証券の時価、評価差額等に関する事項
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当組合は、資産の健全性確保を最重要課題の1つとして取り組んでおりますが、令和7年3月期につきましても、厳正
な自己査定を実施し、その査定結果に基づき適切な償却・引当を実施しました。
「協同組合による金融事業に関する法律施行規則」に基づくリスク管理債権と「金融再生法」に基づく開示債権を以
下の通り開示いたします。

 協金法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権の保全・引当状況

※百万円未満および小数点第3位以下は切り捨てて表示しております。

(注)当組合は、特定海外債権を保有しておりませんので「特定海外債権引当勘定」に係る引当は行っておりません。

　（単位：百万円、％）

۠ ߴ
ʢ"ʣ

୲อɾอূֹ
ʢ#ʣ

ିҾۚ
ʢ$ʣ

อશ
ʢ#�$ʣʗ	"


Ҿ
ʢ$ʣʗʢ"ʵ#ʣ

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

令和5年度 12�3� ���� ���� 100�00 100�00

令和6年度 123�� �14� �22� 100�00 100�00

危険債権
令和5年度 3243� 130�� 1���� �9�00 �1���

令和6年度 3191� 124�� 1�0�� �9�40 �2��2

要管理債権
令和5年度 44�� 20�� 1�� �0�34 ���4

令和6年度 20�� �9� �� 4��13 ���4

三月以上延滞債権
令和5年度 －� － － － －

令和6年度 － － － － －

貸出条件緩和債権
令和5年度 44�� 20�� 1�� �0�34 ���4

令和6年度 20�� �9� �� 4��13 ���4

小　計
令和5年度 49�3� 2101� 22�3� ���31 �9��0

令和6年度 4�34� 1949� 2239� 90�40 �3�43

正常債権
令和5年度 111014�

令和6年度 109����

合　計
令和5年度 �11�9���

令和6年度 114190�

 貸出金償却の額 （単位：百万円）
߲ ୈظ���令和6年�݄ظ ୈظ���令和�年�݄ظ

貸出金償却 － －

 貸倒引当金の期末残高・期中増減額

※洗替えによる取り崩し

（単位：百万円）

߲ ߴटظ ૿ظՃֹ
ݮظগֹ

ߴظ
త༻ ͦͷଞ

一般貸倒引当金
令和6年3月期 101� ��9 － ˞ 101� ��9

令和7年3月期 ��9 ��2 － ˞ ��9 ��2

個別貸倒引当金
令和6年3月期 1�91 22�4 19 ˞ 1��1 22�4

令和7年3月期 22�4 2230 3� ˞ 221� 2230

合　計
令和6年3月期 2�09 3034 19 ˞ 2�90 3034

令和7年3月期 3034 3003 3� ˞ 299� 3003

不良債権は4,634百万円ありますが、このうち1,949百万円が担保や保証等でカバーされております。
担保や保証等でカバーされていない部分（金額で2,684百万円）に対しても2,239百万円の貸倒引当金を計上して
おり、不良債権に対するカバー率は90.40％となっております。
さらに組合員勘定（株式会社の自己資本に相当する部分）28,877百万円からみても不良債権が経営に与える影響
は僅かであり、経営の健全性を十分に確保しております。

開示債権の状況

（注）
	１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続

開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務
者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。

	２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状
態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受
取りができない可能性の高い債権（1に掲げるものを除く。）です。

	３．「要管理債権」とは、「三月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該
当する貸出金です。

	４．「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から
三月以上遅延している貸出金（１及び２に掲げるものを除く。）です。

	５．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金
利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有
利となる取決めを行った貸出金（１、２及び４に掲げるものを除く。）です。

	６．「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権
（１、２及び３に掲げるものを除く。）です。

	７．「担保・保証額」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額
及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。

	８．「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上して
おります。

	９．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」
が対象となる債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償
還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当
該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）によるも
のに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払
金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている
有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸
借契約によるものに限る。）です。

10．金額は決算後（償却後）の計数です。
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（単位：百万円） 自己資本の構成に関する開示事項

（単位：百万円） 自己資本の構成に関する開示事項

߲ 令和5年度 令和6年度

ಛఆ߲ʹΔेύʔηϯτج४աֹ － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －

ಛఆ߲ʹΔेޒύʔηϯτج४աֹ － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －

ίΞࢿຊʹΔௐ߲ͷֹ�	ϩ
 30 1�
ຊࢿݾࣗ

Π	�	ຊͷֹࢿݾࣗ�ʵ�	ϩ
�
ɹɹʢϋʣ 2��1� 29�21
ϦεΫɾΞηοτ	̏ 

৴༻ϦεΫɾΞηοτͷֹͷ߹ֹܭ 13���� 13����

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 － －

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー － －

うち、上記以外に該当するものの額 － －

ϚʔέοτɾϦεΫ૬ֹͷ߹ֹܭΛീύʔηϯτͰআͯ͠ಘֹͨ －

ఆؒͷৼସצ －

ΦϖϨʔγϣφϧɾϦεΫ૬ֹͷ߹ֹܭΛീύʔηϯτͰআͯ͠ಘֹͨ �412 ��40
৴༻ϦεΫɾΞηοτௐֹ －

ϑϩΞௐֹ －

ΦϖϨʔγϣφϧɾϦεΫ૬ֹௐֹ －

ϦεΫɾΞηοτͷֹͷ߹ֹܭ�	χ
 ��5�6� 14�41�

ຊൺࢿݾࣗ
ຊൺʢʢϋʣʗʢχʣʣࢿݾࣗ 19��0� 20�3��

（注）自己資本算出方法を定めた「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合
会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第22号）」に係る算式に基づき算出しており
ます。なお、当組合は国内基準を採用しております。

߲ 令和5年度 令和6年度

ίΞࢿຊʹΔ߲ૅجʢ̍ʣ
ී௨ग़ࢿຢඇྦྷੵతӬٱ༏ઌग़ʹࢿΔ߹һצఆͷֹ 2���� 2����

うち、出資金及び資本剰余金の額 281 279
うち、利益剰余金の額 27,597 28,598
うち、外部流出予定額（△） 11 11
うち、上記以外に該当するものの額 － －

ίΞࢿຊʹΔ߲ૅجͷֹʹࢉೖ͞ΕΔҾۚͷ߹ֹܭ ��9 ��2
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 779 772
うち、適格引当金コア資本算入額 － －

ద֨ࢿچຊௐୡखஈͷֹͷ͏ͪɺίΞࢿຊʹΔ߲ૅجͷֹʹؚ·ΕΔֹ

ެతؔػʹΑΔࢿຊͷ૿ڧʹؔ͢ΔાஔΛ௨ͯ͡ൃ͞ߦΕͨࢿຊௐୡखஈͷֹͷ͏ͪɺ
ίΞࢿຊʹΔ߲ૅجͷֹʹؚ·ΕΔֹ － －

࠶ධՁֹͱ࠶ධՁલͷாՁֹͷֹࠩͷޒे࢛ύʔηϯτʹ૬͢Δֹͷ͏ͪɺ
ίΞࢿຊʹΔ߲ૅجͷֹʹؚ·ΕΔֹ

ίΞࢿຊʹΔ߲ૅجͷֹ�	Π
 2��4� 29�39
ίΞࢿຊʹΔௐ߲	̎ 

ແݻܗఆ࢈ࢿʢϞʔήʔδɾαʔϏγϯάɾϥΠπʹΔͷΛআ͘ɻʣͷֹͷ߹ֹܭ 30 1�

うち、のれんに係るものの額 － －

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 30 18
ΔͷΛআ͘ɻʣͷֹʹҟࠩ࣌ʢҰ࢈ࢿԆ੫ۚ܁ － －

ద֨Ҿۚෆֹ － －

ূ݊ԽऔҾʹ͍૿Ճͨࣗ͠ࢿݾຊʹ૬͢Δֹ － －

ෛ࠴ͷ࣌ՁධՁʹΑΓੜͨ࣌͡ՁධՁֹࠩͰ͋ͬͯࣗࢿݾຊʹࢉೖ͞ΕΔֹ － －

લ年ۚඅ༻ͷֹ － －

ΕΔͷΛআ͘ɻʣͷ্ֹ͞ܭʹͷ෦࢈ࢿʢ७ࢿอ༗ී௨ग़ݾࣗ － －

ҙਤతʹอ༗͍ͯ͠Δଞͷۚ༥ؔػͷରࢿຊௐୡखஈͷֹ － －

গग़ۚࢿ༥ؔػͷରී௨ग़ࢿͷֹ － －

৴༻ڠಉ߹࿈߹ձͷରී௨ग़ࢿͷֹ － －

※『リスク・アセット等』とは資産（貸出金や有価証券等）に関する貸倒れの危険性の総量をいい、貸借対照表に記載された各資産に対して、その種類あるいは取引相手の信用リ
スクの度合いに応じたリスク・ウェイトを乗じて算出します。「バーゼルⅢ」の導入に伴い、従来に比べてリスク・アセット算出の精緻化が図られました。

自己資本比率
自己資本比率は、貸出金等の「資産（※リスク・アセット等）」に対する出資金や内部留保等の「自己資本」の割合を
示す数値であり、金融機関の健全性・安全性を計る重要な指標です。
令和7年3月期の自己資本の額は29,621百万円、自己資本比率は20.36％と国内で業務を行う金融機関の基準4％を
大きく上回り、"ひだしん "の財務体質が極めて高い水準にあることを示しています。
当組合の自己資本につきましては、地域のお客さまからの普通出資金による調達を始め、内部留保による資本の積上
げ等を行うことにより自己資本の充実を図り、経営の健全性・安全性を保っております。
なお、将来の自己資本の充実策については、各年度毎の事業計画に基づく業務推進を通じて、そこから得られる利益
による資本の積上げを第一義的な施策として考えております。

自己資本の充実の状況等について
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1.所要自己資本の額＝リスク・アセットの額×４％
2.「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。
3.「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、外国の中央政府以
外の公共部門（当該国内においてソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、信用保証協会等のことです。

4.「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」、「金融機関及び第一種金
融商品取引業者向け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。

5.「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことです。　①金融再生法施行規則上の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当す
ること　②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと　③3ヵ月以上限度額を超過した当座貸越であること

6.「その他」とは、（ⅰ）～（xviii）に区分されないエクスポージャーです。具体的には信用保証協会等による保証付エクスポージャーやオフ・バランス取引及び派生商品取引の与
信相当額などが含まれます。

7.当組合では、マーケット・リスクに関する事項は該当ありません。
8.オペレーショナルリスクは、当組合は基礎的手法を採用しています（令和5年度計数）。

〈オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法〉 粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×１５％ ÷ 8%直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数
9.当組合は、標準的計測手法かつILMを「１」としてオペレーショナル・リスク相当額を算定しております（令和６年度計数）。
10.単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％

（注）

1. 自己資本調達手段の概要

2. 自己資本の充実度に関する評価方法の概要

3. 信用リスクについて

当組合の自己資本は、出資金及び利益剰余金等により構成されております。
なお、当組合の自己資本調達手段は次のとおりです。

自己資本の充実度に関しまして、自己資本比率は国内基準の４％を上回っており、経営の健全性・安定性を充分保っております。
なお、将来の自己資本充実策については、年度ごとに掲げる収支計画に基づいた業務推進を通じ、そこから得られる利益による資本の積上げを第一義
的な施策として考えております。

信用リスクとは、取引先の倒産や経営財務状況の悪化等により、貸出金やその利息などの回収が困難となり、金融機関が損失を受けるリスクをいい
ます。当組合では、貸出資産の良質化のため、法令遵守はもとより「財務分析」「信用格付け」の活用、不動産価格の適正評価を行うとともに、営業店
への本部指導などを実施しております。
さらに、信用リスク回避のため、特定の業種やお客さまに偏ることのないよう、小口・中口多数取引の推進を図るとともに、定期的なポートフォリオ
管理などにより信用リスクを認識する管理態勢を構築しています。	 	 	 	 	 	
当組合では、信用リスクの評価につきましては、厳格な自己査定を実施しております。	
また、信用リスク・アセット額の算定にあたっては、各エクスポージャーに分類のうえ、それぞれに定められたリスク・ウェイトを乗じて算出する「標
準的手法」を採用しております。
当該手法の採用にあたり、リスク・ウェイトの判定に使用する格付は以下の4つの適格格付機関を採用しております。
　●株式会社格付投資情報センター（R&I）　　　　　　　　　　　　●株式会社日本格付研究所（JCR）
　●ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）									●スタンダード・アンド・プアーズ・グローバル・レーティング（S&P）
なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の使い分けは行っておりません。
このような信用リスク管理の状況については、ＡＬＭ委員会で協議・検討を行うとともに、必要に応じて理事会への報告体制を整備しております。
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に基づき算定するとともに、その結果については監査法人の監査を受けるなど、適正な計上に努めております。

ओମߦൃ ඈḯ৴༻߹
ຊௐୡखஈͷछྨࢿ ී௨ग़ࢿ
ίΞࢿຊʹΔ߲ૅجͷ
ೖ͞Εֹͨࢉʹֹ 2�9ඦສԁ

（単位：百万円） 自己資本の充実度に関する事項 4. 信用リスク削減手法について
信用リスク削減手法とは、組合が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担保、保証などが該当します。
当組合では、資金使途、返済原資並びに財務内容など、さまざまな角度から融資の可否判断をしており、担保や保証による保全措置は、補完的な位
置付けとして認識しております。
ただし、与信審査の結果、担保又は保証が必要な場合には、お客さまへの十分な説明とご理解をいただいた上で、ご契約いただくなど適切な取扱い
に努めております。
当組合が扱う担保には、自組合預金積金、不動産等があり、保証には、人的保証、信用保証協会保証、政府関係機関保証、民間保証等がありますが、
その手続きについては、適切な事務取扱い及び適正な評価を行っております。
また、手形貸付、割引手形、証書貸付、当座貸越、債務保証、外国為替取引に関して、お客さまが期限の利益を失われた場合には、当該与信取引の
範囲内において、預金相殺を用いる場合がございます。
この際、信用リスク削減方策の一つとして、組合の定める各種約定書等に基づき、法的に有効である旨確認のうえ、事前通知や諸手続きを省略して
払戻充当いたします。
なお、当組合が採用している信用リスク削減手法は、適格金融資産担保として自組合預金積金、保証として公的・民間保証等が該当します。
民間保証については、適格格付機関が付与している格付により判定しております。

5. オペレーショナル・リスクについて
オペレーショナル・リスクとは、内部プロセス・人・システムが不適切であること、もしくは機能しないこと、または外部事象の発生によって組合が
損失を被るリスクのことであり、不適切な事務処理、システムの停止や誤作動、災害発生など、組合経営に重大な影響を与えるリスクの総称です。
当組合では、それらのリスクを適切に管理するため「事務リスク管理規程」及び「システムリスク管理規程」を制定し、適切な管理態勢の整備並びにリ
スクの軽減に取り組んでおります。
「事務リスク」につきましては、正確な事務処理遂行のため、営業店指導を強化するとともに、各種研修を定期的に実施し、事務品質の向上に努めて
おります。
また、事務ミス等を未然に防止するため、自店内検査や監査部による臨店監査等により相互牽制機能の強化を図っております。
「システムリスク」につきましては、災害等によりシステムが正常機能しなくなった場合に備えた「コンティンジェンシープラン（危機管理計画）」を作
成し、業務への支障を最小限に抑える体制を構築しております。
これらのリスクに関しましては、リスク統括部におきまして協議・検討するとともに、必要に応じて理事会等において報告する体制を整備しております。

6. 株式・出資金等について
上場株式にかかるリスクの認識については、時価評価によるリスク計測によって把握するとともに、設定されたリスク・リミットの遵守状況やストレ
ステストなど複合的なリスク分析を実施し、定期的にＡＬＭ委員会に報告しています。
一方、非上場株式、子会社株式、その他出資金に関しては、「余資運用基準」などに基づいた適正な運用・管理を行い、適切なリスク管理に努めております。
なお、当該取引にかかる会計処理については、当組合が定める「有価証券運用基準」等に従い、適正処理を行っております。	

8. 連結の範囲に関する事項等
当組合には子会社等として「ひだしんイノベーションパートナーズ株式会社」、「飛騨・高山さるぼぼ結ファンド2号投資事業有限責任組合」および「飛
騨・高山サステナブルファンド投資事業有限責任組合」があります。
飛驒信用組合グループとして連結された財務諸表は、連結財務諸表規則第5条第2項で規定される重要性の原則により、作成しておりません。このた
め連結財務諸表を基礎とする諸指標は算出しておりませんが連結自己資本比率についてのみ「平成18年金融庁告示第21号」に準じて算出しており
ます。各種経営指標については飛驒信用組合単体のものをご参照ください。

9. 派生商品取引及び長期決済期間取引ならびに証券化取引について
いずれも該当ございません。

7. 金利リスクについて
○リスクの管理方針及び手続きの概要
金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産・負債価値の変動や、将来の収益性に対する影響を指し、当組合においては、定期的に評価・
計測を行い、ALM委員会で協議検討するとともに、資産・負債の最適化に向けたリスクコントロールに努めております。さらに、銀行勘定の金利
リスク（以下、「IRRBB」とする。）について経済的価値の変動額である⊿EVEを計測しております。
なお、当組合は、四半期月末を基準日として、四半期毎で金利リスクを計測しております。

○金利リスクの算定方法の概要
A.開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿EVE及び当組合がこれに追加して自ら開示を行う金利リスクに関する事項
(a)流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期

流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期は2.5年です。
(b)流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期

流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期は5年です。
(c)流動性預金への満期の割当て方法（コア預金モデル等）及びその前提

流動性預金への満期の割当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しております。
(d)固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提

固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提は金融庁が定める保守的な前提を採用しております。
(e)複数通貨の集計方法及びその前提

IRRBBについては保守的に通貨毎に算出した⊿EVEが正となる通貨のみを対象としております。
( f ) スプレッドに関する前提

スプレッド及びその変動は考慮しておりません。
(g)内部モデルの使用等、⊿EVEに重大な影響を及ぼすその他の前提

内部モデルは使用しておりません。
(h)計測値の解釈や重要性に関する説明

⊿EVEの計測値は、当組合における自己資本比率や有価証券の含み損益等、他の経営指標とのバランスを総合的に勘案し、健全性に問題
のない水準にあるものと判断しております。
なお、当組合では、重要性の観点より、ストレス時に大きな影響を与えると考えられる資産・負債を IRRBBの計測対象としております。

B.当組合が、自己資本の充実度の評価、ストレス・テスト、リスク管理、収益管理、経営上の判断その他の目的で、開示広告に基づく定量的開示
の対象となる⊿EVE以外の金利リスクについて、当該金利リスクの計測手法及びリスク量は3ページに記載しております。

߲ 令和5年度 令和6年度
ϦεΫɾΞηοτ ॴཁࣗࢿݾຊֹ ϦεΫɾΞηοτ ॴཁࣗࢿݾຊֹ

Πɽ৴༻ϦεΫɾΞηοτɺॴཁࣗࢿݾຊͷֹ߹ܭ ���556 55�� 13���� ��43
ᶃɹඪ४తख๏͕ద༻͞ΕΔϙʔτϑΥϦΦ͝ͱͷΤΫεϙʔδϟʔ ���555 55�� 13���� ��43

（ⅰ）　ソブリン向け 3,467 138 3,612 144
（ⅱ）　金融機関向け 19,261 770 24,291 971

第一種金融商品取引業者及び保険会社向け 1,610 64
（ⅲ）　カバード・ボンド向け － －
（ⅳ）　法人等向け 35,448 1,417 31,012 1,240
（ⅴ）　中小企業等・個人向け 37,412 1,496
（ⅵ）　中堅中小企業等・個人向け 24,185 967

トランザクター向け 233 9
（ⅶ）　抵当権付住宅ローン 3,687 147
（ⅷ）　不動産取得等事業向け 13,175 527
（ⅸ）　不動産関連向け 19,303 772

自己居住用不動産等向け 8,397 335
賃貸用不動産向け 3,767 150
事業用不動産関連向け 7,138 285
その他不動産関連向け － －
ADC向け － －

（ⅹ）　劣後債権及びその他資本性証券等 10,640 425
（ⅺ）　三月以上延滞等 605 24
（ⅻ）　延滞等向け 1,212 48
（xiii) 自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 249 9
（xiv）出資等 8,268 330

出資等のエクスポージャー 8,268 330
重要な出資のエクスポージャー － －

（xv）株式等 8,797 351
（xvi）重要な出資のエクスポージャー － －
（xvii）他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他外部	

TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー － － － －

（xviii）信用協同組合連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る	
調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー 1,378 55 1,378 55

（xix） その他 15,849 633 13,891 555
ᶄɹূ݊ԽΤΫεϙʔδϟʔ ― ― ― ―
ᶅɹϦεΫɾΣΠτͷΈͳ͕͠ࢉܭద༻͞ΕΔΤΫεϙʔδϟʔ � � � �

ルック・スルー方式 0 0 0 0
マンデート方式 － － － －
蓋然性方式（250％） － － － －
蓋然性方式（400％） － － － －
フォールバック方式（1250％） － － － －

ᶆɹະܾࡁऔҾ ― ― ― ―
ᶇɹଞͷۚ༥ؔػͷରࢿຊௐୡखஈʹΔΤΫεϙʔδϟʔʹΔ
ೖ͞Εͳ͔ͬͨͷͷֹࢉʹաાஔʹΑΓϦεΫɾΞηοτͷֹܦ ― ― ― ―

ᶈɹ$7"ϦεΫ૬ֹΛീύʔηϯτͰআͯ͠ಘֹͨʢ؆ศ๏ʣ ― ― ― ―
ᶉɹதԝਗ਼ؔؔػࢉ࿈ΤΫεϙʔδϟʔ � � � �

ϩɽΦϖϨʔγϣφϧɾϦεΫ૬ֹͷ߹ֹܭΛീύʔηϯτͰআͯ͠ಘֹͨ ���� ��6 ��40 2�3
#* 4��0
#*$ �4�

ϋɽ୯ମ૯ॴཁࣗࢿݾຊֹʢΠʴϩʣ ��5�6� 5��� 14�41� ��1�

13���� ��43
13���� ��43
3,612 144
24,291 971
1,610 64
－ －

31,012 1,240

24,185 967
233 9

19,303 772
8,397 335
3,767 150
7,138 285
－ －
－ －

10,640 425

1,212 48
249 9

8,797 351
－ －

－ －

1,378 55
13,891 555

― ―
� �
0 0
－ －
－ －
－ －
－ －
― ―
― ―
― ―
� �

��40 2�3
4��0
�4�

14�41� ��1�
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 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

1.「貸出金、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引」
とは、貸出金の期末残高の他、当座貸越等のコミットメントの与信相当額、デ
リバティブ取引を除くオフ・バランス取引の与信相当額の合計額です。
2.「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の
翌日から 3ヵ月以上延滞している者に係るエクスポージャーです。
3.「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことです。　①金融再生法施
行規則上の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」
に該当すること　②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと　③3ヵ月以上限度
額を超過した当座貸越であること

4.上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、
業種区分・期間区分などに分類することが困難なエクスポージャーです。具体
的には現金、預け金、投資信託、固定資産等が含まれます。
5.CVAリスク及び中央精算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
6.業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

本事項については、9ページ～10ページ「開示債権の状況」に掲載しております。

信用リスクに関する事項
（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く）

（単位：百万円） 信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高
ɹɹ�ΤΫεϙʔδϟʔ
ɹɹ�۠

Ҭ۠
छ۠ۀ
۠ؒظ

৴༻ϦεΫΤΫεϙʔδϟʔظߴ Ҏ্݄ࡾ
Ԇ
ΤΫε
ϙʔδϟʔ

Ԇ
ΤΫε
ϙʔδϟʔ

ିग़ۚɺίϛοτϝϯτٴͼ
ͦͷଞͷσϦόςΟϒҎ֎
ͷΦϑɾόϥϯεऔҾ

݊࠴ σϦόςΟϒऔҾ

令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度
国内 289,650 297,716 116,234 118,325 91,471 94,814 － － 491 3,669
国外 58,845 62,179 － － 58,845 62,179 － － － －
Ҭผ߹ܭ 34�49� 3�9�9� 11�234 11�32� 1�031� 1��993 － － 491 3��9
製造業 14,051 15,177 5,017 4,867 9,033 10,309 － － 2 46
農業、林業 1,520 1,551 1,520 1,551 － － － － 52 255
漁業 38 36 38 36 － － － － － 24
鉱業、採石業、砂利採取業 � 9 � 9 － － － － － －
建設業 9,946 11,213 9,152 10,221 793 991 － － 12 1,289
電気、ガス、熱供給、水道業 6,490 6,785 1,410 1,398 5,080 5,387 － － － －
情報通信業 988 2,211 588 646 400 1,565 － － － －
運輸業、郵便業 4,606 5,270 2,392 2,569 2,213 2,701 － － － －
卸売業、小売業 16,382 15,359 9,972 10,667 6,409 4,692 － － 27 189
金融業、保険業 12,057 11,201 600 600 11,457 10,601 － － － －
不動産業 18,253 18,322 11,281 11,173 6,971 7,149 － － 30 390
物品賃貸業 141 138 141 138 － － － － － －
学術研究、専門・技術サービス業 233 283 233 283 － － － － － 8
宿泊業 1,368 1,297 1,368 1,297 － － － － － 46
飲食業 2,220 2,520 2,020 2,118 200 401 － － － －
生活関連サービス業、娯楽業 1,458 1,402 1,458 1,402 － － － － － 303
教育、学習支援業 41 121 41 121 － － － － － －
医療、福祉 715 658 715 658 － － － － － －
その他のサービス 6,531 6,735 6,036 6,039 495 695 － － 5 54
その他の産業 2,043 2,134 1,872 1,989 171 144 － － － －
国・地方公共団体等 54,585 55,601 6,341 5,428 48,244 50,172 － － － －
個人 53,580 55,104 53,580 55,104 － － － － 361 1,062
その他 141,230 146,755 440 － 58,845 62,179 － － － －
ܭ߹छผۀ 34�49� 3�9�9� 11�234 11�32� 1�031� 1��993 － － 491 3��9
1年以下 25,247 29,567 15,709 17,201 9,537 12,366 － －
1年超3年以下 28,010 26,028 5,900 6,808 22,109 19,220 － －
3年超5年以下 27,206 29,208 7,776 8,403 19,430 20,804 － －
5年超7年以下 20,401 23,694 11,217 10,053 9,184 13,641 － －
7年超10年以下 47,204 50,222 14,766 14,170 32,437 36,051 － －
10年超 116,806 114,433 59,189 59,525 57,617 54,908 － －
期間の定めのないもの 83,619 86,739 1,675 2,162 － － － －
ܭ߹ผؒظଘ 34�49� 3�9�9� 11�234 11�32� 1�031� 1��993 － －

１．当組合は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行なっているため、「地域別」の区分は省略しております。
２．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

（注）

（注）	1.最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、令和5年度については記載しておりません。
	 	2.「CCF」とは、オフ・バランス取引の与信相当額を計算する際に使用する掛目（％）のことです。
	 	3.「リスク・ウェイトの加重平均値（％）」とは、信用リスク・アセットの額をCCF・信用リスク削減手法適用後エクスポージャーのオン・バランスの額とオフ・バランスの額の合計額で

除して算出した値のことです。

（単位：百万円）

(単位：百万円)

 業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等

 標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの内訳

۠
ผିҾۚݸ

ିग़ۚ償却
૿ظՃֹ ݮظগֹ ߴظ

令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度
ۀ 1 1 2 1 1 1 － －
ۀɺྛ ۀ 12� 1�� 12� 12� 12� 1�� － －
ۀړ 2� 24 2� 2� 2� 24 － －
ɺ࠭ۀੴ࠾ɺۀ߭ ར࠾औۀ － － － － － － － －
ۀઃݐ ��1 ��4 49 ��1 ��1 ��4 － －
ۀɺਫಓڅڙɺΨεɺؾి 0 － 0 0 0 － － －
ใ௨৴ۀ － － － － － － － －
ӡ༌ۀɺ༣ศۀ － － － － － － － －
Է売ۀɺখ売ۀ 229 1�1 230 229 229 1�1 － －
ۚ༥ۀɺอۀݥ － － － － － － － －
ෆಈۀ࢈ 300 290 31� 300 300 290 － －
ିۀ － － － － － － － －
ֶज़ڀݚɺઐɾٕ ज़αʔϏεۀ － － － － － － － －
॓ധۀ － 41 － － － 41 － －
ҿ৯ۀ － － － － － － － －
ੜؔ׆࿈αʔϏεۀɺۀָޘ － － － － － － － －
ҭɺֶڭ शࢧԉۀ － － － － － － － －
ҩྍɺࢱ － － － － － － － －
ͦͷଞͷαʔϏε 309 2�� 322 309 309 2�� － －
ͦͷଞͷۀ࢈ － － － － － － － －
ମஂڞɾํެࠃ － － － － － － － －
ਓݸ 39� 3�2 �12 39� 39� 3�2 － －
ܭ߹ 22�4 2230 1�91 22�4 22�4 2230 － －

$$'ɾ৴༻ϦεΫޮݮՌద༻લ $$'ɾ৴༻ϦεΫޮݮՌద༻ޙ ϦεΫɾ
ΣΠτͷ

Ճॏฏۉʢˋʣ
Φϯɾόϥϯε
߲࢈ࢿ

Φϑɾόϥϯε
߲࢈ࢿ

Φϯɾόϥϯε
߲࢈ࢿ

Φϑɾόϥϯε
߲࢈ࢿ

৴༻ϦεΫɾ�
Ξηοτͷֹ

令和6年度
ۚݱ 1�03 － 1�03 － － 0�
զ͕ࠃͷதԝٴͼதԝ͚ۜߦ 2�001 － 2�001 － － 0�
͚ߦͼதԝۜٴͷதԝࠃ֎ 11�3� － 11�3� － 31�� 2��
͚ߦۜࡁܾࡍࠃ － － － － － －
զ͕ࠃͷํެஂڞମ͚ 3�241 4200 3�241 420 － 0�
͚෦ڞͷதԝҎ֎ͷެࠃ֎ 1��4 － 1��4 － 31� 20�
͚ߦ։ൃۜࡍࠃ ���4 － ���4 － �3 1�
ํެஂڞମۚ༥͚ߏػ 144 － 144 － 14 10�
զ͕ࠃͷ͚ؔؔػ 1� － 1� － 1 10�
ํ͚ࣾެࡾ 100 － 100 － 20 20�
ۚ༥ؔػɺୈҰछۚ༥औҾٴऀۀͼอݥձ͚ࣾ 100�92 － 100�92 － 24291 24�
第一種金融商品取引業者及び保険会社向け ��99 － ��99 － 1�10 2��

ΧόʔυɾϘϯυ͚ － － － － － －
๏ਓ ʢ͚ಛఆି͚ݖ࠴ΛؚΉʣ 4�4�9 12039 4�19� 11�3 31012 �3�
特定貸付債権向け － － － － － －

தݎதখۀاٴ͚ͼݸਓ͚ 3�3�9 2�41� 3���2 1399 241�� ���
トランザクター向け － �3�� － �19 233 4��

ෆಈؔ࢈࿈͚ 349�3 － 34�13 － 19303 ���
自己居住用不動産等向け 23��1 － 23�1� － �39� 3��
賃貸用不動産向け 43�3 － 43�� － 3��� ���
事業用不動産関連向け ��2� － ��19 － �13� 10��
その他不動産関連向け － － － － － －
ADC向け － － － － － －

ຊੑূ݊ࢿͼͦͷଞٴݖ࠴ޙྼ 10�40 － 10�40 － 10�40 100�
Ԇ ʢ͚ࣗॅډݾ༻ෆಈ࢈͚Λআ͘ɻʣ 1329 23 1329 0 1212 91�
ΔԆʹΤΫεϙʔδϟʔ͚࢈ෆಈ༺ॅډݾࣗ 249 － 249 － 249 100�
औཱະࡁखܗ 1� － 1� － 3 20�
৴༻อূڠձʹΑΔอূ 1220� － 121�� － 120� 10�
ʹΑΔอূߏػԉࢧԽੑ׆ࡁܦձࣾҬࣜג － － － － － －
ࣜג ��9� － ��9� － ��9� 100�
ܭ߹ 124�1�

－
－
－
－

3�241 4200 3�241 4203�241 4200 3�241 4203�241 4200 3�241 420
－
－
－
－
－
－
－
－

4�4�9 12039 4�19� 11�3 31012 �3�4�4�9 12039 4�19� 11�3 31012 �3�4�4�9 12039 4�19� 11�3 31012 �3�
－

3�3�9 2�41� 3���2 1399 241�� ���3�3�9 2�41� 3���2 1399 241�� ���3�3�9 2�41� 3���2 1399 241�� ���
�3��
－
－
－
－
－
－
－
23 132923 1329
－
－
－
－
－

－
－
－
－

3�241 4200 3�241 4203�241 4200 3�241 4203�241 4200 3�241 4203�241 4200 3�241 420
－
－
－
－
－
－
－
－

4�4�9 12039 4�19� 11�3 31012 �3�4�4�9 12039 4�19� 11�3 31012 �3�
－

3�3�9 2�41� 3���2 1399 241�� ���3�3�9 2�41� 3���2 1399 241�� ���
�19 233 4��
－
－
－
－
－
－
－
0 1212 91�
－
－
－
－
－

0�
0�

31�� 2��31�� 2��
－
0�

31� 20�31� 20�
1�

14 10�14 10�
1 10�1 10�
20 20�20 20�

24291 24�24291 24�
1�10 2��1�10 2��

－
4�4�9 12039 4�19� 11�3 31012 �3�4�4�9 12039 4�19� 11�3 31012 �3�

－
3�3�9 2�41� 3���2 1399 241�� ���3�3�9 2�41� 3���2 1399 241�� ���

�19 233 4���19 233 4��
19303 ���19303 ���
�39� 3���39� 3��
3��� ���3��� ���
�13� 10���13� 10��

－
－

10�40 100�10�40 100�
0 1212 91�0 1212 91�

249 100�249 100�
3 20�3 20�

120� 10�120� 10�
－

��9� 100���9� 100�

（注）
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(単位：百万円) (単位：百万円)
 標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごと並びにリスク・ウェイトの区分ごとの内訳  標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごと並びにリスク・ウェイトの区分ごとの内訳

ܭ߹ͼ༩৴૬ֹͷٴͷֹ࢈ࢿ ʢֹ$$'ɾ৴༻ϦεΫޮݮՌద༻ޙʣ

�� ��� �5� ��� �5� ��� ����5� �5� ���5� ��� ����5� �5� 5�� 56��5� 6�� 6��5�

令和6年度

ۚݱ �132 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

զ͕ࠃͷதԝٴͼ
தԝ͚ۜߦ 2�001 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

ͼٴͷதԝࠃ֎
தԝ͚ۜߦ 4��� ʵ ʵ 1024 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ���� ʵ ʵ ʵ

͚ߦۜࡁܾࡍࠃ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

զ͕ࠃͷํެஂڞମ͚ 32232 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

ͷதԝҎ֎ͷࠃ֎
͚෦ڞެ 1��4 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

͚ߦ։ൃۜࡍࠃ �1�1 ʵ ʵ 410 ʵ 0 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 1 ʵ ʵ ʵ

ํެஂڞମۚ༥͚ߏػ ʵ 144 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

զ͕ࠃͷ͚ؔؔػ ʵ 1� ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

ํ͚ࣾެࡾ ʵ ʵ ʵ 100 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

ۚ༥ؔػɺୈҰछۚ༥
औҾٴऀۀͼอݥձ͚ࣾ ʵ ʵ ʵ �1�10 ʵ 3�3�2 ʵ ʵ ʵ 11 ʵ ʵ 91� ʵ ʵ ʵ

第一種金融商品取引業者
及び保険会社向け － － － 1,293 － 4,505 － － － － － － － － － －

ΧόʔυɾϘϯυ͚ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

๏ਓ͚
ʢಛఆି͚ݖ࠴ΛؚΉʣ ʵ ʵ ʵ 9�13 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 1�94� ʵ ʵ ʵ

特定貸付債権向け ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

தݎதখۀاٴ͚ͼ
͚ਓݸ ʵ 10� ʵ 3�3 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ �19 13�04 ʵ ʵ ʵ

トランザクター向け － － － － － － － － － － － 519 － － － －

ෆಈؔ࢈࿈͚ ʵ ʵ ʵ 1�1� 1�4� 9��9 ʵ �4 ʵ ��4� ʵ 39� 44�2 ʵ 2�1 ʵ

自己居住用不動産等向け － － － 1,715 1,848 9,143 － － － 6,546 － － 4,462 － － －

賃貸用不動産向け － － － － － 526 － 74 － － － 397 － － 271 －

事業用不動産関連向け － － － － － － － － － － － － － － － －

その他不動産関連向け － － － － － － － － － － － － － － － －

ADC向け － － － － － － － － － － － － － － － －

ͼٴݖ࠴ޙྼ
ͦͷଞࢿຊੑূ݊ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

Ԇ ʢ͚ࣗॅډݾ༻
ෆಈ࢈͚Λআ͘ɻʣ ʵ 1� ʵ � ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ��9 ʵ ʵ ʵ

͚࢈ෆಈ༺ॅډݾࣗ
ΤΫεϙʔδϟʔʹΔԆ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

औཱະࡁखܗ ʵ ʵ ʵ 1� ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

৴༻อূڠձʹΑΔอূ 119 120�� ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

�Խੑ׆ࡁܦձࣾҬࣜג
ʹΑΔอূߏػԉࢧ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

ࣜג ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

ܭ߹ ��91� 1234� ʵ ��0�2 1�4� 4�023 ʵ �4 ʵ ���� ʵ 91� 413�� ʵ 2�1 ʵ

ܭ߹ͼ༩৴૬ֹͷٴͷֹ࢈ࢿ ʢֹ$$'ɾ৴༻ϦεΫޮݮՌద༻ޙʣ

��ˋ �5ˋ ��ˋ �5ˋ ��ˋ ����5ˋ ���ˋ ��5ˋ ���ˋ ����5ˋ ���ˋ �5�ˋ �5�ˋ ���ˋ ͦͷଞ ܭ߹

令和6年度

ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ �132 ۚݱ

ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 2�001 զ͕ࠃͷதԝٴͼ
தԝ͚ۜߦ

ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 2� ʵ ʵ ʵ ʵ 43 ʵ ʵ ʵ 11�3� ͼٴͷதԝࠃ֎
தԝ͚ۜߦ

ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ͚ߦۜࡁܾࡍࠃ

ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 32232 զ͕ࠃͷํެஂڞମ͚

ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 1��4 ͷதԝҎ֎ͷࠃ֎
͚෦ڞެ

ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ���4 ͚ߦ։ൃۜࡍࠃ

ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 144 ํެஂڞମۚ༥͚ߏػ

ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 1� զ͕ࠃͷ͚ؔؔػ

ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 100 ํ͚ࣾެࡾ

ʵ 0 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 100�92 ۚ༥ؔػɺୈҰछۚ༥
औҾٴऀۀͼอݥձ͚ࣾ

－ － － － － － － － － － － － － － － 5,799 第一種金融商品取引業者
及び保険会社向け

ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ΧόʔυɾϘϯυ͚

ʵ 129� ʵ 14�92 ʵ ʵ ��99 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 493�0 ๏ਓ͚
ʢಛఆି͚ݖ࠴ΛؚΉʣ

ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 特定貸付債権向け

ʵ 21994 ʵ ʵ ʵ ʵ ��2 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 3�1�2 தݎதখۀاٴ͚ͼ
͚ਓݸ

－ － － － － － － － － － － － － － － 519 トランザクター向け

10�4 �0� ʵ ʵ 131 ʵ ʵ 214� �044 ʵ ʵ �43 ʵ ʵ ʵ 34�13 ෆಈؔ࢈࿈͚

－ － － － － － － － － － － － － － － 23,715 自己居住用不動産等向け

－ 607 － － － － － 2,145 － － － 355 － － － 4,378 賃貸用不動産向け

1,054 － － － 131 － － － 5,044 － － 488 － － － 6,719 事業用不動産関連向け

－ － － － － － － － － － － － － － － － その他不動産関連向け

－ － － － － － － － － － － － － － － － ADC向け

ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 10�40 ʵ ʵ ʵ 10�40 ͼٴݖ࠴ޙྼ
ͦͷଞࢿຊੑূ݊

ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 11� ʵ ʵ ʵ ʵ 49� ʵ ʵ ʵ 1329 Ԇ ʢ͚ࣗॅډݾ༻
ෆಈ࢈͚Λআ͘ɻʣ

ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 249 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 249 ͚࢈ෆಈ༺ॅډݾࣗ
ΤΫεϙʔδϟʔʹΔԆ

ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 1� औཱະࡁखܗ

ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 121�� ৴༻อূڠձʹΑΔอূ

ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ �Խੑ׆ࡁܦձࣾҬࣜג
ʹΑΔอূߏػԉࢧ

ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ��9� ʵ ʵ ��9� ࣜג

10�4 23900 ʵ 14�92 131 ʵ ���� 214� �044 ʵ ʵ 1202� ��9� ʵ ʵ 339�4� ܭ߹

（注）最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、令和5年度については記載しておりません。
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 リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

１．格付は、適格格付機関が付与しているものに限ります。
２．エクスポージャーは、信用リスク削減手法適用後の
リスク・ウェイトに区分しています。

３．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー、
CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャー
は含まれておりません。

（注）

(注)	1.最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、令和5年度については記載しておりません。
	 2.「CFFの加重平均値（％）」とは、CCFを適用した後及び信用リスク削減手法の効果を勘案する前のオフ・バラ

ンス取引のエクスポージャーの額を、CFF・信用リスク削減手法適用前エクスポージャーのオフ・バランス
の額に掲げる額で除して算出した値のことです。

（単位：百万円） （単位：百万円）

証券化エクスポージャーに関する事項
該当はございません。

ͰఆΊΔࣔࠂ
ϦεΫɾΣΠτ
۠

ΤΫεϙʔδϟʔͷֹ
令和5年度

֨ద༻༗Γ ֨ద༻ແ͠
0� 1�091 ��310
10� 1�1 14404
20� 4���0 ��332
3�� － 10�39
�0� 30291 ���
��� － 493�2
100� 11491 �20��
1�0� �9 24�
2�0� － －
߹ɹܭ 10���� 24292�

令和6年度
ͰఆΊΔϦεΫɾࣔࠂ
ΣΠτ۠	�


$$'ɾ৴༻ϦεΫޮݮՌద༻લ $$̛ ͷ
Ճॏฏۉ	�


ͼ༩৴૬ֹͷٴͷֹ࢈ࢿ
ɾ৴༻ϦεΫ'$$	ֹܭ߹


ޙ༺ՌదޮݮΦϯɾόϥϯε߲࢈ࢿ Φϑɾόϥϯε߲࢈ࢿ
40�ະຬ 213943 4200 10� 2142�1

40�ʙ�0ˋ 49�94 �410 10� �01�9
��ˋ 24�09 20013 10� 23900
�0ˋ － － － －
��ˋ 13912 10109 10� 14�92

90ˋʙ100ˋ ���� 1944 10� ��99
10�ˋʙ130ˋ �29� － － �190

1�0ˋ 1202� － － 1202�
2�0ˋ ��9� － － ��9�
400ˋ － － － －
12�0ˋ － － － －
ͦͷଞ － － － －
ܭ߹ 33���1 42��� － 339�4�

信用リスク削減手法に関する事項

（注）１．当組合は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。
２．上記「保証」には、告示（平成18年金融庁告示第22号）第45条（信用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会により保証されたエクスポージャー）、第46条（株
式会社地域経済活性化支援機構等により保証されたエクスポージャー）を含みません。

（単位：百万円） 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

ɹɹɹɹɹɹɹɹ�������������������ɹ�����ɹɹɹɹɹɹɹɹ�������������������ɹ�����৴༻ϦεΫݮख๏
ϙʔτϑΥϦΦ

ద֨ۚ༥࢈ࢿ୲อ อɹূ ΫϨδοτɾσϦόςΟϒ
令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度

৴༻ϦεΫݮख๏͕
ద༻͞ΕͨΤΫεϙʔδϟʔ 22�� 209� 3�40 142�� － －

出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項

本項目の記載対象となるエクスポージャーには、「リスクウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー」の裏付資産や裏付にある取引として計測された部分
は含めておりません。

（注）

 貸借対照表計上額及び時価等

۠
令和5年度 令和6年度

ିआରরද্ֹܭ ɹՁ࣌ ିआରরද্ֹܭ ɹՁ࣌
্ࣜג 4��2 4��2 4�09 4�09
ඇ্ࣜג �999 － �2�9 －
ܭ߹ 11��2 4��2 1199� 4�09

（単位：百万円）

（注）損益計算書における損益の額を記載しております。

 出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額
令和5年度 令和6年度

売却益 321 90
売却損 － 4
償却 － －

（単位：百万円）

（注）「貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額」とは、その他有価証券の評価損益です。

貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額
令和5年度 令和6年度

ධՁ損益 2114 1�21

（単位：百万円）

（注）「貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額」とは、子会社株式及び関連会社の評価損益です。

貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
令和5年度 令和6年度

ධՁ損益 － －

（単位：百万円）

4200
�410

��ˋ 24�09 20013��ˋ 24�09 20013
－

��ˋ 13912 10109��ˋ 13912 10109
1944
－
－
－
－
－
－

ܭ߹ 33���1 42ܭ߹��� 33���1 42ܭ߹��� 33���1 42���

10� 2142�110� 2142�110� 2142�1
10� �01�910� �01�910� �01�9
10� 2390010� 2390010� 23900

－
10� 14�9210� 14�9210� 14�92

��99
�190
1202�
��9�
－
－
－

339�4�

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項
令和5年度 令和6年度

ϧοΫɾεϧʔํࣜΛద༻͢ΔΤΫεϙʔδϟʔ 0 0
ϚϯσʔτํࣜΛద༻͢ΔΤΫεϙʔδϟʔ － －
֖વੑํ ʢࣜ�5�ˋʣΛద༻͢ΔΤΫεϙʔδϟʔ － －
֖વੑํ ʢࣜ���ˋʣΛద༻͢ΔΤΫεϙʔδϟʔ － －
ϑΥʔϧόοΫํ ʢࣜ��5�ˋʣΛద༻͢ΔΤΫεϙʔδϟʔ － －

（単位：百万円）
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　当組合では、子会社は当信用組合グループの財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しい
と認められるため、連結財務諸表は作成しておりません。
　なお、子会社等のひだしんイノベーションパートナーズ株式会社、飛騨・高山さるぼぼ結ファンド 2 号投資事業有限責
任組合および飛騨・高山サステナブルファンド投資事業有限責任組合を含めた連結自己資本比率は下記のとおりであります。

連結自己資本比率

（単位：百万円）

߲ 令和5年度 令和6年度

ίΞࢿຊʹΔ߲ૅجʢ̍ʣ

ී௨ग़ࢿຢඇྦྷੵతӬٱ༏ઌग़ʹࢿΔ߹һצఆͷֹ 2���1 2����
うち、出資金及び資本剰余金の額 281 279

うち、利益剰余金の額 27,601 28,611

うち、外部流出予定額（△） 11 14

うち、上記以外に該当するものの額 － －

ίΞࢿຊʹࢉೖ͞ΕΔͦͷଞͷแׅར益ྦྷֹܭ － －

うち、為替換算調整勘定 － －

うち、退職給付に係るものの額 － －

ίΞࢿຊʹΔௐޙඇࢧגओ࣋ͷֹ － －

ίΞࢿຊʹΔ߲ૅجͷֹʹࢉೖ͞ΕΔҾۚͷ߹ֹܭ ��9 ��2
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 779 772

うち、適格引当金コア資本算入額 － －

ద֨ࢿچຊௐୡखஈͷֹͷ͏ͪɺίΞࢿຊʹΔ߲ૅجͷֹʹؚ·ΕΔֹ

ެతؔػʹΑΔࢿຊͷ૿ڧʹؔ͢ΔાஔΛ௨ͯ͡ൃ͞ߦΕͨ
ͷֹʹؚ·ΕΔֹ߲ૅجΔʹຊࢿຊௐୡखஈͷֹͷ͏ͪɺίΞࢿ － －

࠶ධՁֹͱ࠶ධՁલͷாՁֹͷֹࠩͷޒे࢛ύʔηϯτʹ
૬͢Δֹͷ͏ͪɺίΞࢿຊʹΔ߲ૅجͷֹʹؚ·ΕΔֹ

ඇࢧגओ࣋ͷ͏ͪɺܦաાஔʹΑΓίΞࢿຊʹΔ߲ૅجͷֹʹؚ·ΕΔֹ － －

ίΞࢿຊʹΔ߲ૅجͷ ʢֹΠʣ 2���1 29�4�
ίΞࢿຊʹΔௐ߲	̎


ແݻܗఆ࢈ࢿʢϞʔήʔδɾαʔϏγϯάɾϥΠπʹΔͷΛআ͘ɻʣͷֹͷ߹ֹܭ 30 1�
うち、のれんに係るもの(のれん相当差額を含む）の額 － －

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 30 18

ΔͷΛআ͘ɻʣͷֹʹҟࠩ࣌ʢҰ࢈ࢿԆ੫ۚ܁ － －

ద֨Ҿۚෆֹ － －

ূ݊ԽऔҾʹ͍૿Ճͨࣗ͠ࢿݾຊʹ૬͢Δֹ － －

ෛ࠴ͷ࣌ՁධՁʹΑΓੜͨ࣌͡ՁධՁֹࠩͰ͋ͬͯࣗࢿݾຊʹࢉೖ͞ΕΔֹ － －

ୀ৬څʹΔ࢈ࢿͷֹ － －

ΕΔͷΛআ͘ɻʣͷ্ֹ͞ܭʹͷ෦࢈ࢿʢ७ࢿอ༗ී௨ग़ݾࣗ － －

ҙਤతʹอ༗͍ͯ͠Δଞͷۚ༥ؔػͷରࢿຊௐୡखஈͷֹ － －

গग़ۚࢿ༥ؔػͷରී௨ग़ࢿͷֹ － －

৴༻ڠಉ߹࿈߹ձͷରී௨ग़ࢿͷֹ － －

ಛఆ߲ʹΔेύʔηϯτج४աֹ － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －

ಛఆ߲ʹΔेޒύʔηϯτج४աֹ － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －

金利リスクに関する事項

ͻͩ͠ΜΠϊϕʔγϣϯύʔτφʔζࣜגձࣾ
出資 ▼ 運営・出資

ඈଭߴɾ ɾߴΔ΅΅݁ϑΝϯυ�߸ɺඈଭ͞ࢁ αεςφϒϧϑΝϯυࢁ

（令和7年3月末現在）

当組合および子会社等の概況

ඈḯ৴༻߹

会社名

IRRBB：金利リスク

飛驒信用組合グループの事業系統図

子会社等の概況

（単位：百万円）

金利リスクの算定手法の概要等は、P14「7.金利リスクについて」に記載しております。（注）
※⊿EVEとは、IRRBBのうち金利ショックに対する経済的価値の減少額として計測され、開示告示に定められた金利ショックにより計算されるものをいいます。
※⊿NIIとは、IRRBBのうち、金利ショックに対する算出基準日から12ヵ月を経過する日までの間の金利収益の減少として計測されるものであって、開示告示に定められ
た金利ショックにより計算されるものをいいます。

߲൪
᷎&7& ᷎/**

令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度
1 ্ํύϥϨϧγϑτ 10191������� 9234������� 343������� �19�������
2 ԼํύϥϨϧγϑτ － － ˚�11������� ˚�4�1�������
3 εςΟʔϓԽ �041������� �20��������
4 ϑϥοτԽ

5 ۚظར্ঢ

6 ۚظརԼ

େ࠷ 7 10191������� 9234������� 343������� �19�������
令和5年度 令和6年度

8 ຊͷֹࢿݾࣗ 2��1� 29�21

ձ໊ࣾ ॴࡏ ओཁۀ༰ ઃཱ年݄ ۚࢿຊۚຢग़ࢿ
	ඦສԁʣ

ݖܾٞ
ॴ༗ׂ߹

ひだしんイノベーション
パートナーズ株式会社

岐阜県高山市花岡町
１丁目13番地１

・投資事業組合財産の運用および管理
・株式、社債又は持分その他の
有価証券に対する投資業務

平成26年11月7日 10 100%

飛騨・高山さるぼぼ結ファンド2号
投資事業有限責任組合

岐阜県高山市花岡町
１丁目13番地１

・地域経済活性化を目的とする
投資業務 平成28年6月10日 175 －

飛騨・高山サステナブルファンド
投資事業有限責任組合

岐阜県高山市花岡町
1丁目13番地1

・地域経済活性化および事業承継支援
を目的とする投資業務 令和6年1月22日 78 －
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信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高（連結）

標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの内訳（連結）

標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごと並びにリスク・ウェイトの区分ごとの内訳（連結）

リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等（連結）

出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項（連結）

金利リスクに関する事項（連結）

 　いずれも、影響が僅少であるため記載を省略します。

一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額（連結）

業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等（連結）

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー（連結）

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項（連結）

 　いずれも、単体と同一です。

証券化エクスポージャーに関する事項（連結）

 　該当はございません。
※単体の各種指標につきましてはＰ15～21をご参照ください。

（単位：百万円）連結自己資本比率

߲ 令和5年度 令和6年度

ίΞࢿຊʹΔௐ߲ͷֹ�	ϩ
 30 1�
ຊࢿݾࣗ


Π		ຊͷֹࢿݾࣗʵ	ϩ

ɹɹʢϋʣ 2��20 29�30
ϦεΫɾΞηοτ	̏


৴༻ϦεΫɾΞηοτͷֹͷ߹ֹܭ 13���� 13����
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 － －

うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。） － －

うち、繰延税金資産 － －

うち、退職給付に係る資産 － －

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー － －

うち、上記以外に該当するものの額 － －

ϚʔέοτɾϦεΫ૬ֹͷ߹ֹܭΛീύʔηϯτͰআͯ͠ಘֹͨ －

ఆؒͷৼସצ －

ΦϖϨʔγϣφϧɾϦεΫ૬ֹͷ߹ֹܭΛീύʔηϯτͰআͯ͠ಘֹͨ �4�4 �920
৴༻ϦεΫɾΞηοτௐֹ －

ϑϩΞௐֹ －

ΦϖϨʔγϣφϧɾϦεΫ૬ֹௐֹ －

ϦεΫɾΞηοτͷֹͷ߹ֹܭ	χ
 14�032 14��0�
࿈݁ࣗࢿݾຊൺ

࿈݁ࣗࢿݾຊൺ		ϋ
ʗ	χ

 19��9� 20�3��




